
平成１４年(ワ)第８４９６号　特許出願権譲渡対価請求事件
（口頭弁論終結の日　平成１８年１月２４日）
　　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　         原　　　　　　　　告　　　　　A
           同訴訟代理人弁護士　　　  　　新井裕幸
           同　　　　　　　　　　　　　　新井正男
           被　　　　　　　　告　　　　　コニカミノルタホールディングス株式
会社
           同訴訟代理人弁護士　　　  　　内田敏彦
　　　　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
                  １　原告の請求をいずれも棄却する。
                  ２　訴訟費用は，原告の負担とする。
　　　　　　　　　　　　　事実及び理由
第１　請求
　１　主位的請求
      被告は，原告に対し，１億円及びこれに対する平成５年４月２６日から支払
済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　２　予備的請求
      被告は，原告に対し，別紙特許権目録記載の各特許権につき，同目録記載の
各持分の各移転登録手続をせよ。
第２　事案の概要等
　１　事案の概要
      本件は，原告が，被告（当時の商号はコニカ株式会社）に在職中，写真用フ
ィルム支持体及びその表面加工の研究等に従事し，別紙出願特許目録に記載の合計
２６件の発明（以下，まとめて「本件２６件の発明」という。）を単独であるいは
他の従業員と共同して発明したとして，原告が被告に対し，主位的請求として，平
成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条３項（以下，同条について「特
許法」という場合，特に断らない限り，平成１６年法律第７９号による改正前の特
許法をいう。）に基づき，本件２６件の発明につき，特許を受ける権利の譲渡に対
する相当の対価として算定した５５億円のうち１億円の支払を求め，予備的請求と
して，本件２６件の発明のうち，特許登録に至った別紙特許権目録記載の８件の特
許権（以下，まとめて「本件各登録特許」という。）について，原告が被告に対し
て特許を受ける権利を譲渡していないとして，原告の本件各登録特許の各持分につ
いて，移転登録手続を求めている事案である。
      これに対し，被告は，本件２６件の発明の出願明細書の「発明者」欄には原
告の名前は記載されておらず，形式的にも発明者とはいえないし，実質的にみても
共同発明者ではないと主張し，また，仮に，原告が共同発明者と評価されるとして
も，本件２６件の発明により被告は独占の利益を得ていないから，特許を受ける権
利の譲渡に対する相当の対価は存しない，などとして争っている。
　２　前提となる事実（当事者間に争いのない事実，該当箇所末尾掲記の各証拠及
び弁論の全趣旨により認められる事実）
　　(1) 当事者
      ア　被告（当事者間に争いがない。）
          被告は，写真用フィルム等の感光材料等及びカメラ等の写真機材等その
他の開発，製造及び販売等を目的とする株式会社である。
      イ　原告の経歴
        a)　被告に入社するまでの経歴（甲２，乙６２の２のほか，後掲各証拠及
び弁論の全趣旨）
            原告は，昭和４５年３月，国立東京工業大学大学院高分子工学科博士
課程を修了して工学博士を取得した。博士論文のテーマは，「α－メチルスチレ
ン・エチレンオキサイド・ブロックコポリマーの結晶化動力学」であった。
            原告は，同年４月に，帝人株式会社（以下「帝人」という。）に入社
し，同年６月から昭和５８年８月まで，帝人プラスチック研究所にて，ポリエステ
ルフィルムの開発研究に従事した。なお，このポリエステルフィルムは，主として
磁気記録用（ＶＨＳ，β－max等），電気用（コンデンサーや電気絶縁用等），農業
用（耐候性ハウス用）等に使用するものであった。
            原告は，昭和５８年８月から平成２年３月まで，帝人フィルム販売
部・技術サービスグループなどに所属し，国内外の技術サービスを担当し，同年４



月，帝人東京本社フィルム技術部から岐阜事業所に転勤となった。原告は，岐阜事
業所において，技術部長を務め，工場で生産するポリエステルフィルムの技術問題
を担当した。原告は，単身赴任で岐阜事業所に勤務していたこともあって，同年６
月３０日をもって，帝人を退職した。
            原告は，この間，昭和４６年から昭和５７年にかけて，合計８８件の
ポリエステルフィルムに関連する発明を，単独あるいは共同で発明し，これらは帝
人から出願されている（甲１５の１ないし３４，３８）。原告は，これらのうち，
昭和４８年から昭和５０年にかけて，ポリエステルフィルムの中でも，積層ポリエ
ステルフィルムに関連する発明を合計２７件を発明している（甲３９）。
            原告は，帝人から，昭和４７年に製膜ポリマーハンドリング工程の改
善について，同４８年にＰＥＴフィルムの色相改良について表彰を受けたほか（甲
８６の１，２），昭和５３年から平成２年の間には，ポリエステルフィルム開発の
功績により，合計１１件の表彰を受けた（甲１０２ないし１０９。枝番号を含
む。）。
            そのほか，原告は，昭和５７年には社団法人繊維学会から，農業用耐
光性ポリエステルフィルムの開発について繊維学会賞技術賞も受けている（甲１０
１の１及び２）。
        b)　被告における経歴等（甲２，甲５１）
          ①　原告は，平成２年７月１日に被告に入社した後，自宅待機期間を経
て，同年１０月１６日から，実際に被告における勤務を開始した。そして，同年７
月から平成３年１０月までは，被告感材生産本部長室部長を，平成３年１１月か
ら，ＣＴＡ（＝セルローストリアセテート，「ＴＡＣ」ともいう。）代替フィルム
新支持体開発研究のプロジェクトリーダーを，平成４年５月から平成６年３月まで
は，同プロジェクトリーダー兼感材生産本部第４開発センター第１研究室長を，平
成６年４月から平成８年１１月までは，感材生産本部技術研究所部長を，同年１２
月から平成１３年１１月までは，ＣＩ事業本部第１開発センター（平成１１年６月
ＣＭ開発センターと組織名称変更）部長を務め，同月末日をもって，被告を退職し
た。
          ②　原告は，被告に在籍していた平成６年１０月以降，積層ポリエステ
ルフィルム支持体に関係しない発明について，合計２０件の特許を出願しているほ
か（甲５１，５２），被告を退職後も，積層ポリエステルフィルム支持体に関する
発明を５件出願している。
　　(2) 原告が特許法３５条に基づく相当の対価を請求している発明について
　　　ア　はじめに
          原告が，被告に対し，特許を受ける権利を譲渡したとして，相当の対価
を請求している本件２６件の発明は，別紙出願特許目録記載の各公開公報に記載さ
れた発明である（甲７１の１ないし２５，乙４参照。以下，別紙出願特許目録に記
載したとおり「第１発明」，「第２発明」などという。）。
          本件２６件の発明に係る上記各公開公報の発明者の欄には，原告の名前
は記載されていない。
          そして，本件２６件の発明は，次に述べるとおり，①特許登録に至った
発明（下記イ），②拒絶査定が確定した発明（下記ウ），③出願審査の請求期間徒
過により，特許出願を取下げたものとみなされた発明（下記エ）に分類される。
　　　イ　特許登録に至った発明について
          本件２６件の発明のうち，特許登録に至った発明は，次の八つであり，
各特許権の内容及び特許登録後の各特許請求の範囲は，次のとおりである（以下，
登録に至った発明をまとめて「本件各登録発明」という。）。
        a)　第９発明（乙８２の１）
            特許番号　　　特許第３２９７７２４号
            登録日　　　　平成１４年４月１９日
            発明の名称　　積層フィルム及び写真用支持体
            出願番号　　　特願平４－２９２１６２
            出願日　　　　平成４年１０月６日
            公開番号　　　特開平６－１１５０３３
            公開日　　　　平成６年４月２６日
            発明者（特許公報に記載された者。以下同旨）
                          Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ
            【特許請求の範囲】



            【請求項１】 ポリエステルからなる層が２層積層されている積層フィ
ルムであって，該ポリエステルの固有粘度差が０．０２～０．５であり，該ポリエ
ステルが共重合成分として金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を全エ
ステル結合単位に対して２～７モル％，かつポリアルキレングリコールを３～１０
重量％含有することを特徴とする積層フィルム。
            【請求項２】 前記ポリアルキレングリコールの数平均分子量が３００
～２００００であることを特徴とする請求項１記載の積層フィルム。
            【請求項３】 前記積層フィルムが写真用支持体であることを特徴とす
る請求項１または２記載の積層フィルム。
        b)　第１１発明（乙８２の２）
            特許番号　　　特許第３３４５６２３号
            登録日　　　　平成１４年９月６日
            発明の名称　　写真用支持体
            出願番号　　　特願平４－２９２１６４
            出願日　　　　平成４年１０月６日
            公開番号　　　特開平６－１１８５５９
            公開日　　　　平成６年４月２８日
            発明者　　　　Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ
            【特許請求の範囲】
            【請求項１】 金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を含ま
ないポリエステル層の少なくとも片面に共重合ポリエステル層が少なくとも１層積
層されている多層フィルムからなる写真用支持体において，該共重合ポリエステル
が共重合成分として金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を含有し，該
多層フィルムのハロゲン化銀乳剤層に隣接する層以外の少なくとも１層に該多層フ
ィルムを回収して得られる回収ポリエステルを含有し，ハロゲン化銀乳剤層に隣接
する層には該回収ポリエステルを含有しないことを特徴とする写真用支持体。
            【請求項２】 金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を含ま
ないポリエステル層の少なくとも片面に共重合ポリエステル層が少なくとも１層積
層されている多層フィルムからなる写真用支持体において，該共重合ポリエステル
が共重合成分として金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を含有し，更
に共重合成分としてポリアルキレングリコール又は飽和脂肪族ジカルボン酸の少な
くとも１種を含有し，該多層フィルムのハロゲン化銀乳剤層に隣接する層以外の少
なくとも１層に該多層フィルムを回収して得られる回収ポリエステルを含有し，ハ
ロゲン化銀乳剤層に隣接する層には該回収ポリエステルを含有しないことを特徴と
する写真用支持体。
            【請求項３】 金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を含ま
ないポリエステル層の少なくとも片面に共重合ポリエステル層が少なくとも１層積
層されている多層フィルムからなる写真用支持体において，該共重合ポリエステル
が共重合成分として金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を含有し，更
に共重合成分としてポリアルキレングリコール及び飽和脂肪族ジカルボン酸の少な
くとも１種をそれぞれ含有し，該多層フィルムのハロゲン化銀乳剤層に隣接する層
以外の少なくとも１層に該多層フィルムを回収して得られる回収ポリエステルを含
有し，ハロゲン化銀乳剤層に隣接する層には該回収ポリエステルを含有しないこと
を特徴とする写真用支持体。
            【請求項４】 該回収ポリエステルの含有量が，該回収ポリエステル含
有量の重量に対して５０重量％以下であることを特徴とする請求項１，２又は３に
記載の写真用支持体。
        c)　第１４発明（乙８２の３）
            特許番号　　　特許第３３９０７９５号
            登録日　　　　平成１５年１月２４日
            発明の名称　　写真用支持体
            出願番号　　　特願平５－１２３３３２
            出願日　　　　平成５年４月２７日
            公開番号　　　特開平６－１７５２７９
            公開日　　　　平成６年６月２４日
            発明者　　　　Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｂ，Ｆ，Ｇ，Ｈ
            【特許請求の範囲】
            【請求項１】 ポリエステルフィルムの少なくとも片面に共重合ポリエ



ステルフィルムが少なくとも一層積層された多層ポリエステルフィルムであって，
該共重合ポリエステルフィルムに含有される共重合ポリエステルが，共重合成分と
して金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を含有し，かつジエチレング
リコールを全エステル結合単位に対して５モル％以下の範囲で含有することを特徴
とする写真用支持体。
            【請求項２】 請求項１記載の共重合ポリエステルが，共重合成分とし
て更にポリアルキレングリコール類を含むことを特徴とする請求項１記載の写真用
支持体。
            【請求項３】 請求項１記載の共重合ポリエステルが，共重合成分とし
て更に炭素原子数４～２０の脂肪族ジカルボン酸を含むことを特徴とする請求項１
または２記載の写真用支持体。
            【請求項４】 請求項１記載の共重合ポリエステルが，エステル交換時
および／または重合時に，水酸化物の金属塩，脂肪族カルボン酸の金属塩および第
四級アンモニウムから選ばれる少なくとも１種を添加して形成されることを特徴と
する請求項１，２または３記載の写真用支持体。
        d)　第１５発明（乙８２の４）
            特許番号　　　特許第３４９３２０７号
            登録日　　　　平成１５年１１月１４日
            発明の名称　　写真用支持体
            出願番号　　　特願平５－９９６５０
            出願日　　　　平成５年４月２６日
            公開番号　　　特開平６－１８０４８１
            公開日　　　　平成６年６月２８日
            発明者　　　　Ｃ，Ｅ，Ｂ，Ｆ，Ｇ，Ｈ
            【特許請求の範囲】
            【請求項１】 金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸をモノ
マーユニットとして有する共重合ポリエステルを溶融押し出しして未延伸フィルム
を得，その後二軸延伸して得られるフィルムであり，該フィルム中のジエチレング
リコール含有量が全エステル結合に対して５モル％以下であることを特徴とする写
真用支持体。
            【請求項２】 前記共重合ポリエステルは，モノマーユニットとしてポ
リアルキレングリコール類を含有する前記請求項１に記載の写真用支持体。
            【請求項３】 前記共重合ポリエステルは，さらにモノマーユニットと
して炭素数４～２０の脂肪族ジカルボン酸を有する前記請求項１または２に記載の
写真用支持体。
            【請求項４】 前記共重合ポリエステルは，エステル交換時および／ま
たは重合時に，酢酸ナトリウム，水酸化ナトリウム，テトラエチルヒドロキシアン
モニウムよりなる群から選択される少なくとも一種を添加して得られてなる前記請
求項１～３のいずれかに記載の写真用支持体。
        e)　第１８発明（乙１８３）
            特許番号　　　特許第３５９２７３１号
            登録日　　　　平成１６年９月３日
            発明の名称　　フィルム
　　　　　　出願番号　　　特願平５－９９６４９
　　　　　　出願日　　　　平成５年４月２６日
　　　　　　公開番号　　　特開平６－２４００２０
　　　　　　公開日　　　　平成６年８月３０日
            優先権主張　　特願平４－１３９４７２
            優先日　　　　平成４年５月２９日
            発明者　　　　Ｅ，Ｃ，Ｄ，Ｂ，Ｆ，Ｇ，Ｈ
            【特許請求の範囲】
            【請求項１】二層以上のポリエステル層および共重合ポリエステル層
から成り，熱処理後の巻きぐせカール度が１３５ｍ

－１
以下で，温水浴処理後の回復

カール度が４５ｍ
－１
以下であり，巾方向におけるカール度が５～３０ｍ

－１
であり，

前記ポリエステル層の片面に共重合ポリエステル層を積層してなり，該共重合ポリ
エステル層が，共重合成分として金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸
を全エステル結合に対し２～７モル％含有すると共に共重合成分としてポリアルキ



レングリコール類および／または飽和脂肪族ジカルボン酸を反応生成物の全重量に
対して３～１０重量％含有してなることを特徴とするフィルム。
              なお，第１８発明が登録に至るまでの経過は次のとおりである。
              第１８発明の出願に対し，平成１５年９月４日，拒絶理由が通知さ
れ（乙２００），被告は，特許庁に対し，同年１１月１１日付け意見書（乙２０
１）と手続補正書（乙２０２）を提出し，補正を求めたが，特許庁は，同年１２月
２日，上記補正によっても拒絶理由は解消しないとして，拒絶査定をした（乙１８
８）。そこで，被告は，特許庁長官に対し，平成１６年１月５日，同査定の取消を
求めて審判を請求し（乙１８９），同年２月４日，手続補正書により，特許請求の
範囲について，従来２９個あった請求項（別紙第１８発明の出願当時の特許請求の
範囲を参照。以下，出願当時の請求項を「旧請求項１」などという。）を，上記の
特許請求の範囲の請求項１に記載のとおり，一つの請求項として（以下「新請求項
１」という。），出願当初明細書の全文の補正を求めた（乙１９０。以下「本件補
正」という。）。その後，原告は，特許庁長官から平成１６年３月２日，手続補正
指令書を受けたため（乙１９１），同月２６日，手続補正書を提出し（乙１９
２），同年４月１２日，上記拒絶査定不服審判事件は，審査官による前置審査に付
され（乙１９３），同年５月１４日，特許庁審査官は，本件補正後の明細書の記載
について，特許法３６条４項違反のみを理由とする拒絶理由を通知し（乙１９
４），被告は，同年７月１６日，意見書を提出するとともに（乙１９５），手続補
正書を提出した（乙１９６）。その結果，第１８発明は特許査定に至った（乙１９
７）。
        f)　第１９発明（乙８２の５）
            特許番号　　　特許第３３３７５１８号
            登録日　　　　平成１４年８月９日
            発行日　　　　平成１４年１０月２１日
            発明の名称　　写真用支持体
            出願番号　　　特願平５－７２４７６
            出願日　　　　平成５年３月３０日
            公開番号　　　特開平６－２８９５３４
            公開日　　　　平成６年１０月１８日
            発明者　　　　Ｂ，Ｃ，Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈ
            【特許請求の範囲】
            【請求項１】 ポリエステルからなる層が２層以上積層された多層フィ
ルムであって，該多層フィルムの少なくとも一層が共重合成分として金属スルホネ
ート基を有する芳香族ジカルボン酸およびポリアルキレングリコール類を含有し，
任意の隣接する２層間において，金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸
の含有量の差（ΔSIP ）が５．５モル％／全エステル結合以下であり，かつポリア
ルキレングリコール類の含有量の差（ΔPEG ）が６．０重量％／全重量以下である
ことを特徴とする写真用支持体。
        g)　第２５発明（乙８２の６）
            特許番号　　　特許第３４９６１６５号
            登録日　　　　平成１５年１１月２８日
            発明の名称　　写真用支持体
            出願番号　　　特願平６－４８４２
            出願日　　　　平成６年１月２０日
            公開番号　　　特開平７－２０９８０５
            公開日　　　　平成７年８月１１日
            発明者　　　　Ｃ，Ｅ，I
            【特許請求の範囲】　
            【請求項１】 少なくとも１層の吸水性ポリエステルからなる層を有す
る多層構成のポリエステルフィルムであり，該ポリエステルフィルムは縦方向に一
軸延伸した後，Ｔｇ～Ｔｍ－２０℃の温度範囲内で，２つ以上に分割された延伸領
域で昇温しながら横延伸し，次いで熱固定したものであり，該ポリエステルフィル
ムの横方向のカール度が５～５０ｍ

－１
でカール度のムラが１０ｍ

－１
以内であり，縦

方向の熱収縮率が０．５～３．０％で横方向の熱収縮率が－０．５～０．５％であ
ることを特徴とするポリエステルフィルムからなる写真用支持体。
            【請求項２】 前記吸水性ポリエステルを構成するジカルボン酸成分と
して，スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸および／又はそのエステル形成



性誘導体を含むことを特徴とする請求項１記載のポリエステルフィルムからなる写
真用支持体。
            【請求項３】 前記吸水性ポリエステルを構成するジカルボン酸成分ま
たはジオール成分として，ポリオキシアルキレン基を有するエステル形成性化合物
を含むことを特徴とする請求項１又は請求項２記載のポリエステルフィルムからな
る写真用支持体。
            【請求項４】 ポリエステルフィルムを縦，横方向に二軸延伸した後，
その最終横延伸温度以下で，Ｔｇ－４０℃以上の範囲に０．０１～５分間保持する
ことにより得ることを特徴とする請求項１，請求項２，又は請求項３記載のポリエ
ステルフィルムからなる写真用支持体。
            【請求項５】 ポリエステルフィルムを縦，横方向に二軸延伸した後，
その最終横延伸温度より高温でＴｍ－２０℃以下の温度範囲内で，２つ以上に分割
された領域で昇温しながら熱固定することにより得ることを特徴とする請求項１，
請求項２，請求項３，又は請求項４記載のポリエステルフィルムからなる写真用支
持体。
            【請求項６】 ポリエステルフィルムを縦，横方向に二軸延伸し熱固定
した後，その最終熱固定温度以下，Ｔｇ以上の温度範囲内で横方向に０．１～１０
％弛緩処理することにより得ることを特徴とする請求項１，請求項２，請求項３，
請求項４，又は請求項５記載のポリエステルフィルムからなる写真用支持体。
            【請求項７】 ポリエステルフィルムを縦，横方向に二軸延伸し熱固定
した後，その最終熱固定温度からＴｇ以下まで冷却するに際して，毎秒１００℃以
下の冷却速度で徐冷することにより得ることを特徴とする請求項１，請求項２，請
求項３，請求項４，請求項５，又は請求項６記載のポリエステルフィルムからなる
写真用支持体。
        h)　第２６発明（乙８２の７）
            特許番号　　　特許第３４２９５４６号
            登録日　　　　平成１５年５月１６日
            発明の名称　　ポリエステルフィルム及び写真用支持体
            出願番号　　　特願平６－１８９１８
            出願日　　　　平成６年１月１９日
            公開番号　　　特開平７－２０９８１１
            公開日　　　　平成７年８月１１日
            発明者　　　　Ｅ，Ｃ，I，Ｊ，Ｇ，Ｈ
            【特許請求の範囲】
            【請求項１】 少なくとも二層以上積層してなるポリエステルフィルム
であって，共重合成分として金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を含
有し，かつ共重合成分としてオキシアルキレン基の繰り返し構造を有する化合物を
ポリマーの全重量に対して５重量％以上含有するポリエステル層（Ａ層）と，共重
合成分として金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を含有し，かつ共重
合成分としてオキシアルキレン基の繰り返し構造を有する化合物をポリマーの全重
量に対して５重量％未満含有するポリエステル層（Ｂ層）とを有し，かつ，Ａ層及
びＢ層のポリエステルの固有粘度が，０．４５～０．６５であり，Ａ層の厚みの総
和ｄA，Ｂ層の厚みの総和ｄBの比ｄA／ｄBが０．７未満であり，かつ，フィルムの
全厚みを半分に分割する面に対して，その面の上下で層構成が非対称であって，任
意の隣接する二層間の，金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸の含有量
の差（ΔＳ）が５．５モル％／全エステル結合以下であり，オキシアルキレン基の
繰り返し構造を有する化合物の含有量の差（ΔＡＬ）が１～１５重量％／全重量以
下であることを特徴とするポリエステルフィルム。
            【請求項２】 三層以上のフィルムを積層してなるポリエステルフィル
ムであって，共重合成分として金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を
含有し，かつ共重合成分としてオキシアルキレン基の繰り返し構造を有する化合物
をポリマーの全重量に対して５重量％以上含有する層（Ａ層）が表面を形成するよ
うに積層されていることを特徴とする請求項１に記載のポリエステルフィルム。
            【請求項３】 アンチカール度が５～３０ｍ

－１
であることを特徴とする

請求項１または２に記載のポリエステルフィルム。
            【請求項４】 ２３℃，５５％ＲＨの雰囲気下におけるアンチカールの
凸面側の最上層の膜厚が２０μｍ以下であることを特徴とする請求項１～３に記載
のポリエステルフィルム。



            【請求項５】 温水浴処理後の回復カール度が４５ｍ
－１
以下であること

を特徴とする請求項１～４に記載のポリエステルフィルム。
            【請求項６】 請求項１～５に記載のポリエステルフィルムよりなるこ
とを特徴とする写真用支持体。
　　　ウ　拒絶査定が確定したものについて
          本件２６件の発明のうち，第２発明，第５発明，第１７発明，第２３発
明及び第２４発明に係る各特許出願（合計５件）は，いずれも被告から出願審査請
求をして，特許庁審査官の審査を受けたものの，拒絶査定を受け，拒絶査定が確定
した（以下，これら５件の出願に係る発明をまとめて「拒絶査定確定分」とい
う。）。
          拒絶査定確定分の拒絶査定に至る経緯の概略は，次のとおりである。
        a)　第２発明について
          　被告は，平成４年１０月２１日に第２発明を出願した後（甲７１の
２），平成１１年１０月２０日，第２発明に係る当初明細書の記載の誤記等を訂正
するための手続補正書（乙８３の３）と出願審査請求書（乙８３の２）を提出し
た。
          　特許庁審査官は，第２発明の出願に対し，この出願に係る発明は特許
法２９条２項の規定により特許を受けることができない，とする平成１３年１月３
１日付け拒絶理由通知（乙８３の４）を発した。これに対し，被告は，同年４月１
０日付けの意見書（乙８３の５）を提出したが，特許庁審査官は，平成１４年２月
２６日付けで，「この出願については，平成１３年１月３１日付け拒絶理由通知書
に記載した理由によって，拒絶をすべきものである。なお，意見書の内容を検討し
たが，拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。」として拒絶査定をした（乙
８３の７）。
        b)　第５発明について
          　被告は，平成４年１０月１４日，第５発明を出願し（甲７１の５），
平成１１年８月１７日，出願審査請求書（乙８４の２）を提出した。
          　特許庁審査官は，第５発明の出願に対し，この出願に係る発明は特許
法２９条２項の規定により特許を受けることができない，とする平成１３年２月２
２日付け拒絶理由通知（乙８４の３）を発した。これに対し，被告は，同年４月２
６日付け意見書（乙８４の４）を提出したが，特許庁審査官は，平成１４年２月２
７日付けで，「この出願については，平成１３年２月２２日付け拒絶理由通知書に
記載した理由によって，拒絶をすべきものである。なお，意見書の内容を検討した
が，拒絶理由を覆すに足りる根拠が見いだせない。」として拒絶査定をした（乙８
４の５）。
        c) 第１７発明について
          　被告は，平成５年４月２６日，第１７発明を出願し（甲７１の１
７），平成１２年３月１３日，第１７発明に係る当初明細書の記載の誤記等を訂正
するための手続補正書（乙８５の３）と出願審査請求書（乙８５の２）を提出し
た。
          　特許庁審査官は，第１７発明の出願に対し，この出願に係る発明は特
許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，とする平成１４年１０
月３０日付け拒絶理由通知（乙８５の４）を発し，平成１５年２月２８日付けで，
「この出願については，平成１４年１０月３０日付け拒絶理由通知書に記載した理
由によって，拒絶をすべきものである。」として拒絶査定をした（乙８５の５）。
        d) 第２３発明について
          　被告は，平成５年８月２０日，第２３発明を出願し（甲７１の２
２），平成１２年７月７日，第２３発明につき出願審査請求書（乙８６の２）を提
出した。
          　特許庁審査官は，第２３発明の出願に対し，この出願に係る発明は特
許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，とする平成１５年６月
２５日付け拒絶理由通知（乙８６の３）を発し，同年１１月２８日付けで，「この
出願については，平成１５年６月２５日付け拒絶理由通知書に記載した理由によっ
て，拒絶をすべきものである。」として拒絶査定をした（乙８６の４）。
        e)　第２４発明について
            被告は，平成５年１１月４日，第２４発明を出願し（甲７１の２
３），平成１２年６月３０日，第２４発明に係る当初明細書の記載の誤記等を訂正
するための手続補正書（乙８７の３）と出願審査請求書（乙８７の２）を提出し



た。
            特許庁審査官は，第２４発明の出願に対し，この出願に係る発明は特
許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，とする平成１５年１月
２３日付け拒絶理由通知（乙８７の４）を発し，同年５月２９日付けで，「この出
願については，平成１５年１月２３日付け拒絶理由通知書に記載した理由によっ
て，拒絶をすべきものである。」として拒絶査定をした（乙８７の５）。
　　　エ　出願審査請求の期間を徒過したものについて
          本件２６件の発明のうち，次の合計１３件の発明は，いずれも出願審査
請求期間の徒過により，出願を取り下げたものとみなされている（平成１１年法律
第４１号による改正前の特許法４８条の３第４項。以下，これらの１３件の発明を
「みなし取下げ分」という。）。
        a)　第１発明
            被告は，平成４年１０月１９日に第１発明を出願したが（甲７１の
１），審査請求をしなかったため，平成１１年１０月１９日，同出願は取り下げら
れたものとみなされた（乙１０８の１）。
        b)　第３発明
            被告は，平成４年５月２９日に第３発明を出願したが（甲７１の
３），審査請求をしなかったため，平成１１年５月２９日，同出願は取り下げられ
たものとみなされた（乙１０８の２）。
        c)　第４発明
            被告は，平成４年１０月１４日に第４発明を出願したが（甲７１の
４），審査請求をしなかったため，平成１１年１０月１４日，同出願は取り下げら
れたものとみなされた（乙１０８の３）。
        d)　第６発明
            被告は，平成４年８月２４日に第６発明を出願したが（甲７１の
６），審査請求をしなかったため，平成１１年８月２４日，同出願は取り下げられ
たものとみなされた（乙１０８の４）。
        e)　第７発明
            被告は，平成４年８月３１日に第７発明を出願したが（甲７１の
７），審査請求をしなかったため，平成１１年８月３１日，同出願は取り下げられ
たものとみなされた（乙１０８の５）。
        f)　第８発明
            被告は，平成４年９月２４日に第８発明を出願したが（甲７１の
８），審査請求をしなかったため，平成１１年９月２４日，同出願は取り下げられ
たものとみなされた（乙１０８の６）。
        g)　第１０発明
            被告は，平成４年１０月６日に第１０発明を出願したが（甲７１の１
０），審査請求をしなかったため，平成１１年１０月６日，同出願は取り下げられ
たものとみなされた（乙１０８の７）。
        h)　第１２発明
            被告は，平成４年１１月２５日に第１２発明を出願したが（甲７１の
１２），審査請求をしなかったため，平成１１年１１月２５日，同出願は取り下げ
られたものとみなされた（乙１０８の８）。
        i)　第１３発明　
            被告は，平成５年１月２１日に第１３発明を出願したが（甲７１の１
３），審査請求をしなかったため，平成１２年１月２１日，同出願は取り下げられ
たものとみなされた（乙１０８の９）。
        j)　第１６発明
            被告は，平成４年１２月２２日に第１６発明を出願したが（甲７１の
１６），審査請求をしなかったため，平成１１年１２月２２日，同出願は取り下げ
られたものとみなされた（乙１０８の１０）。
        k)　第２０発明
            被告は，平成５年５月１１日に第２０発明を出願したが（甲７１の１
９），審査請求をしなかったため，平成１２年５月１１日，同出願は取り下げられ
たものとみなされた（乙１０８の１１）。
        l)　第２１発明
            被告は，平成５年６月２日に第２１発明を出願したが（甲７１の２
０），審査請求をしなかったため，平成１２年６月２日，同出願は取り下げられた



ものとみなされた（乙１０８の１２）。
        m)　第２２発明
            被告は，平成５年６月２日に第２２発明を出願したが（甲７１の２
１），審査請求をしなかったため，平成１２年６月２日，同出願は取り下げられた
ものとみなされた（乙１０８の１３）。
　　(3) 補償金等の支払
        本件２６件の発明が出願された当時，被告においては，被告工業所有権管
理規程（ただし，平成９年１１月２５日改正前のもの。乙１８４。以下「被告規
程」という。）が整備されている。
        原告は，本件２６件の発明について，被告規程に基づく各種補償金の支払
を受けていない（当事者間に争いがない）。
　　(4) 本件２６件の発明についての実施状況
        被告は，現在に至るまで，本件２６件の発明を実施していない（当事者間
に争いがない）。
　　(5) フィルム支持体の開発
      ア　フィルム支持体とは，写真用フィルムのベースとなる部分のことであ
る。写真用フィルムは，フィルム支持体の両側のそれぞれの表面に様々な薬剤を塗
布し，感光性乳剤層及びバックコート層を付けて加工することにより構成されてい
る。
      イ　本件２６件の発明が出願された当時，市場で使用されているカラーフィ
ルムは，フィルム支持体としてセルローストリアセテート（以下「ＣＴＡ」とい
う。トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）ともいう。）を用いていた。ＣＴＡの片面
には，１０層程度の「感光性乳剤層」を塗布し，ＣＴＡの逆側の片面に，帯電防止
剤等から成る「バックコート層」を塗布していた。
          ＣＴＡは，透明性等の光学的特性に優れ，切断し易く，寸法安定性にも
優れ，１００年以上前からフィルム支持体として使われてきた。
          しかし，ＣＴＡ製造の際，溶剤として，有害物質であるメチレンクロラ
イドを使用せざるを得ず，メチレンクロライドを大気中に放出することを完全に避
けることができなかったため，環境保護の観点から，多くの付帯設備が必要でコス
ト高になっていた。
          また，写真フィルムは，カメラの小型化に伴い写真フィルム収納スペー
スのコンパクト化が必要となっており，写真フィルム自体の厚さを薄くすることが
求められており，そのためには，感光層の厚みに比べてかなりの厚みを有していた
写真用フィルム支持体の厚みを薄くすることが最も有効な手段であった。
          そこで，ＣＴＡ類似のフィルム支持体を作ることが必要とされていた。
      ウ　フィルムの支持体としては，ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）が
従来から知られており，Ｘ線用フィルムや製版用フィルムに用いられてきた。ＰＥ
Ｔ支持体は強度に優れているものの，いったんついた巻ぐせが現像処理後もほとん
ど取れないという，巻ぐせ解消性に劣る欠点があった。
        （以上は，当事者間に争いがない）。
　３　争点
　　(1) 原告は本件２６件の発明の単独の発明者あるいは共同発明者といえるか
（争点１）。
　　　ア　原告は，第１８発明について共同発明者といえるか（争点１－ア）。
　　　イ　原告は，第１８発明以外の本件各登録発明について単独の発明者あるい
は共同発明者といえるか（争点１－イ）。
　　　ウ　本件２６件の発明中，登録に至らなかった発明（みなし取下げ分及び拒
絶査定確定分）について原告は，共同発明者といえるか（争点１－ウ）。
　　(2) 被告は，原告から本件２６件の特許を受ける権利を承継したか（争点
２）。
　　(3) 原告が，本件２６件の共同発明者であり，被告がこれを承継した場合，こ
れらについての特許を受ける権利の譲渡の相当の対価の額（争点３）。
　　(4) 仮に，本件各登録発明について，原告が単独ないし共同発明者であり，か
つ，原告と被告の間に，特許を受ける権利を譲渡する旨の合意がなかったとして，
原告は，本件各登録特許に係る自己の持分につき，被告に対し，特許権の持分移転
登録を請求できるか（争点４）。
第３　争点に関する当事者の主張
　１　争点１－ア（原告は，第１８発明について共同発明者といえるか）について



　【原告の主張】
　　(1)　第１８発明の本質的部分について
      アa)　第１８発明の本質的部分は，「非対称積層アンチカールの発想をＣＴ
Ａ代替写真用フィルム支持体に使用したこと」にあり，これは原告のオリジナルな
発想である。すなわち，巻癖（以下「カール」ともいう。）回復性と機械的強度と
の二律背反性の要請を共に満足させ，かつ，バックコート層（カールを調節する目
的などで従来カラー写真用フィルムにおいて，乳剤を塗布する層と反対側に塗布さ
れていた層。）の塗布を省略できるための手段として，「複数のポリエステルフィ
ルムを貼り合わせる（以下「積層」という。）際にそれぞれ物理的あるいは化学的
あるいは機械的に相違する複数のポリエステルフィルムを貼り合わせること（以下
「非対称積層」という。）により，わざとカールさせ，乳剤を塗ったとき逆にカー
ルすることによって，カールしていないフラットなカラー写真用フィルムを製造す
るという発想」（以下「非対称積層アンチカールの発想」ともいう。）を，ＣＴＡ
代替写真用フィルム支持体に応用し，実現化したものである。
        b)　非対称積層アンチカールが第１８発明の本質的部分であることは，第
１８発明において優先権主張している発明からも明らかである。
            すなわち，第１８発明は，平成４年５月２９日に出願された特願平４
－１３９４７２号（以下，この出願に係る発明を「第１８－１発明」という），同
年１０月６日に出願された特願平４－２６７６９７号（以下，この出願に係る発明
を「第１８－２発明」という。），同年１２月２４日に出願された特願平４－３４
４０１７号（以下，この出願に係る発明を「第１８－３発明」という。）の三つの
国内特許出願に基づく優先権を主張して出願されたものである。
            そして，第１８発明の本質的部分は，最も早い優先権主張番号の発
明，つまり第１８－１発明に現れている。第１８－１発明の請求項１は，第１８発
明の旧請求項２８の内容とほぼ同一であり，その内容は非対称積層を示している。
        c)　熱処理後の巻き癖カール，温水浴処理後の回復カール及び巾手方向に
おけるカール（以下「三カール度」という。）は，第１８発明の本質的部分ではな
い。
            熱処理後の巻き癖カール及び温水浴処理後の回復カールは，第１８発
明を特許として仕上げる段階で，既存のフィルム支持体であるＣＴＡと類似の性質
を持たせるべく，周辺的なものとして考案されたにすぎない。
            巾手方向におけるカール度は，フィルム支持体が垂れ下がったり，折
れ曲がったりなどしないように（腰を強くすること。以下，「スティッフネス」と
いう。），わざと付与するもので，非対称なる手法で初めて可能となった特性であ
る。スティッフネスを付与するための，巾手方向におけるカール度という発想は，
原告が，特開昭５０－１６７８３号公報（甲４６。以下「甲４６公開公報」とい
う。）において既に実現していたもので，原告は，プロジェクトリーダーとして，
甲４６公開公報の内容を部下に教えたものである。
            この三カール度は，第１８－１発明には明示的には全く現れていなか
ったが，潜在的に現れているといえ，発明の洗練化の過程で，原告が自覚するに至
り，ＣＴＡ代替写真用フィルム支持体として，ＣＴＡ数値に近づけるべく，第１８
－２発明で明示するに至った。
            その後，第１８発明において，非対称を記載する請求項に先立って，
旧請求項１ないし５に三カール度が記載されているが，三カール度は，非対称積層
アンチカールという本質的部分を土台として発見されるに至った補充的性質にすぎ
ない。
            仮に，三カール度が第１８発明の本質的部分といえるとしても，三カ
ール度は，原告が，第１８発明のプロジェクトリーダーであった時期に完成された
発明である。プロジェクトリーダーは，管理職ではなく，一つのプロジェクトの実
現に向け，人・物・金を管理しつつ，自己の発想及びその実現手段を研究チームの
構成員全員に周知徹底させ，細部にわたって指示・指導し，研究チームの全員を自
己の手足として用いて，自己の発想を実現させていくものである。
            したがって，原告がプロジェクトリーダーであった時期の発明は，原
告の主導に基づき発明されたものというべきである。
      イ　第１８発明は，バックコート層の塗布を省略できることをも目指す発明
である。このことは，第１８発明公開特許公報（特開平６ －２４００２０号公報・
乙４。以下，「第１８発明公開公報」という。）の【０１４１】における「本発明
の効果を損なわない範囲で反対側に少なくとも一層以上のバッキング層（原告注，



＝「バックコート層」）かハロゲン化銀乳剤層を有していてもよい」と記載されて
おり，この記載は，裏を返せば，単に「本発明の効果を損なわない範囲で」バック
コート層を「有していてもよい」だけであるにすぎず，有していない方が望ましい
ことを意味する。
　　(2) 第１８発明に関する原告の請求の根拠
　　　ア　第１８発明が特許登録されるに至った経緯
          第１８発明は，別紙第１８発明の出願当時の特許請求の範囲の各請求項
に記載のとおり，旧請求項１ないし旧請求項２９の全２９項により出願されたが，
前記のとおり，拒絶査定などを受け，結局，本件補正により特許登録に至ったの
は，新請求項１のみであった。
　　　イ　新請求項１に基づく原告の請求について
        a)　新請求項１の「二層以上のポリエステル層および共重合ポリエステル
から成り」，「前記ポリエステル層の片面に共重合ポリエステル層を積層してな
り」という部分が，原告の発想に係るものであることは，第１８発明の本質的部分
から明らかである。
        b)　新請求項１の「熱処理後の巻きぐせカール度が１３５ｍ

－１
以下で，温

水浴処理後の回復カール度が４５ｍ
－１
以下であり，巾方向におけるカール度が５～

３０ｍ
－１
であり」という部分は，第１８発明がＣＴＡ代替支持体である以上，ＣＴ

Ａに近づけるべく数値を取ったにすぎず，何ら第１８発明の本質的部分ではない。
            仮に，当該部分が第１８発明の本質的部分であるとしても，熱処理後
の巻きぐせカール度，温水浴処理後の回復カール度及び巾方向におけるカール度の
各数値をＣＴＡの各数値に近づけるように指示したのは原告であり，その試行錯誤
の過程で絶えず指示を与え続けたのも原告であるから，原告が当該本質的部分の主
導的発明者である。特に，巾手方向におけるカール度については，原告の先行発明
（甲４６公開公報）があることからも，原告が指示したことが明らかである。
        c)　新請求項１の「該共重合ポリエステル層が，共重合成分として金属ス
ルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を全エステル結合に対し２～７モル％含
有すると共に共重合成分としてポリアルキレングリコール類および／または飽和脂
肪族ジカルボン酸を反応生成物の全重量に対して３～１０重量％含有してなる」と
いう部分は，第１８－１発明（乙１６の１）の請求項１を引き継いだ部分であり，
共重合成分として何を選択し，その選択された共重合成分をどれだけの割合で含有
させるかについて（それらは当時公知ではなかった。），原告が原告の先行発明た
る特開昭５４－１５５２３２号（甲７８の３）に記載の粘着テープにかかる発明に
おける知見（第１８発明の構成ポリマーである変性ポリエステルに直結する知見）
を踏まえた上で，部下達に具体的指示を与え，絞り込むに至ったのである。したが
って，当該部分についても，原告が主導的発明者である。
　　　ウ　旧請求項に基づく原告の請求について
          新請求項１は，おおむね旧請求項１ないし８，１２，２３及び２７（こ
の合計１１項の請求項を，以下，まとめて「旧請求項Ⅰ群」という。）を合体さ
せ，一つの請求項としたものである。
          したがって，旧請求項Ⅰ群に基づいて原告が被告に対して相当の対価を
求めることができることは明らかである。
          また，旧請求項９ないし１１，１３ないし２２，２４ないし２６及び２
８（この合計１７件項の請求項を，以下，まとめて「旧請求項Ⅱ群」という。）は
新請求項１に取り入れられていないものの，本件においては，次に掲げる特段の事
情があるため，原告は，旧請求項Ⅱ群に基づいても相当の対価を請求することがで
きる。
        a)　旧請求項Ⅱ群は，おおむね非対称積層アンチカールを内容とする請求
項であり，第１８発明の本質的部分は，前述のとおり，非対称積層アンチカールに
ある。
            旧請求項に関する拒絶査定（乙１８８）は，その拒絶理由Ⅰにおい
て，「引用文献・特開昭５０－１２３４２０号公報（甲７・甲１５の２１）には，
ポリエステルの固有粘度，層厚，感光層の伸縮性がフィルムのカールに影響を与え
ることが示されているから，これらのカール低減手法を適宜に組み合わせて本願発
明に相当するフィルムを得ることは，当業者が容易になし得た程度のことであ
る。」と述べ，第１８発明における非対称積層アンチカールの新規性を否定してい
る。しかし，この拒絶査定は，誤りである。上記の引用文献（甲７・甲１５の２



１）においては，旧請求項と異なり，原則として，固有粘度の異なるポリエステル
（ＰＥＴ）ホモポリマーの積層フィルムのみを扱っていたにすぎないからである。
ただし，同引用文献に係る発明においても，変性ポリマーを用いてもよいが，変性
ポリマーを用いる場合も，それまでの単層ポリエステルの発明にならって（甲１１
０，１１６の１及び２，１２０の１その他多数），変性ポリマーを接着性等の観点
から使用するにすぎず，非対称積層アンチカールの観点から使用していたのではな
かった。
            したがって，第１８発明出願当時は，固有粘度の異なるポリエステル
（ＰＥＴ）ホモポリマー又はホモポリマーと同視できる変性ポリマーを使用した積
層フィルムの限度で，非対称積層アンチカールが公知であったにすぎない。
            一方，旧請求項では，①原則として変性ポリエステル（ｍ－ＰＥＴ）
を扱っている。すなわち，固有粘度が異なり，かつ，厚みが同一で，かつ，同一の
変性ポリエステルを積層した場合，しかも，その変性ポリエステルが共重合成分と
してＰＥＧとＳＩＰを特定かつ同一の割合で含む場合において，実用に耐えるアン
チカールが産まれるかは，当時公知ではなかった。また，旧請求項では，②共重合
成分としてＰＥＧとＳＩＰを用いているが，上記引用文献では使用していない。さ
らに，旧請求項では，③固有粘度は同じで，かつ，厚みが異なり，かつ，同一の変
性ポリエステル（共重合成分としてＰＥＧとＳＩＰを特定かつ同一の割合含む。）
を扱っているが，このような場合，実用に耐えるアンチカールが産まれるかは，当
時公知ではなかった。さらに，旧請求項では，④固有粘度は同じで，異なる変性ポ
リエステル（共重合成分としてＰＥＧとＳＩＰを特定かつ異なる割合で含む２つの
層。）を，同一の厚みで積層した場合を扱っている。かかる場合，実用に耐えるア
ンチカールが産まれるかは，当時公知ではなかった。
        b)  以上からすると，非対称積層アンチカールを内容とする旧請求項Ⅱ群
を新規性に欠けるとして排斥した第１８発明に対する拒絶査定（乙１８８）は誤り
であった。
            ところが，原告は，同拒絶査定の内容を当時知る由もなく，その誤り
を指摘できなかった。さらに，被告も，その誤りを指摘しなかった。被告がその誤
りを指摘しなかった理由は，（ⅰ）同査定の日付が平成１５年１２月２日であり，
他方，原告本人尋問，Ｃ証人尋問及びＥ証人尋問がなされた日が同年１０月３０日
及び１１月１１日と，同査定の日付の直前であること，（ⅱ）上記三尋問によっ
て，原告が非対称積層アンチカールの主導的発明者である事実が明確となったこ
と，（ⅲ）同年１２月２日に拒絶査定がなされている以上，特許庁における通常の
手続の流れからして，拒絶査定を巡っての特許庁と被告とのやり取りは同年初めこ
ろから始められていたはずであり，その時期は，原告が，本件訴訟において自らが
非対称積層アンチカールの主導的発明者である事実を明確に主張立証しつつあった
こと，（ⅳ）上記（ⅲ）及び（ⅱ）の結果，被告は，非対称積層アンチカールを第
１８発明の請求項として外したい衝動に強く駆られていたものと推測される。
        c)  このように，特許庁が第１８発明の本質的部分について誤解し，誤っ
た拒絶査定をしたこと，及び，被告が上記査定に対して，正当な反駁をせず，第１
８発明の本質的部分（旧請求項Ⅱ群）を新請求項から除外したことを容認すること
はできないし，容認すべきでもない。
            したがって，このような特段の事情があるため，原告は，旧請求項Ⅱ
群に基づいても，相当対価の主張をすることができる。
        d)　旧請求項に積層，アンチカール及び非対称なる手法が記載されている
こと
          ①　積層なる手法の記載は自明である。
          ②　非対称なる手法は，旧請求項のほとんどすべてに現れている。最も
端的に現れているのは旧請求項２４であり，その他，旧請求項１３には厚みについ
ての非対称が現れており，旧請求項１８には，共重合成分についての非対称が現れ
ている。
          ③　アンチカールについては，第１８発明公開公報の「発明の詳細な説
明」（同公報７３欄の下から５行目，７４欄の下から２行目など）に，記載されて
いる。アンチカールという目的を実現する手段が非対称なる手法なので，非対称が
旧請求項に明示されている以上，アンチカールも旧請求項に記載されているといえ
る（なお，アンチカールとは，非対称という手法によりフィルムを積層することに
よりわざとカールさせ（アンチカール特性），乳剤を塗ったときに逆にカールする
ことによって，カールしていないフラットなカラー写真用フィルムを製造するとい



う発想のもと，加熱処理したときに初めて出現する特性である。）。
          ④　アンチカールにより，乳剤塗布によるカールをバランスするという
発想は，第１８発明公開公報の【0056】【0080】【0095】及び【0141】に記載され
ている。
　　(3) 原告が第１８発明を発明した経緯
      ア　被告に入社する以前の原告の経歴（平成２年６月３０日まで）
          原告が被告に入社する前に勤務していた帝人は，昭和２０年代からポリ
エステルフィルム開発を行っており，世界的な競争力を有していた。原告は，その
帝人において，ポリエステルフィルム開発に従事し，昭和４６年から昭和５７年に
かけて，ポリエステルフィルム等につき８８件の発明をした。この８８件の発明の
ほとんどは，発明者の筆頭者として原告の名前が掲げられており，このうち，積層
ポリエステルフィルムについては，昭和４８年から同５０年にかけて２７件の発明
をなした。また，そのうち，第１８発明の本質的部分たる非対称積層アンチカール
に関係する発明は３４件にも及ぶ（甲１５の１ないし３４及び甲４６）。（ただ
し，上記３４件は，いずれも，非対称積層アンチカールではあるものの，ＣＴＡ
（＝ＴＡＣ）代替写真用フィルム支持体についての非対称積層アンチカールではな
く，それゆえに，第１８発明は特許性を有する。）。特に，特開昭５０－１２３４
２０号（甲７・甲１５の２１），特開昭５１－１３１５７７（甲１５の２７）等に
おいては，非対称積層アンチカールによってフラットなフィルムを製造するという
発想も特許化していた（ただし，アンチカールの目的はもっぱらバックコート層の
塗布の省略にあった点が，第１８発明とは異なる。）。
          このように，原告は，被告に入社する以前から，ポリエステルフィルム
全般について熟知し，かつ，指導的立場にある，実績・経験豊かな練達の研究者・
発明者であった。
　　　イ　第１８発明の着想に至るまで（平成２年７月１日より平成３年１１月２
３日まで）
          原告が被告における勤務を開始したのは，平成２年１０月１６日からで
あった。原告が被告における勤務を開始した当時，被告では，ポリエステルを用い
てＣＴＡ代替カラー写真用フィルム新支持体を作れないかという問題意識は持って
いたものの，ポリエステルフィルム一般につき，ほとんど実績が無く，設備・知
見・人材のいずれにも乏しかった。特に，積層ポリエステルフィルムについては，
実績・設備・知見・人材は皆無であった。被告においては，ＣＴＡ代替写真用フィ
ルム支持体としてのポリエステルフィルム支持体の開発を，平成２年７月に始めた
ばかりで，その開発に際しての具体的問題点の内容ないし所在さえ，暗中模索状態
であって，この時点では，単層ポリエステルフィルムのみをターゲットとしてい
た。
          原告は，長年，高分子重合体，分けても高分子重合体の一種であるポリ
エステルを原料とする単層及び積層ポリエステルフィルムについて専門知識・経験
を蓄積してきたことから，いかなる熱可塑性樹脂をＣＴＡ代替カラー写真用新支持
体として使用できるかについて，被告の他の共同研究者たちと共に，研究・開発に
取り掛かった（甲２）。
          共同研究者たちの中で，当時，ポリエステルフィルムについての十分な
専門知識を有していたのは，原告のほかには，第４開発センターのＫセンター長と
Ｃだけであった。しかし，ＣやＫとて，議論できるのは単層ポリエステルフィルム
についてのみで，積層ポリエステルフィルムについてはほとんど知らなかった。
          したがって，原告は，初出社の平成２年１０月１６日以降，直ちに，Ｃ
ＴＡ代替写真用フィルム新支持体開発につき，研究者兼事実上のプロジェクトリー
ダーとして，リーダーシップを取って従事した。原告は，当時，単層ポリエステル
フィルムをカラー写真用支持体として使えるか否かについて，他の研究者たちを自
己の手足として使いつつ，いろいろと試行錯誤していた（平成３年１月度ないし１
１月度月報（甲６８，甲６５の１ないし６，甲６５の８及び９，並びに甲６６。な
お，同年１０月度月報は欠落。）及び甲６５の７「鐘紡～コニカ技術打ち合わせ」
を参照。）ものの，単層ポリエステルフィルムでは，カラー写真用支持体として必
要な二つの特性，機械的強度のアップと巻き癖除去とを同時に満足させることが困
難であること（二律背反）が分かってきた。原告は，平成３年１１月１６日，ＣＴ
Ａ代替写真用新支持体（ＮＳ）のプロジェクトリーダーに就任し，同月２３日，自
宅で風呂に入っていたとき，突然，「ＣＴＡ代替カラー写真用フィルム支持体につ
いて，積層ポリエステルフィルムでいけば，うまくいくかもしれない。主として，



同フィルムの各層の構成（各層の共重合組成の構成），各層の厚み，分子量の三つ
をいろいろに変えてみれば，すなわち，「非対称」の手法を採って，アンチカール
を付ければ，カラー写真用新支持体のために必要な機械的強度を維持しつつ，巻き
癖を除けるに違いない。」とひらめいた（なお，原告は，後に，これを原告作成の
研究ノート（甲２１。以下，「甲２１原告研究ノート」という。）の１２月１０日
付部分に記載した（この記載は，甲１６・４頁と同じもの。以下同様。））。
          同月２０日，原告のみが，上記プロジェクトのメンバーに対し，カラー
写真用フィルム支持体として積層ポリエステルフィルムを開発すべきだとの提案を
行った。
　　　ウ　発明の着想から実現化に至るまで（平成３年１１月２３日より平成４年
１２月）
        a)　原告は，直ちに，非対称積層アンチカールという自己の着想をＣに話
した。しかし，当時，被告内では，ＫやＬ室長が中心となって，単層ポリエステル
フィルムを中心に開発をしていくことになっていたことや，非対称積層ポリエステ
ルフィルムにおいて，実用性のあるアンチカールを得ることができるか否かは，原
告とて実験試作して見るまでは分からなかったため，原告は，単層ポリエステルフ
ィルムと積層ポリエステルフィルムとの二本立てで，開発研究を進めた。
            原告は，ＣＴＡ代替写真用フィルム支持体開発プロジェクトを行う第
４開発センターにおいて，原告の部下であったＣをはじめ，Ｅなどに対して，毎
週，各自に週報を提出させ，かつ，報告会を実施させ，その席上において，必要事
項につき細かな具体的指示を与えた。原告は，同プロジェクトの部下達とは１つの
部屋で机を並べていたので，日々，毎時間のようにＣやＥに対して，詳細な指示を
与え，報告を聞いた。
            第１８発明の本質的部分たる，非対称積層アンチカールなる発想は，
平成３年１２月１０日付け甲２１原告研究ノート（甲２１）の記載からも明らかで
ある。
            同日の研究ノートには，次の記載がある。すなわち，
              「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
              　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
                      ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
                          ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
                          ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
　　　　　　　　　　　　　　＊＊
                          ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」
            そして，非対称なる発想は，「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊」なる部分に明瞭に現れている。要するに，３層の各層の厚みの構成比が，「非
対称」となるように変えられるべきとの発想が，ここに記載されているのである。
また，原告は，各層の厚みだけでなく，各層につき共重合組成の構成，及び，各層
の分子量等を変えた組み合わせをも意図していた。原告のこの意図は，上記の「＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」なる部分と併せ読めば，明
らかである。そして，その「非対称」なる発想を採る目的が，巻癖回復性と機械的
強度の二律背反性を同時に満足させることというＣＴＡ代替写真用フィルム新支持
体の目的にあることは，上記の「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」なる部
分を読めば明瞭である。
          　さらに，アンチカールについては，アンチカールという目的を実現す
る手段は「非対称」なる手法によるほかないから，アンチカール特性についても，
暗に記載されているといえる。
        b)　積層ポリエステルフィルムの場合，複数（２枚以上）のフィルムを共
押出して貼り合わせる必要があり，この貼り合わせのためには，「積層多層シート
機」という特殊な機械が必要であったものの，当時，被告には，積層多層シート機
がなかったため，鐘紡株式会社（略称は「ＫＢ」。以下「鐘紡」という。）に協力
を仰ぎ，山口県にある鐘紡防府合繊工場（以下「防府工場」という。）にある積層
多層シート機を使わせてもらうことにした。
            原告は，Ｃと，平成４年１月１６日から同月１７日にかけて，防府工
場に出張した。原告は，当初，非対称積層ポリエステルフィルムを副次的にしか作
製するつもりがなく，主として，対称積層ポリエステルフィルムを試作する積もり
だった。また，この時点では，単層をあきらめたわけではなく，積層についても，
層の数が少ない程，コストが安く済むから２層で製造することも考えていた。



            防府工場では，鐘紡のメンバーも加え，２日間にわたり，どのような
ＰＥＴと変性ＰＥＴ（Ｍ－ＰＥＴ）とをどのような割合で貼り合わせれば，カラー
写真用フィルム支持体として適当な積層ポリエステルフィルムを得られるかについ
て，実験を行った（以下「防府工場での本件実験」という。）。
        c)　防府工場での本件実験後，原告らが，積層ポリエステルフィルム（未
延伸であって，未完成の状態。）のサンプルを被告に持ち帰ったところ，同サンプ
ルは，原告の意に反して，非対称積層ポリエステルフィルムであった（甲４４，乙
３４（Ｂノート）の５７頁及び５８頁の記載参照。）。
            原告は，過去の経験・知見から，①防府工場において結果的に作製さ
れた非対称積層ポリエステルフィルム支持体（２層積層ＰＥＴフィルム支持
体（M-PET/PETからなる層構成の非対称のもの）及び３層積層ＰＥＴフィルム支持体
（両表層のM-PETの厚み構成比が異なるので，共重合成分は同じだが，非対称のも
の）は，見た目はフラットであるけれども潜在的にはカールする性質を有するこ
と，②加熱すれば潜在的なカールが顕在化することを明確に予測できた。ただ，原
告でさえ，そのカールの度合がどれだけか，その度合がきつ過ぎて実用に耐えづら
いのか，あるいはその度合がマイルドで実用化が有望であるのか，等の予測できな
かった。
        d)　原告は，平成４年１月末ころ，Ｃに命じて，防府工場での本件実験に
おいて得られた非対称積層サンプルを１０ｃｍ程度四方に切ってシートとし，その
１０ｃｍ程度四方に切ったシートを延伸し，熱固定させた。延伸・熱固定の結果作
られた積層ポリエステルフィルムのサンプルを原告が見ると，同サンプルは，カラ
ー写真用新支持体として使用可能なアンチカールを産み出していることが判明し
た。このことは，非対称積層ポリエステルフィルム支持体（非対称積層アンチカー
ル）について長年の経験を有する原告には，容易に理解できたが，Ｃを初めとする
他のメンバーには分からなかった。
            この非対称積層アンチカールの意義につき，原告はＣに対して詳しく
説明し，Ｃが「積層テスト評価結果」と題する書面をまとめた（甲４４。以下，
「甲４４書面」という。）。
            したがって，甲４４書面は，形式的にはＣ作成に係るものであるけれ
ども，実質的には原告作成といえる。
        e)　原告は，平成４年２月１０日に，特許出願の打ち合わせを行い，同月
１２日に，鐘紡と技術連絡会を開いた（甲１１及び同１２）。
            原告は，上記打ち合わせ及び技術連絡会を受けて，同月中旬には「Ｃ
ＴＡ代替写真用フィルム支持体開発」の方向を，「単層変性ポリエステルフィルム
支持体」から「非対称積層ポリエステル支持体の開発」の方向に完全に切り替え
た。
            このように，被告におけるＣＴＡ代替写真用フィルム新支持体開発プ
ロジェクトでは，第１８発明の本質的部分をなす原告の発想（非対称積層アンチカ
ール）が主流となり，同年２月中旬ころには第１８発明の骨格部分が完成するに至
った（原告作成に係る甲５０の３頁の「２／１０　共押出特許出願打合せ」及び
「２／１２　鐘紡～コニカ技術連絡会」なる記載を参照。）。
        f)　第１８発明の完成のためには，さらに精密な微調整を要し，この微調
整にも多くの試行錯誤を要した。例えば，カラー写真用新支持体として使用可能な
アンチカール度を生む積層非対称は具体的にどんなものかを厳密に定めるというこ
と（アンチカール度の調節）は，試行錯誤の過程から始めて生まれるのである。し
かし，このような試行錯誤は，完成品に至るためには不可欠であるとはいえ，決し
て「発明」にとって本質的部分ではない。かかる試行錯誤の後，平成４年８月に
は，積層ポリエステルフィルムに乳剤（実験レベル）を用いて，実験レベルでは，
第１８発明が一応完成した。
        g)　その後，商業レベルの「第１８発明」を作れるかの観点から，工場レ
ベルの完成品のサンプルを作るため，積層多層シート機と延伸機とが一体となった
装置を有する三菱重工株式会社（以下，「ＭＨＩ」ないし「三菱重工」ともい
う。）の協力を仰いだ。
            そして，平成４年１０月から同年１２月にかけて，ＭＨＩでサンプル
を作り，被告にサンプルを持ち帰って精密に乳剤を塗るという実験を行い（甲１
３。ＭＨＩにおける第４回目の実験。），第１８発明は，試作品としての段階では
あるけれども，発明として完成した（製品となるまでには，なおさらに微調整を要
する。）。ただし，原告は，すべてのＭＨＩにおけるテストに出席していない。こ



れは，当時の第４開発センター長であったＫから出席しないように指示されたから
である。この指示の理由は，原告が被告に入社する際に，被告と帝人との間で締結
された密約に基づくものと推測される（後述の(5)参照）。しかし，原告は，Ｃらに
対し，いかなるテストを行うべきかを予め細密かつ具体的に指示していた。
        h)　まとめ
            以上のとおり，第１８発明の本質的部分の完成は，平成４年１月中旬
における鐘紡の防府工場での本件実験における試作，同月３１日における上記試作
結果の分析を経て，同年２月１０日から１２日にかけての会議においてなされたも
ので，それ以後の原告の指示は，第１８発明の本質的部分とは関係がない。
            したがって，原告は，第１８発明を発明するに際し，その発想・実現
に到るすべての過程において，他の発明者たちを指揮監督し，完全なる主導権を取
ったもので，原告なくしては，第１８発明は発明され得なかったものである。
　　(4) 被告において第１８発明を発明する人材及び基盤が存在しなかったこと
      ア　被告における人材の不存在
          第１８発明の発明者として記載されている者のうち，Ｅは，他事業所か
ら転勤して来たばかりの素人で，ポリエステルフィルムのこと自体分からない見習
い中の者であった。Ｂは入社したばかりであった。さらに，Ｄは，ポリエステルフ
ィルムについては素人であった。加えて，Ｃは，単層ポリエステルフィルムについ
ては玄人であったものの，積層ポリエステルフィルムについては未経験者であっ
た。そして，Ｆ，Ｇ，Ｈは，鐘紡の社員であり，第１８発明の原料となるポリマー
重合を手伝ったので，発明者として名前が入っているだけであった。
          第１８発明の発明当時，被告において，非対称積層アンチカールについ
ての特許を有した者は，原告のほかに存在しなかった。それゆえに，当時，ポリエ
ステルフィルムをＣＴＡ代替写真用フィルム支持体として開発しようとしていた被
告において，原告が途中入社したのである。当時の被告において，原告だけがただ
一人，第１８発明の本質的部分の発想をなし得たのである。原告の発想を前提にし
て初めて，第１８発明の完成への根本的にして本質的第一歩を踏み出し得たのであ
り，そのような基盤，方向付けと，原告による日々の具体的，かつ，詳細な指示の
上に立って初めてＣ及びＥは個々の些細な工夫をすることができたにすぎない。
      イ　被告における基盤の不存在
　　　　a)　被告が平成２年８月６日に出願した特許（乙３。以下「Ｍ特許」とい
う。）は，第１８発明の先行特許として役に立たなかった。Ｍ特許は，①積層ポリ
エステルフィルムをカラー写真用フィルム支持体に用いる点，②積層ポリエステル
フィルムを共押出法で作成する点，③巻癖解消性という問題意識を有する点等で，
第１８発明と共通点がある。
            しかし，②については，共押出法はおよそ積層ポリエステルフィルム
を作成する一般的手法の一つにすぎない。③については，巻癖解消の手法は，第１
８発明とＭ特許では甚だしく異なる。Ｍ特許は，対称の手法を墨守しつつ，巻癖が
付きにくくすることや，付いた巻癖が現像処理時の吸水により緩和されることを狙
った特許である。これに対し，第１８発明の本質的部分は，非対称積層アンチカー
ルにある。すなわち，非対称積層アンチカールによって，巻癖を解消し，カールし
ていないフラットなカラー写真用フィルムを製造するという発想の実現にある。こ
れに対して，Ｍ特許は，「対称」なる手法を用いており，「非対称」なる手法を用
いていない。「アンチカール」なる手法も用いていない。
        b)　被告が，被告におけるポリエステルフィルムを利用した写真用支持体
の研究開発経緯として指摘する特許第２５６５３７０号（甲２８），特開平２－５
４２５４号（乙５）などの発明，ＣとＤが報告したＰＥＴとＭ－ＰＥＴのラミネー
ト（積層）実験サンプルについての報告（乙１２）などは，いずれも，第１８発明
の本質的部分であるところの非対称積層アンチカール（非対称なる手法を意識的に
用いて，不可避的に生じる邪魔物としての巻癖を除去しようという発想）を全く欠
いていた。これらの発明はいずれも「積層ポリエステルフィルム」を開発すべき基
盤ではあり得ても，第１８発明を発明すべき基盤ではあり得なかった。
            なお，被告が挙げている第１回ＴＡＣ代替技術連絡会に提出された資
料（乙１３の２）には，「乳剤塗布後フラットに保つためアンチカール性が必要」
なる記載がある。しかし，ここにいう「アンチカール」は，非対称積層によるアン
チカールではない。単にバックコート層によって，乳剤塗布後に不可避的に生じる
邪魔物としての巻癖を除去するとの意味である。フィルム支持体（ＣＴＡを含
む。）を乳剤塗布後フラットに保つためにこそ「バックコート層」が伝統的に塗布



されてきたのであった。その他に，上記乙１３の２には，どこにも「非対称」なる
語も「非対称」を窺わせる記載はない。
        c)　被告において，原告が，甲２１原告研究ノートの平成３年１２月１０
日の箇所に，「非対称積層アンチカール」なる第１８発明の本質的部分の記載をす
る以前に，積層ポリエステルフィルムを開発しようという具体的な機運はなかっ
た。実際，平成３年１２月１０日以前には，被告においては積層ポリエステルフィ
ルム開発のために必要な装置がなく，原告がＣと共に平成４年１月１６日及び１７
日，防府工場に出張する以前に，積層ポリエステルフィルムを実際に試作するため
の出張等は皆無であった。
　　(5) 特許公開公報等に原告の名前が欠けている理由
        原告がその名前を，第１８発明の発明者として出願依頼書等に記載したに
もかかわらず，被告が原告の名前を削除していたのは，帝人と被告との間で，「ポ
リエステルフィルムにつき原告を発明者として特許出願しない。」等を骨子とする
密約が締結されていたからであると推認される。
        原告は，帝人において，既に積層ポリエステルフィルムの熟練した研究者
であり，多くの発明を行ってきたことから，帝人を退職する際，ポリエステルフィ
ルム作製等について帝人と競合する他社に３年間は就職しないこと等を骨子とする
念書及び覚書（甲５９及び甲６０）を作成し，帝人に提出した。
        原告が被告に初出社した日（平成２年１０月１６日）から３年間は，原告
の名前が発明者として掲げられた特許はないのに対し，平成６年１０月以降に出願
された写真用フィルム支持体に関する２０件の特許については，発明者として原告
の名前が記されている（甲５２）。また，原告は，平成１３年１１月末日に被告を
退社した後も，非対称積層ポリエステルフィルム支持体に関する発明を５件も出願
しており，非対称積層ポリエステルフィルム支持体関連以外にも，ダイヤモンド関
連特許（特開２００３－１４６６３７，特開２００４－０１８９０９，特開２００
４－１４１８３７），メッキ関連特許（特開２００４－１９０１２６，特開２００
４－１６７５９８，特開２００４－１６２１５８），プラズマ関連特許（特開２０
０４－２６８００９，特開２００４－１１１１３７）等の特許を出願しているの
に，初出社から３年間だけ原告の名前が発明者として掲げられていないのは不自然
である。
　　(6) 本件訴訟前の被告との話合い
        被告は，本件訴訟前に，本件について，原告と１３回に及ぶ話し合いを持
っており，このことは原告が発明者であることを裏付けるものといえる。すなわ
ち，仮に，原告が発明者でないなら，まともに原告に応対する必要はなかったはず
である。また，原告と被告との１３回目の話合いは，１２回目の話合いから，半年
間程度の期間を経た後に行われており，この間に，原告が第１８発明を含む本件２
６件の発明の発明者であるか否かを充分に調べ得たはずであるから，原告が発明者
でないと判明したのであれば，原告と妥協する必要はなく，原告との交渉を打ち切
るか，原告に対して，「発明者として認めない。」と通告すれば済むはずである。
　　(7) 被告の主張に対する反論
      ア　被告は，甲２１原告研究ノートの平成３年１２月１０日付の記載部分
は，甲２１原告研究ノートの４頁部分が大部分空白であったところに後日記載され
た可能性を否定できないと主張する。
          しかし，被告の疑念は，ことごとく根拠のないものであるか，その根拠
は著しく薄弱なものである。原告は捏造を行う人柄ではなく，仮に，捏造を行うな
らば，原告は平成３年１１月２３日に第１８発明の着想を得たと主張しているので
あるから，平成３年１１月２３日の直後の研究ノートの余白部分に記載をする方が
自然である。また，甲２１原告研究ノートの平成３年１２月１０日付の記載部分
は，第１８発明の着想を十全に証明し得るものではあるが，証明資料としては記載
の脱落があり，不要の記載もあるから，後から捏造したと考えることはかえって不
自然である。
      イ　被告は，原告のすべての研究ノート（甲２０ないし２６）を見るに，原
告は研究に関する着想を研究ノートに書き留める習慣を持ち合わせておらず，単に
会議のメモとして使用していただけなどとも主張する。
          しかし，原告作成の研究ノート（甲２０。（以下「甲２０原告研究ノー
ト」という。）の平成２年１１月７日付の記載には，１頁余にわたり，原告の懸念
点が記載されているし，平成３年１０月１日付の記載，同年１１月２７日付の記
載，甲２１原告研究ノートの平成４年２月７日付の記載にも原告の着想が記載され



ている。
          原告が，もともと，会社から支給された研究ノートを含む研究ノートに
自己の日々の些細な着想を記載する習慣がなかったことは事実であり，原告は，小
さなメモ帳（１頁ずつを直ぐ破り取ることができるもの）に自己の日々の些細な着
想を記載する習慣があった。遺憾ながら，これらのメモはすべて散逸した。日々使
い捨てにしていくのであるから，当然である。しかしながら，原告は，重要な着想
については「研究ノート」に記載したし，また，上記のメモ等に記載した着想等
を，毎月原告がプロジェクトリーダーとして執筆していた月報や部下達に命じて執
筆させていた月報に記載していた。
      ウ　被告は，甲２１原告研究ノートの平成３年１２月１０日付の部分に記載
された着想は，同年１２月２７日の「積層テスト内容」（乙２２）や平成４年１月
９日付「ＦＡＸ送信案内」（乙２３）に全く反映されていないなどと主張するが，
事実と反する。乙２２には，
          「1.各層の厚みの比
          　　M-PET/PET/M-PET
          　　（中略）
          　　３／１　　　　２層
          　　２／１　　　　〃
          　　（中略）
          　　１／２　　　　〃」
        と記載されており，これは明らかに「非対称」の発想を反映している。
        　また，乙２３には，
        　「①積層テスト優先順位
                      （中略）
                      （M-PET/PET）
                      ２－１　－②
                      （中略）
                      ３－１　－⑨
                      １－２　－⑩」
        と記載されており，明らかに「非対称」の発想を反映している。
          したがって，被告の主張は誤っている。
　【被告の主張】
　　(1) 被告における発明者の認定
　　　ア　出願依頼書の氏名の記載
          乙１の１ないし乙１の２６の出願依頼書は，本件２６件の発明に関する
研究開発を所管していた被告の部門（感材生産本部第４開発センター）から被告の
特許部に届出された本件２６件の発明の出願依頼書である。この「出願依頼書」
は，いずれも表側にある「１．起案者記載欄」の二段目が譲渡証になっており，譲
渡人たる発明者の氏名欄に，氏名・個人コードを横一列に刻した横長のゴム印を黒
又は青スタンプで押したうえで，個人コード番号の右横に発明者個人の印鑑が押捺
されている（発明者が被告の従業者である場合）。また，当該発明者の事業場，所
属，並びに内線電話番号も記入される。
          被告においては，本件２６件の発明の出願当時，すべての発明につい
て，特許庁に提出する願書の発明者欄に記載する発明者の特定は，上記「出願依頼
書」の譲渡証部分に，発明者として横長のゴム印により氏名・個人コードが表示さ
れている従業者をそのまま願書の発明者欄に記載する発明者としていた（乙２）。
　　　イ　本件２６件の発明について
          本件２６件の発明に係る「出願依頼書」（乙１の１～２６）の譲渡証部
分に横長ゴム印による原告の氏名・個人コードが表示された形跡は全くない。
          したがって，これらの記載様式，押印状況に照らせば，原告が，被告に
対し，本件２６件の発明に関し，発明者として自己の名前を記載した（譲渡書を兼
ねる）出願依頼書を届けていないことは明らかである。
          この点，原告は，原告が出願依頼書に発明者として原告の名前を記載し
ても，被告によりその名前を繰り返し削除された等と主張している。
          しかし，本件２６件の発明について，その明細書原案を作成した発明者
は，いずれも原告を発明者と考えなかったし，原告も，決裁者（室長）として，こ
れを認めており，当時は自分が発明者として記載されないことについて何ら異議を
唱えていなかった。



          また，原告が，入社３年後から，特許出願を行っているのは，原告自身
が帝人との契約に基づき３年間の競業避止義務を負担していること（その違反は割
増退職金の返還になること）を承知していたからで，原告は自らの意思で，帝人と
競業関係にあるポリエステルフィルムの研究活動を被告入社時から３年間程度自粛
していたが，その経過とともに，自発的に研究活動を始め，発明者と名乗って特許
出願をするに至ったものである。
　　(2) 被告における写真用支持体の開発経緯
      ア　被告における写真用支持体の開発の開始時期
        a)　原告の被告入社前
            被告においては，原告の被告入社日（平成２年７月１日）以前におい
て，既に積層ポリエステルフィルムを用いた写真用支持体の研究を進めており（乙
６ないし８，１０ないし１２），写真用支持体に用いるポリエステルフィルムに
「アンチカール」特性を付与することについても十分に認識していた（ただし，被
告における「アンチカール」の語の意義は，フィルムに巾手カールを付与する処理
を指し，積層ポリエステルフィルムに限らず単層ＰＥＴフィルムについても用いる
ものである。）。
        b)  被告と鐘紡との共同開発の開始
            被告と鐘紡との第１回ＴＡＣ代替技術連絡会は，平成２年７月１７
日，開催された（乙１３の１，鐘紡のＨ作成の平成２年７月２８日付け議事録参
照。）。
            この会議において，＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  
            ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊  
            なお，本件２６件の発明は，上記のとおり，被告と鐘紡との間におけ
る「ＴＡＣ代替技術（新写真用支持体）」の共同開発プロジェクトの成果であるた
め，発明者として，被告の研究者のほか，鐘紡の研究者（Ｆ，Ｇ，Ｈ）の氏名が掲
げられている。これは，樹脂の試作は鐘紡で行い，その評価はコニカ（被告）が行
う，という上記共同開発プロジェクトの当初からの取り決め事項であり，（Ｍ－Ｐ
ＥＴ／ＰＥＴ／Ｍ－ＰＥＴ）３層フィルムに用いる樹脂の試作は，この取り決めに
従い，鐘紡側が行ったからである。
      イ　原告の職責
          被告は，原告が作成した履歴書を人材紹介会社である訴外イムカ株式会
社から入手し（乙６２の１及び２），原告の学歴，職歴からみて，プラスチックフ
ィルムに関する技術開発に関しては，原告は少なくともプロジェクトリーダー等の
部長待遇の管理職として務まり得るだけの能力・経験の持ち主であると判断し，原
告と面接のうえ「部長クラス」すなわち管理職としての待遇を約束のうえ採用を決
定した。
          被告において，第４開発センター等の技術開発部門における研究室長な
どの部長職，あるいは部長待遇の管理職（プロジェクトリーダーはこれである。）
に要求されるものは，部下である研究者をしていかに効率的に研究開発をさせるか
という，いわゆる人，カネ，物のマネージメント能力であり，技術知識としては，
配下の研究者から報告を受け，彼らの研究内容の概略がマネージメントに必要な限
度で理解できれば十分であって，自らが研究者として最先端の技術知識を身につけ
ている必要はなかった。それゆえ，被告は，原告が，被告に入社する直近の７年間
をプラスチックフィルム技術の研究業務から離れて販売部の技術サービス担当とい
うスタッフ職にあったにもかかわらず，原告を採用した。
      ウ　原告の被告入社時のプロジェクトチーム員の研究開発能力



          被告において，写真用新支持体の開発研究をしていたＣは，昭和５７年
に東京工業大学有機材料工学科を卒業し，卒業論文のテーマは「ＰＥＴの高速紡
糸」であった。Ｃは，被告に入社した後，ＰＥＴの支持体（ＰＥＴベース）の研究
をする部署に配属され，そこでＰＥＴの新鋭工場（Ａ－１工場）を建設するための
プロジェクト・チームに入ってＰＥＴについていろいろな研究を行い，工場建設後
も新工場の技術スタッフとして２年間，ＰＥＴフィルム（単層）の生産現場を経験
している。
          その後，Ｃは，平成元年に第４開発センターへ配属換えになるまでの８
年間，ポリエステル，特にＰＥＴ技術の習得，研究を継続して行っていた。Ｃは，
この間の昭和６１年４月１０日に，上記Ａ－１工場建設プロジェクトチームの一つ
であるＡＰＴ材料グループのメンバーの一人として，「ＰＥＴ製膜技術資料」（乙
１６６）を作成し，特に，同資料内の「（Ⅱ）プロセス条件の基礎検討」の部分を
中心となって作成した。
          したがって，Ｃは，写真用新支持体の研究開発において，実質的なリー
ダー的存在であった。
      エ　被告入社後の原告の動静等
        a)　原告の提出した研究ノート（甲２０ないし２６）について
            原告が提出した研究ノートを確認すれば直ちに明らかになるように，
原告は，被告に入社した後，第４開発センターに配属されるまでの，感材生産本部
長室付きに所属していた平成３年１１月１５日までの間，研究らしい研究をしてい
た痕跡は全くない。すなわち，甲２０原告研究ノート，甲２１原告研究ノートのみ
は，被告から支給された正式の「研究ノート」である（ただし，甲２１原告研究ノ
ートは，記載されている頁は最初の１４頁だけで，それ以降のページはすべて白紙
のままである。）。しかし，甲２０原告研究ノート及び甲２１原告研究ノート以外
の原告が「研究ノート」と称して証拠提出している他のノート（甲２２～甲２６）
は，被告から支給を受けている正式な「研究ノート」ではなくて，市販のＡ４判ノ
ートである。
            また，原告作成の研究ノート（甲２０ないし２６）に記載されている
内容のほとんどは，第４開発センターやその他の部署で開催される会議や打合せ
（ミーティング）に原告が参加した際のメモ的な記述ばかりであり，原告自らが実
験をしたこと，又は自らが実験をして，実験で得られたデータを記したと思われる
記載は皆無である。
        b)　原告作成に係る実績報告（原告はこれを「月報」と呼んでいる。）に
ついて
            平成３年１０月１６日から同年１１月１５日までの間（原告が感材生
産本部本部長付き部長であった期間）に，原告によって作成されたという甲６５の
１ないし６及び６５の８ないし９の各「実績報告」に記載されている実験や測定・
評価などは，いずれも原告自身が研究者として関与したものではなく，当時，第４
開発センターの第１研究室又は第２研究室に所属していた研究者達が行った実験や
測定・評価など（乙１１２ないし１３０，１３３ないし１６２に記載された事項）
を，原告が見聞し収集して報告書の形式にまとめたものである。このことは，原告
が作成したと述べている実績報告書に記載されている研究内容が，他人の研究内容
をそのまま転記したに等しいものであることからも明らかである。
            原告は，本件２６件の発明について，既に平成３年１１月度月報（甲
８１。同年１０月１６日から同年１１月３０日の間の成果をまとめた月報）におい
て，早くも「ＮＳプロジェクト検討項目（案）」及び「ＮＳプロジェクト懸念点」
を作成したものであり，これらが，被告の蓄積とは何ら関係なく，原告の帝人時代
における蓄積の成果であることは明らかである，と主張する。
            しかし，その記載内容のうち，大部分は，それより以前に他の研究員
により作成された資料（乙１３の２，１１０又は１１１）に記載されている事項
か，原告が被告入社直後に４開センターのＬ部長等から説明を受けた事項，あるい
は，被告における月報会，打合せ等にオブザーバーとして参加した際に，出席者か
ら聞いた技術内容と完全に同一か，実質的に同一である（乙１３１の１ないし１
９，１３２の１ないし６）。
            したがって，「１１月度実績報告」（甲８１）が，原告自らの研究内
容を記載したものであるという原告の主張は虚偽である。
        c)　まとめ
            以上から，原告は，被告入社後，自分自身で実験や研究を行ったこと



はなく，各種の会議やミーティングに参加できる立場を通じて知った社内各部署の
プロジェクトチームの研究内容を，Ｋ４開発センター長からの命に従い，管理職見
習いとしての立場から記述して月報類を作成していたにすぎない。
　　(3) 第１８発明について
　　　ア　第１８発明の特許出願までの経緯
          第１８発明は，平成４年５月２９日に出願された特願平４－１３９４７
２号（第１８－１発明），同年１０月６日に出願された特願平４－２６７６９７号
（第１８－２発明），同年１２月２４日に出願された特願平４－３４４０１７号
（第１８－３発明）の三つの国内特許出願に基づく優先権を主張して出願されたも
のである（乙１８３）。
　　　イ　第１８－１発明について
          第１８－１発明は，鐘紡の防府工場で製造したサンプルフィルムの分析
評価結果を基に，Ｅが筆頭発明者として作成した明細書（乙１６の１及び２）に記
載されている発明である。
          第１８－１発明は，防府工場での本件実験の後のサンプル評価の際に，
層構成が２層の積層試料フィルムが巾手方向のカールが強過ぎて細長いストロー
（長さ１２０㎜）のように巻いてしまったことについて，Ｅが，当該試料フィルム
のＭ－ＰＥＴを積層した側（ＰＥＴの裏側）とは反対側（表側）の方にもＭ－ＰＥ
Ｔを積層して３層の積層フィルムとし，表裏それぞれのＭ－ＰＥＴのバランスを調
整すれば，２層構成のときに生じた強過ぎる巾手カールを現在使用されているＴＡ
Ｃフィルムと同程度の適度な巾手カールにすることができるのではないか，と着想
したことが基になっているものである。
          その特許請求の範囲の記載は，上記サンプルフィルムの分析評価結果に
基づく発明として，別途，Ｃが既に作成していた明細書（乙２９の１のもの）の特
許請求の範囲に記載されている「ＰＥＴ層の厚みが５０μｍ以下」という条件と，
「ＰＥＴ層の厚みの総和とＭ－ＰＥＴ層の厚みの総和との比率が０．７から３の範
囲内である」という条件をそのまま借用したうえで，その上に「両外層にあるＭ－
ＰＥＴ層それぞれの厚みとそれぞれに含まれている２種類の共重合成分の平均含有
率とを掛け合わせた積の比率が１．５以上である」という条件を付加した。このよ
うな構成をとることにより，積層フィルム全体の厚みを薄くしても強度を失わず，
アンチカール性（ＴＡＣと同程度の巾手カール）を有し，巻ぐせ回復性もよい写真
用支持体を得ることができるというものである。
　　　ウ　第１８－２発明について
          第１８－２発明は，次の経緯で出願に至ったものである。すなわち，共
同開発の相手方である鐘紡との打合せで，ポリエステル系積層フィルムに関するこ
れまでの実験で有望と思われたものにつき，工場レベルでいわゆる実機テストをし
てみることが決まり，最新の共押出法による積層フィルム製造装置の設備を有して
いるＭＨＩの協力を得て，平成４年６月１６日～同月１８日にかけてＭＨＩ名古屋
工場において実機テストを行った。Ｃ，Ｅ，Ｂの３人は，当該実機テストの１週間
前（同年６月１０日），実機テストにより評価する項目の打合せをしたところ，Ｍ
特許（特許第２８７９２５１号）の特許公報（乙３）に記載されている「巻ぐせを
つきにくくする」こと（これを裏から表現して「巻ぐせのつきやすさ」ということ
もある。）についても検討することになった。
          上記実機テスト後にＥが整理した測定データ（乙２０，平成４年７月２
日（木）付け記載箇所の表参照）に基づいて測定結果の検討において，巻ぐせ回復
性と共に「生フィルムの巻ぐせのつきやすさ」についても検討した結果，アンチカ
ール（フィルムに巾手カールを付与する処理）が強いほど生フィルムの巻きぐせは
つきにくくなるらしいことが判明し（＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊），これを
特許出願することになった。
          しかし，その明細書の作成に着手できないでいる間に，イーストマン・
コダック社（以下「コダック社」という。）の新規写真フィルムに関する米国特許
（ＵＳＰ５１３８０２４号）（乙３１）の公報が平成４年８月１１日に発行され，
同月２４日には東レ株式会社（以下「東レ」という。）の「ポリエステルフイルム
及び写真感光材料」の発明に関する公開特許公報（特開平４－２３５０３６，乙３
２）も発行されたことが，同年９月に入って被告の知るところとなった。そこで，
被告においても，自社開発技術で有望なものは，早急に特許部の助言をもらってク
レームを作成のうえ，１か月以内に特許出願を完了するという方針決定がなされ，
同年９月２４日（木）に特許部の会議室で出願検討会が開催された。この出願検討



会に出席したＣとＥが報告した上記実機テストの測定結果に基づく知見（アンチカ
ールが強いほど生フィルムの巻きぐせはつきにくくなること）は非常に重要な発明
であるということになり，特にこの技術について議論が行われた。議論が終わると
直ちに，特許部の出願担当者がこの議論の結果に基づき，その日のうちに請求項を
３３個作成し，翌２５日（金）にこの請求項を記載した書面を受け取ったＥは，当
該請求項に対応する「発明の詳細な説明」を９月２５日（金）から２８日（月）ま
で４日間かけて休日返上で書きあげた（乙３０）。
　　　エ　第１８－２発明と第１８－１発明の関係
          第１８－２発明の特許出願は，特願平４－１３９４７２号（第１８－１
発明の特許出願）に基づく国内優先権主張出願である。ここで優先権主張の基礎と
された第１８－１発明それ自体は，「巾手カールを付けることにより巻ぐせが付き
にくくなる」ということを中核とする第１８－２発明とは技術的に関係のない発明
であったが，被告の特許部の考えは，１８－１発明の明細書においては，アンチカ
ール（巾手方向のカール）についての記載や，三層構造でしかも厚みや共重合成分
を変えた実施例の記載があるので，「一定の巾手カールを付けて巻ぐせを付きにく
くする」という第１８－２発明の中核部分と関連する面が多いから，これを最大限
に利用して国内優先の基礎出願にすることが同業他社に対する戦略上重要であると
いうことになった。そのため，第１８－２発明の特許出願は，その最後から２番目
の請求項３２に，第１８－１発明のクレームを少し拡張しただけの構成（「ポリア
ルキレングリコール」及び「写真用支持体」を，「ポリアルキレングリコール及び
／又は飽和脂肪族ジカルボン酸」及び「フィルム」に書き換えた以外は，単なる字
句の修正にすぎない請求項）に係る発明を掲げ，この請求項３２に関して特願平４
－１３９４７２号（第１８－１発明の特許出願）に基づく国内優先権を主張する形
でなされた。
　　　オ　第１８－３発明について
          第１８－３発明の特許出願は，第１８－１発明の特許出願及び第１８－
２発明に基づく国内優先権主張出願である。第１８－３発明の各請求項に記載の発
明は，内容的には，第１８－２発明の各請求項に記載の発明と実質的に同一である
（乙１８の１及び乙１７の１参照）。
　　　カ　第１８発明が登録に至るまでの経緯
        a)　第１８発明の出願当初の明細書における特許請求の範囲，請求項１な
いし同２９の各発明は，内容的には，第１８－３発明の請求項１ないし同２９とほ
とんど変わらない。相違点は，第１８－３発明の請求項８，１０，１２，２３，及
び２８において，「ポリアルキレングリコール」とあった記載を，第１８発明の出
願当初の対応する請求項においては「ポリアルキレングリコール類」と記載してい
るだけである（乙４及び乙１８の１参照。）。したがって，第１８発明の出願当初
の特許請求の範囲に記載の請求項１ないし２９の各発明は，第１８－２発明の各請
求項に記載の発明と実質的に同一といえる。　
        b)　補正
            特許庁は，第１８発明の特許出願（平成５年特許願第９９６４９号）
に対し，平成１５年１２月２日付けで拒絶査定（乙１８８）をした。被告は，特許
庁に対し，平成１６年１月５日付けで査定不服の審判請求書（乙１８９）を提出す
ると共に，本件補正により明細書の全文を補正し（乙１９０），旧請求項１ないし
２９の記載をすべて削除し，これに代えて新たな請求項一つのみとした。この記載
が，そのまま特許登録時の特許請求の範囲になった（前記前提となる事実参照）。
　　　キ　第１８発明の本質的部分
        a)　第１８発明は，小型カメラに用いる好適な写真用支持体を提供すると
いう目的に限っていえば，そこで目的とされているフィルム特性は，
          ①機械強度が保持され，薄膜化が可能で，
          ②巻きぐせがつきにくく取り扱い性がよく，現像処理前の処理機器適
性，現像処理に際しての処理機器適性に優れ，かつ
          ③現像処理後の巻きぐせ解消性にも優れた，
          という特性である（乙１８３。特許第３５９２７３１号公報・３頁１行
目ないし３行目）。
            第１８発明は，②の巻きぐせがつきにくい特性をも満足するポリエス
テルフィルムを用いたＴＡＣ代替支持体を提供することを目的としている点で，①
及び③のみを目的とするＴＡＣ代替支持体の試みとは一線を画する発明である。
        b)　特許登録に至った第１８発明の新請求項１は，「熱処理後の巻きぐせ



カール度」が１３５ｍ
－１
以下，「温水浴処理後の回復カール度」が４５ｍ

－１
以下

で，かつ，「巾方向におけるカール度」が５～３０ｍ
－１
であるとの３個のカール度

に関する数値限定を含む発明である。
            この３個のカール度のうち，２番目に掲げている「温水浴処理後の回
復カール度」は，フィルムの親水性の改善により，現像処理の際に現像液，水洗水
からの吸水によってどの程度巻きぐせが解消されたかという，従来のＴＡＣ代替技
術が開発目的としていた「現像処理後の巻きぐせ解消性」に関する指標となるカー
ル度である。したがって，この点は，従来技術と大同小異であって第１８発明の本
質的部分ではない。
        c)  新請求項１の後半部分に記載する共重合ポリエステル層の構成の規定
は，第１８発明の特許出願について拒絶査定（乙１８８）を受けた被告が，拒絶査
定不服審判の段階で，拒絶査定に示された特許法３６条４項ないし６項に違反する
との指摘を解消するため，第１８発明の出願当初の明細書の発明の詳細な説明中に
記載されていた構成を，本件補正により，新請求項１の内容として組み入れたもの
である。そして，その構成自体は第１８発明の最先の優先権主張日（平成４年５月
２９日）前から特開平１－２４４４４６号公報（乙１４）や特開平１－２９８３５
０号公報（乙１９８）等に開示されて公知になっていたものである。したがって，
この共重合ポリエステル層の構成成分の規定も第１８発明の本質的部分ではない。
        d)　新請求項１の「熱処理後の巻きぐせカール度」は，第１８発明の明細
書の発明の詳細な説明の段落【００１２】ないし【００１５】，【００２６】を参
照すると，将来，パトローネ等の収納容器内に巻き付けられてロール状で保管さ
れ，写真機に装填後もロール状に巻き付けられたまま使用され，使用終了となって
初めてロール状収納状態から解放された際の，現像処理前における「巻きぐせがつ
きにくい特性」を表すものである。
            したがって，第１８発明のフィルムを用いた写真用支持体は，「熱処
理後の巻きぐせカール度」が１３５ｍ

－１
以下という小さい値であるため，このよう

な支持体を用いて製造した写真フィルムはパトローネからこれを取り出してロール
状収納状態から解放された現像処理前の状態においてもほとんど巻きぐせがついて
いないから，これまでのＴＡＣ代替支持体のように，多数のフィルムをスプライサ
ー処理機で１本に継ぎ直し，これをシネ型自動現像処理機で現像処理するスプライ
サー処理を行う際，入り口部にフィルムの先端が入りにくいということもなく，先
端が入った後はスプライサー処理機内でフィルムの目詰まりや折れが発生するとい
うこともない。
            第１８発明は，まさにこの点（すなわち，上記①及び③の特性のみな
らず②の特性をも有している点）において，他のＴＡＣ代替支持体の技術水準を凌
駕する効果を奏しているものである。
        e)　新請求項１に「巾方向におけるカール度が５～３０ｍ

－１
」と規定され

ている「巾方向におけるカール度」は，上記d)の現像処理前における「巻きぐせが
つきにくい特性」を表す指標たる「熱処理後の巻きぐせカール度」との間に原因関
係を有するものであり，現像処理前における「巻きぐせがつきにくい特性」を実現
する直接的な手段である。「巾方向におけるカール度」は，「熱処理後の巻きぐせ
カール度」とは異なり，未だパトローネ等の収納容器内でロール状に巻き付け収納
されていないフィルムにおいて，現に存在するカール度である。すなわち，第１８
発明のフィルムは，未だロール状に巻き付けていない状態においても，表面が真っ
平らになっているわけではなくて，巾手方向に５～３０ｍ

－１
の数値範囲内の巾手カ

ールがついているのである。第１８発明では，巾手方向に巾手カールを付与し，か
つ，フィルムの凹面を巻外にしてロール状にすることが，「巻きぐせが付きにくい
特性」を実現させる直接的な手段になっているものであり，「巻きぐせがつきにく
い特性」の指標としての「熱処理後の巻きぐせカール度」と「巾方向におけるカー
ル度」との間の密接な関係は，第１８発明を理解する上で極めて重要な技術的意義
を有する。
        f)　以上から，他のＴＡＣ代替支持体の技術に見られない第１８発明の本
質的部分は，「巻きぐせがつきにくい特性」の指標たる「熱処理後の巻きぐせカー
ル度」とその実現手段たる「巾方向におけるカール度」とがともに特許請求の範囲
に規定する数値範囲内にあることにある。
　　　ク　第１８発明の完成時期
          第１８－１発明は，前項で明らかにした第１８発明の本質的部分，すな



わち，「巻きぐせがつきにくい特性」の指標たる「熱処理後の巻きぐせカール度」
とその実現手段たる「巾方向におけるカール度」とが特許請求の範囲に規定する数
値範囲内であることについて，第１８－１発明の出願明細書において何ら触れられ
ておらず（乙１６の１及び２），全く異なる技術的思想に基づくものといえる。
          一方，第１８－２発明の出願明細書には，第１８発明の明細書（乙１８
３）における「熱処理後の巻きぐせカール度」と「巾手方向におけるカール度」の
記載と，同一ないし略同一の内容が記載されている（乙１７の１の【発明の詳細な
説明】参照。例えば段落【００１３】，【００１８】，【００１９】及び【００６
１】等。）。したがって，第１８－２発明には，第１８発明の本質的部分，「熱処
理後の巻きぐせカール度」を指標とする「巻きぐせがつきにくい特性」とその実現
手段たる「巾方向におけるカール度」についての技術思想の全容がほぼ包含されて
いることは明らかである（乙１７の１及び２参照）。
          したがって，第１８発明の本質的部分の発明完成時期は，第１８－１発
明の出願日（平成４年５月２９日）以後，第１８－２発明の出願日（同年１０月６
日）前であることが明白である。そして，Ｃの研究ノート（乙１９）及びＥの研究
ノート（乙２０）のその期間における記載からすると，アンチカール処理，すなわ
ちフィルムに巾手カールを付与する処理が強いほど生フィルムの巻きぐせはつきに
くくなる（＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊）との知見は，第１８発明の筆頭発
明者であるＥが，平成４年６月１６日～同月１８日のＭＨＩでのＭ－ＰＥＴ／ＰＥ
Ｔ積層テストのサンプルをＣと共に持ち帰り，Ｄ，Ｂを加えた４名のチームで種々
の評価を行うことにより，同年７月２日～同月６日ころに得たものである。よっ
て，第１８発明の本質的部分たる「熱処理後の巻きぐせカール度」を指標とする
「巻きぐせがつきにくい特性」とその実現手段たる「巾方向におけるカール度」に
関する技術思想は，同月２日～同月６日ころに筆頭発明者であるＥを中心とする
Ｃ，Ｄ，Ｂの４名によって完成に至ったものであり，それ以前にかかる技術思想に
到達した者はいなかった。
　　　ケ　第１８発明についての原告の関与
          上記とおり，第１８発明は，「巻きぐせがつきにくい特性」の指標たる
「熱処理後の巻きぐせカール度」とその実現手段たる「巾方向におけるカール度」
とが共に特許請求の範囲に規定する数値範囲内にあることが本質的部分というべき
であるが，原告は，これらいずれの技術事項についても発明者として関与したこと
はない。
          原告が，第１８発明に関連して行ったことは，①平成４年１月１６，１
７の両日，鐘紡の防府工場へＣと共に出向き，Ｃ出願に係る発明及び第１８－１発
明の着想根拠となった試料延伸フィルム（これは被告において製造した）の原反と
なった未延伸の積層フィルムの製造に立ち会ったこと，②共同開発者である鐘紡と
の間で定期的に開催された「写真用新支持体に関する技術連絡会議」の第２回（平
成２年１１月１５日）ないし第１５回（平成４年２月１２日）にＣなどと共に出席
したこと，③第４開発センター内部の月報会等のミーティングに出席したこと，④
第１８－１発明（第１８－２発明，第１８－３発明及び第１８発明）の明細書草案
に目を通して出願依頼書に上長としての押印をしたことだけであって，試料延伸フ
ィルムの製造や試料を用いての種々の実験や測定，得られたデータの分析，評価，
及び検討に参加したことは一度もない。
          また，第１８－１発明（第１８－２発明，第１８－３発明及び第１８発
明）の明細書草案に目を通す場合も，て・に・を・はをチェックする程度であっ
て，技術的内容についてのアドバイスや指導をしたことはなかった。
          したがって，第１８発明のコニカ側の発明者は，既に述べたＥ，Ｃ，
Ｄ，Ｂの４名である。
　　　コ　原告の主張に対する反論
          原告は，第１８発明における「アンチカール」と第１８－１発明におけ
る「アンチカール」は同義であり，両者とも，非対称によって生ずるアンチカール
である，と主張する。
          しかし，第１８－１発明にいう「アンチカール」の意義は，第１８－１
発明の出願明細書（乙１６－１）の段落【００６８】に記載されているとおり，当
該アンチカールを評価するに当たり，巾３５mm，長さ１２cmのフィルムを直径１０
mmの巻芯に巻き，その状態のまま５５℃，２０ＲＨ％にて３日間維持し，その後，
巻芯からフィルムを解放し，フィルムの一端に５０ｇの荷重をつけ，３８℃の水浴
中に１５分間浸漬した後，５５℃の温風乾燥機で１５分間かけて乾燥するという，



現像処理後の「巻きぐせ解消性」を評価する場合と同様の処理，特に水浴中に１５
分間浸漬する処理をしていることに照らせば，このような評価方法による「巾方向
のカール度」は，現像処理前の状態における「巻きぐせがつきにくい特性」とは全
く異なるカール度の測定である。他方，第１８発明の明細書（乙１８３）における
「巾手のカール度」の測定方法に関する説明は，その段落【００２０】及び【００
２１】には，予め巻芯に巻き付けたまま３日間維持したり，巻芯から解放したフィ
ルムを温水浴処理したり，その後に乾燥させる等の操作は一切なさず，製造したま
まのフィルムを長手方向，巾手方向に留意して所定形状に切り出した試料を，単に
１日かけて調湿しただけでカール度を測定しているにすぎない。したがって，同じ
く巾方向のカールといっても，これを評価する際の，評価方法が全く相違している
のであって，これが巾方向のカールがもつ技術的意義（いかなる目的の下に付与さ
れるカールであって，いかなる作用をもたらすか）が相違していることに起因する
ものであることは明らかである。
          したがって，原告が「第１８発明の巾手方向のカール」につき，既に第
１８－１発明の時点でこれを自覚していたというのは，あり得ないことである。
　　(4) 旧請求項を根拠とする原告の主張について
        原告は，旧請求項Ⅱ群に記載の発明の構成により，「実用に耐えるアンチ
カール」が生まれるかは当時公知でなかった，と主張している。しかし，第１８発
明に対する拒絶理由は，指摘された引用文献に記載の発明に基づき，進歩性の欠如
を理由とするものであるから，有効な反論となっていない。
        また，被告は，旧請求項Ⅱ群について，理由もなく，新請求項から除外す
るようなことはしていない。
        被告は，平成１５年９月４日付け拒絶理由通知書（乙２００）に対し，同
年１１月１１日付け手続補正書（乙２０２）により，新たな請求項１ないし２８と
する補正をなし，意見書（乙２０３）を提出したが，当業者が容易に発明をするこ
とができるとする拒絶査定（乙１８８）を受けるに至り，進歩性の欠如を覆すこと
は困難であると判断し，やむを得ず，本件補正により（乙１９０），明細書の全文
を補正し，新請求項１としたものである。
　２　争点１－イ（第１８発明以外の本件各登録発明の発明者性）について
　　(1) 第９発明（甲７１の９）について
　　　【原告の主張】
          第９発明は，第１８発明の一部をなす発明であるといえ，第９発明の目
的は，巻癖回復性と機械的強度の二律背反性を満たし，かつ，巻癖を調節する役割
を果たすバックコート層の塗布を省略できるというものである。そのための手段
は，非対称積層アンチカールの発想であり，これが第９発明の本質的部分である。
第９発明は，原告が，過去の知見（特開昭５０－１６７８３号公報（甲４６），特
開昭５０－１２３４２０号公報（甲７，１５の２１），特開昭５１－１３１５７７
号公報（甲１５の２７），及び特開昭５１－０５６８８３（甲７６）をもとに着想
したものである。
          原告は，自己の発明に係る特開昭５４－１５５２３２号公報（甲７８の
３。以下「甲７８の３公報」という。）に記載の重量％の範囲で，平成３年１月の
段階において，ＰＥＧ（ポリアルキレングリコールの一種）の含有量について，
「４，７，８，１０」重量％（＝ｗｔ％）の実験を行い，ＳＩＰＭとの組み合わせ
方にもよるものの，７重量％又は４ないし７重量％の付近が，巻きぐせ回復性が一
番良好であることを確認した（甲６８〔平成３年１月月報の１頁目の「１）ポリマ
ー」の項，同頁の最終２行〕及び甲６５の１〔同年２月月報の２頁目〕を参照）。
また，原告は，これと同時に，特許調査等を実施し，鐘紡において，ビーカースケ
ールで粗篩いし，これよりやや規模の大きい１００リットル重合スケールでのポリ
マー重合，未延伸押出フィルム製膜，カットシートをバッチで延伸，熱固定して，
引っ張り試験機で機械的強度を測定するとか，巻きぐせ回復性を測定するという基
礎評価を踏まえ，甲７８の３公報に係る発明と同じくＰＥＧが主体で，巻きぐせ回
復性に問題がないデュポン方式（米国特許第４，２１７，４４１号明細書［甲１１
１の１］参照）が有望との結論に至った。デュポン方式では，ポリエチレングリコ
ールの含有量は，２ないし１２重量％であった。原告は，デュポン方式の評価をＣ
らに指示し，鐘紡の全面的協力を得て，共重合組成比を変えた試料を１００リット
ル重合スケールでのポリマー重合，未延伸押出フィルム製膜，延伸，熱固定して絞
り込んだ結果，機械的強度を維持したまま支持体のカール回復性が良好であって平
面性もまた良いと確認し，これを開発の第一弾とした。



          原告は，平成３年１月度月報（甲６８）に記載の実験結果及びデュポン
方式等を踏まえて，ポリアルキレングリコール（ＰＥＧはその一種。）の含有量
を，やや広めに３ないし１０重量％とするに至ったものである。特許出願に際して
は，最も良好な数値をやや広めに採るのが通常だからである。
          以上の一連の評価状況は，平成２年１１月度月報（甲８１），平成２年
１２月度月報（甲９０），平成３年１月度月報（甲６８），「ＭＨＩ工場実験にむ
けて」と題する平成３年２月２５日付原告作成に係る書面（甲９１），同年２月度
月報（甲６５の１），同年３月度月報（甲６５の２），同年４月度月報（甲６５の
３）に詳しく記載されている。
          したがって，第９発明は，ＰＥＧ含有量はおおむねデュポン特許（甲１
１１及び１１２）と同じであるが，デュポン特許と異なる「非対称積層アンチカー
ル」があるために特許されたものである。
          従来から原告が主張してきたように，かかる「非対称積層アンチカー
ル」こそ，第９発明の本質的部分である。　　【被告の主張】
        　前記のとおり，本件２６件の発明に係る出願依頼書すべてにおいて，原
告は発明者として記載されていないから，形式的にみても，本件各登録発明の発明
者たり得ないが，実質的にみても，次に述べるとおり，第９発明について原告は発
明者たり得ない。
　　　ア　第９発明の特許出願までの経緯
        　第９発明は，２層の積層ポリエステルフィルムについて，２層のポリエ
ステルの固有粘度差（ΔIV）を規定したものである。従来技術として，２層の積層
ポリエステルフィルムにおいて，カラー写真用に用いられるフィルムのようにロー
ル状のものがなかったことと，Ｂらのグループで進めてきた実験，評価により，巻
き癖回復性を達成するために共重合成分の知見が得られたことから，平成４年７月
２１日の特許出願検討会で特許出願することになったものである。
          第９発明の明細書草案の作成については，同日の特許出願検討会でＢが
分担者になった。このことは，同日付け分担表（乙２０の２）の横軸のIV（固有粘
度）の欄の縦長の長方形領域に「中」（Ｂの略記）と記載されているところから明
らかである。
          ΔIVの従来技術としては，特公昭５６－５３７４５号公報（原告提出の
甲７の特許出願についての公告公報）のように参考にできる公知文献があり，積層
する変性ポリエステルもその共重合成分についての知見もあり，巻き癖回復性，巻
き癖つき難さの効果も確認済みであったから，明細書の作成が比較的容易であろう
ということで入社して２年目のＢが明細書作成の分担者になった。上記公報におい
ては，固有粘度差（ΔIV）がある２層のポリエステルフィルムを積層することによ
って，乳剤層の影響によるカールを解消することについて記載されているものの，
これはシート状のフィルムについての発明であり，当該構成を単にロール状フィル
ムに置き換えるだけでは巻き癖のつきにくさ及び巻き癖回復性は劣ってしまう。そ
こで，Ｂが実際に明細書を書くに当たっては，Ｃと相談のうえ，積層するポリエス
テルフィルムの組成，具体的には共重合成分として金属スルホネート基を有する芳
香族ジカルボン酸を全エステル結合単位に対して２ないし７モル％含有すること，
さらに好ましくはポリエステルの共重合成分としてポリアルキレングリコールを共
重合ポリエステルの全重量に対して３ないし１０重量％含有することで，同公報に
係る発明の欠点を解消したものである。
          このように，第９発明は，上記公報に係る発明とは異なる技術的課題を
解決し，巻き癖のつきにくさ及び巻き癖回復性に優れ，優れた機械的強度を有する
写真用支持体にするということが発明の本質的部分と把握され，その当初明細書
（甲７１の９，（57）【要約】の【目的】欄参照）が作成されたものである。
      イ　出願後の第９発明
          第９発明の特許出願に対しては，平成１３年６月１１日付けで，この出
願は特許法２９条２項及び同法２９条の２の規定により特許を受けることができな
い旨の拒絶理由通知（乙８８）が発せられた。
          同拒絶理由通知において，第９発明と同一であるとの指摘を受けたの
は，特願平４－１７８１７６号公報（特開平６－２３９２９号公報，乙８９）であ
った。これには，２層積層フィルムは片方のポリエステル層にポリエチレングリコ
ールを共重合することが示されているのみであった。
          他方，第９発明の当初明細書（甲７１の９）には，ポリアルキレングリ
コールは２層積層フィルムを構成する両ポリエステル層に共重合成分として含有さ



れることが明らかであったし，両ポリエステル層にポリアルキレングリコールを共
重合させることの技術的理由も「十分な巻ぐせ回復性及び機械的強度を得る」と明
記されていたため，この技術事項を第９発明のクレーム中に挿入追加する手続補正
をすれば，特許法２９条の２の拒絶理由は回避できると考え，手続補正書（乙９
０）及び意見書（乙９１）を提出し，登録に至ったものである。
          また，特許法２９条２項に基づく拒絶理由については，補正後の第９発
明は，積層する２層ともにポリアルキレングリコールを共重合し，さらに固有粘度
差を０．０２ないし０．５とすることによって写真用支持体として求められる優れ
たカール特性（特に，現像処理後の巻き癖回復性のみならず，現像処理前のフィル
ム自身の巻き癖カール）をすべて満足するフィルムが得られる点に特色があること
を強調することにより，拒絶理由に示された引用例から発明を推考することは容易
でないとして同拒絶理由を克服した（乙９１）。
      ウ　第９発明についての原告の関与
        a)　原告は，Ｂらが進めていた実験，評価について参加したことはない。
また，Ｂが，第９発明の当初明細書（甲７１の９）の草案を書き終えた後，草案を
原告に見てもらったものの，原告から，第９発明の骨子やバックコートの省略を目
的とするように修正を命ぜられたこともなかった。
        b)　原告は，第９発明は，原告の発明に係る過去の知見（甲４６公報な
ど）に基づく原告の着想だと主張する。
            Ｂは，確かに，第９発明の当初明細書の草案を作成するにあたって
は，既に公知文献と化している原告が帝人時代に発明した公報を参照した。しか
し，第９発明は，公知文献に係る発明とは異なる技術的課題を解決した，別個の発
明であることは上記のとおりである。
        c)　また，原告が一連の評価状況を記したと主張する月報等の記載は，他
の研究者達が行った実験や測定・評価などを記載した報告書等を原告が見聞して収
集し，報告書の形式にまとめたにすぎないものであることは前記のとおりである。
　　(2) 第１１発明（甲７１の１１）について
　　　【原告の主張】
        第１１発明は，第１８発明を工場レベルで製品化するときの問題点を解決
した発明である。
        第１１発明は，カブリ現象（乳剤を塗った面が，光が当たっていないにも
かかわらず感光してしまう現象で，カラー写真用フィルムにとっては致命的現象で
ある。）を克服するため（第１１発明の本質的部分）の発明である。
        原告は，第１１発明を，原告の有する過去の知見（甲４６，甲７，甲１５
の２１，甲７６及び甲７７）をふまえ，第１１発明のすべてを着想した上，その開
発から出願に至るまで，プロジェクトリーダー兼室長として，部下たちに対して全
面的に指示した。まず，原告は，部下に対して，原告の発明に係る特開昭５１－５
３５８５号公報（甲７７）に記載されている内容，すなわち，ポリマー屑の回収・
再利用，カブリ現象の抑制について詳しく説明し，熱履歴を受けた回収チップは，
酸化，劣化物を多く含み，乳剤を塗布するとカブリ現象が発生するので，回収は，
ハロゲン化銀写真乳剤層（感光層）と接触しない層に入れることを特許の請求項に
することを指示し，併せてその効果，酸化防止剤の効果も実験レベルで確認するこ
とを指示した。さらに，Ｂには，入社後間もなかったため，特許明細書を書かせる
に際しては，あらかじめおよその概念と特許請求項の書き方等を口頭で説明して書
き上げさせ，特許明細書の細かい字句の訂正までして徹底的に直した。
        なお，特許請求の範囲中の「『該』多層フィルムのハロゲン化銀乳剤層に
隣接する層以外の少なくとも１層に『該』多層フィルムを回収して得られる回収ポ
リエステルを含有し，ハロゲン化銀乳剤層に隣接する層には該回収ポリエステルを
含有しない」との構成のうち，「該」との記載を抹消すると，その構成は，既に公
知性を有する。しかし，「『該』多層フィルム」とは，共重合成分としてＰＥＧな
どのポリアルキレングリコールや金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸
（ＳＩＰ）を含有する変性ＰＥＴを使用した多層フィルムである。このように，共
重合成分としてＰＥＧなどのポリアルキレングリコールや金属スルホネート基を有
する芳香族ジカルボン酸（ＳＩＰ）を含有する変性ＰＥＴを使用した多層フィルム
について，上記構成を特許請求の範囲として請求することに新規性を有するのであ
る。特に，ＰＥＧでは，酸化劣化物によるカブリの問題が重大だからである。
　　　【被告の主張】
      ア　第１１発明の特許出願までの経緯



          ポリエステルフィルムの製造過程では，必然的に生じることになる，製
品として使用できないポリエステルフィルムを削減することが課題であり，被告に
おいても，放射線撮影用のフィルムに用いられるポリエステルフィルムの製膜工場
があったため，ポリエステルフィルムをカラー写真用フィルムに用いるに当たり，
その回収，再利用はコスト上必須であった。
          そこで，そのための最適条件について考え，出願しておこうとして，第
９発明と同様，平成４年７月２１日の特許出願検討会において，第１１発明の出願
が決まった。同日付け分担表（乙２０の２）により，Ｂが分担者になったものであ
る。このことは，この分担表の横軸の「回収」の欄の縦長の長方形の領域の右上隅
に「中」（Ｂの略記）と記載されてることから分かる。
          第１１発明を出願するに当たり，単に回収して再利用するだけでは，既
に広く検討されており，当然のことであるから，Ｃ，Ｄ，ＥとＢの４人で話し合
い，カラー写真用支持体に用いるにあたって写真性能に悪影響を与えないことを考
慮して，回収ポリエステルを含む層の位置を規定することで出願することにした。
具体的には積層ポリエステル支持体のうち，回収ポリエステルを含む層をハロゲン
化銀写真乳剤層（感光層）を有さない側に位置させることで写真性能に悪影響を与
えないようにできることを第１１発明の効果にすることを決めた。
          回収ポリエステルの位置と写真性能への悪影響の相関についてはＣ，
Ｄ，ＥとＢの４人で実験・評価をしていたので，Ｂはそのデータに基づいて，Ｃに
相談しながら明細書の草案を作成した。
      イ　出願後の第１１発明
          この第１１発明の特許出願に対しては，平成１４年２月２７日付けで，
特許法３６条４項，５項及び６項に規定する要件を満たしていない旨の拒絶理由通
知（乙９２）が発せられた。
          しかし，当時の被告知的財産部担当者は，「ハロゲン化銀乳剤層に隣接
する層には該回収ポリエステルを含有しない」，「金属スルホネート基を有する芳
香族ジカルボン酸を含まないポリエステル層」などと追記し，回収ポリエステルを
含有する層の位置特定条件を明確化するなどして補正する旨の手続補正書（乙９
３）及び意見書（乙９４）を提出し，登録されるに至った。
      ウ　第１１発明についての原告の関与
          Ｂは，第１１発明の出願明細書の草案を書き終えた時，その草案を原告
に見てもらったが，このときも発明の骨子を変えるような修正は受けなかった。
　　(3) 第１４発明（甲７１の１４）及び第１５発明（甲７１の１５）について
　　　【原告の主張】
      ア　第１４発明と第１５発明とは，ジエチレングリコール（ＤＥＧ）含有量
を全エステル結合単位に対して５モル％以下の範囲で含有する点で共通している。
第１４発明は，第１５発明の「共重合単層ポリエステルフィルム」での評価結果
を，「多層ポリエステルフィルムの積層された共重合ポリエステルフィルム」に適
用したものである。
      イ　ＤＥＧ量の目標値につき，原告が初めに検討したのは，平成３年４月こ
ろである。原告作成に係る同月月報（甲６５の３）においては，ＤＥＧ量の上限値
を「２ｍｏｌ％程度」と設定していた。そして，同年５月には，ＤＥＧ量を低くす
るための具体的方法を検討していた（同月月報（甲６５の４）参照）。さらに，平
成３年９月，原告は，ＤＥＧ量低下の方法を具体的に提案した（同月月報（甲６５
の９）参照）。
          そして，原告は，鐘紡に対してＤＥＧ量を変更した試料の分析・比較実
験等を依頼し，平成３年１１月１５日の打合せの際に，原告は，ＤＥＧ量の上限値
を，当初の「２ｍｏｌ％」から「４ｍｏｌ％」と妥協した。
          同月１８日付「ＫＢ－ＫＣ打ち合わせメモ」（甲６９）は，同月１５日
のＫＢ－ＫＣ打ち合わせの結果をまとめた書面であり，甲６９のうち，白板に記載
のコピーNo.１，No.２，No.３，No.６（日付は平成３年１１月１５日）は原告の直
筆であるところ，白板No.1に記載されている「④ＤＥＧ量（ｍｏｌ％）約４以下
（？）」の文字は，原告が自ら記載した数字であると共に，原告が提案した数字で
ある。
          さらに，原告は，上記提案を踏まえ，最終的には，安全を見てＤＥＧ量
をなお一層高めに採って，「５ｍｏｌ％以下」と決定した。その他，ＤＥＧ量決定
についての原告の関与については，甲６５の３，４，７，８，９，甲６６，甲１２
の３及び甲１２の４に記載がある。



          その後，平成４年４月６日から同月１１日のＭＨＩでの単層変性ＰＥＴ
の生産・商品化レベルでの最終的評価を経て，第１５発明のＤＥＧ量を確定させ，
さらに，平成４年６月１６日から同月１８日のＭＨＩでのＭ－ＰＥＴ／ＰＥＴ２層
積層フィルムの生産・商品化レベルでの最終的評価を経て，第１４発明のＤＥＧ量
を確定させた。
　　　【被告の主張】
      ア　第１５発明について
        a)　第１５発明の特許出願から登録に至るまでの経緯
          　第１５発明は特願平４－２７４６７９号（以下「第１５－２発明」と
いう。）に基づく国内優先権主張を伴う出願である。しかし，第１５－２発明は，
特願平４－９５６５４号（以下「第１５－１発明」という。）に基づく国内優先権
出願であった。したがって，本来，第１５発明は，第１５－１発明及び第１５－２
発明の２件を国内優先権主張すべきところ，手続ミスで第１５－２発明のみを優先
権主張をした形になったもので，そのために，第１５発明の優先日は，第１５の１
発明の出願日たる平成４年４月１５日ではなく，第１５－２発明の出願日である平
成４年１０月１３日となっている。
        b)　第１５－１発明は，共重合成分としてジエチレングリコール（ＤＥ
Ｇ）の含有量を規定したことに特徴を有している発明である（乙７８の１及び
２）。
            ＤＥＧ量については，平成３年（１９９１年）１１月１８日付け「Ｋ
Ｂ－ＫＣ打ち合わせメモ」（甲６９）にＤＥＧ量約４モル％以下として，ＤＥＧ量
の上限値が設定されたことから分かるように，単層の共重合ポリエステルの白化対
策として，既に減量することが議論されており，この時点でＤＥＧの最大使用量を
どの程度に抑えるかという減量目標を数値化するという方向付けがなされていた。
第１５－１発明は，鐘紡との上記打合せにおいて，鐘紡側から提案された約４モル
％以下というＤＥＧ量の上限値を，当時グループ員だったＥ，ＢとＣの３人でこれ
までの実験や評価に基づく知見に基づいて検討した結果，やや広めに「５モル％以
下」とすることに決定して特許出願したものである（乙７８の１，２）。このＤＥ
Ｇ量の上限値設定はあくまでも単層ポリエステルフィルムについてのものであっ
た。
            上記のことをより詳細に説明すると，もともとＤＥＧは，これが多い
と種々の弊害のあることが，昭和６２年当時から鐘紡の技術陣には認識されてお
り，それゆえ，被告の日野工場内にある最新鋭のポリエステル工場（Ａ－１工場）
で製膜するＰＥＴベースの原料チップ（ＫＲペット，製造メーカ：鐘紡）に関する
昭和６２年１月１２日鐘紡作成（同年５月１９日改定）の製品規格（乙９５の３）
には，ＤＥＧ量２％以下（銘柄ＲＡ，ＲＢとも）と明記されていた。また，上記原
料チップの品質管理に使用する目的で，被告が平成２年以降に，鐘紡から受領した
「ＫＣペット生産管理資料」（１９９０年９月版）（乙９６の１）及び同（１９９
２年１月一部改訂版）（乙９６の２）にも，「ＤＥＧ　ｍｏｌ％　１．８±０．
４」と明記されていた。
            しかし，その一方で，ＴＡＣ代替新支持体の場合には，Ｃ研究ノート
（乙９８）の１１月１２日付け記載頁の２頁前の頁下半部分に貼り付けられてい
る，同人の平成３年１１月１４日作成に係る「ＮＳ１０月度月報（～１１／１
４）」の「１．ポリマー」，「１）ＤＥＧ，ヘーズ改良」の項の「１．進捗状況」
及び「２．特記事項」には，「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」などが記載されている。
            そして，平成３年１１月１８日の鐘紡（ＫＢ）との打合せにおいて，
鐘紡新素材研究所作成の同月１５日付け「第１２回写真用新支持体に関する技術連
絡会議資料」（乙７７）に記載の「溶液ヘーズ，ＤＥＧ発生量」の報告データや，
ＤＥＧ量を変えて行った試料の比較結果（殊に，同資料添付別紙④（４枚目）のＰ
Ｆ－２００４とＰＦ－２００８の比較において，ＤＥＧ３．４→５．９ｍｏｌ％で
不良とされた結果）に基づく鐘紡側からの提案によって，ＤＥＧ量は４モル％以下
が良いのではないかという方向性が出された（平成３年１１月１８日付ＫＢ－ＫＣ



打ち合わせメモ（甲６９）にＤＥＧ量約４モル％以下とある）。これに対し，上記
のとおり，Ｃは，ＤＥＧ量を抑制した際の，ヘーズの悪化を避けるためには上限値
をもう少し大きくした方がよいのではないかと思い（上記鐘紡側の資料によって
も，ＤＥＧを５．９まで増やすと不良になるというだけで，４％以上がすべて悪い
ということでもない），４mol％以下という鐘紡の提案を，４％と５．９％の中間値
である５％にまでアップして特許請求の範囲を若干広げて記載することに決め，鐘
紡側の了承を得た後，第１５－１発明の明細書草案（乙７８の１）を作成した。
        c)　第１５－２発明は，第１５－１発明に基づく国内優先権主張出願であ
る。第１５－１発明で記載していた金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン
酸についてその構造に誤りがあったため，国内優先権主張を行って手直しをしたも
のである（乙７９の１，２）。この手直しのきっかけとなったのは，東レから，平
成４年８月に積層フィルム関連の特許出願が公開となったことにより，この東レの
対抗特許を検討する際に構造の誤りに気づいたものである。
        d)　第１５発明は，その内容自体は第１５－１発明，第１５－２発明とほ
ぼ同一で実質的に変わらない。しかし，東レから，平成４年９月及び平成５年２月
に，積層フィルム関連の特許出願が公開されたため，平成５年２月末から同年４月
にかけ，この東レからの対抗出願を検討して，明細書の草案の作成を行い，対抗特
許として出願を完了したものである。
            したがって，第１５発明の本質的部分は，同発明の特許請求の範囲の
【請求項１】に記載された「ジエチレングリコール（ＤＥＧ）を全エステル結合単
位に対して５モル％以下の範囲で含有する」との構成部分にあり，この構成を最初
に組込んだ時期は，第１５－１発明の出願当初明細書（出願日：平成４年４月１５
日）の作成時である。
        e)　第１５発明についての原告の関与
            第１５発明のＤＥＧ量の規定については，上記のとおり，原告が発明
者として関与したことはない。
          ①　原告は，原告作成に係る平成３年４月月報（甲６５の３）に問題点
が指摘されていると主張する。
              しかし，原告が主張する内容は，原告が上記月報（文書の名は，正
確には月報ではなく，「実績報告」である。）を作成した４月３０日よりも８日前
である同月２０日に，当時のプロジェクトリーダーであったＬが第４開発センター
のＫセンター長に対して，作成，提出していた月報の内容とほぼ同一である。した
がって，原告は，Ｌの月報の写しを入手し，これを元に甲６５の３を作成していた
ものである。
          ②　原告は，ＤＥＧ量の低減方法について具体的に検討していたとも主
張する。
              しかし，原告が主張する方法は，特開昭６３－３９９１７号（乙１
００の２）及び特開昭６３－２７８９２７号（乙１００の３）に記載されている。
すなわち，写真用も含めて，ポリエチレンテレフタレートの合成の際に，酢酸ナト
リウム，水酸化ナトリウム或いはテトラエチルヒドロキシアミン等のアルカリ化合
物を触媒と共に含有することは，公知であった。
          ③　原告は，甲６９のうち，白板に記載のコピーＮｏ．１にある「④Ｄ
ＥＧ量（ｍｏｌ％）約４以下（？）」の文字が原告の肉筆であることを理由に，こ
の数値は原告が提案したと強弁している。
              しかし，鐘紡との打合せの場における白板の文字が原告の肉筆によ
って記載されていることは，原告が議事の内容を白板に記載する役割を担当した事
実を示すのみであって，約４ｍｏｌ％との数値が鐘紡側から出されたとする被告の
主張と何ら矛盾するものではない。のみならず，原告は，この約４という数値は，
原告が当初の「２ｍｏｌ％」から「４ｍｏｌ％」に妥協したものである，と述べて
いる。しかし，上記のとおり，ＤＥＧ量を２．７～４．０ｍｏｌ％にした場合でも
なおヘーズやｂ値は悪かった実験例が存在することに鑑みれば，４％が「妥協」の
産物というのは事実に反することが明らかである。
          ④　原告は，ＤＥＧ量の確定時期について，平成４年６月１６日から同
月１８日のＭＨＩでのＭ－ＰＥＴ／ＰＥＴ２層積層フィルムの生産・商品化レベル
での最終的評価を経た後であると主張する。
              しかし，上記のとおり，第１５－１発明は，上記ＭＨＩでの単層変
性ＰＥＴの生産・商品化レベルでの最終的評価を行う前の，遅くとも同年３月下旬
ころに，Ｃ，Ｅ，Ｂの３人が発明の完成を認識したので，リーダー格のＣがその明



細書草案を作成し，当該草案を添えてその出願依頼書（乙７８の２）を４月初旬に
提出したものである。したがって，ＤＥＧ量の上限値を５％とすることに確定した
時期も，遅くとも同年３月下旬ころである。
              原告は，自らの体験に基づく記憶ではなく，第１５発明の公開特許
公報（甲７１の１５）に記載されている優先日とＭＨＩでの生産レベルでの実験時
期とが近接しているという時系列上の序列のみを頼りに，自ら体験していない第１
５発明の発明経緯を空想して，あたかも自らが発明したかのように述べているにす
ぎない。
              以上のとおり，原告は，公開特許公報に記載されている事項から読
み取れる範囲内の発明の内容ばかりを主張し，また発明の時期としては，公開公報
の書誌事項として記載されている出願日や優先日から逆算してその１か月から２か
月前には出願内容が固まっていたと推定して主張しているものである。
      イ　第１４発明について
        a)　第１４発明の特許出願から登録に至るまでの経緯
            第１４発明は，特願平４－２９２１６０号（以下「第１４－１発明」
という。）に基づく国内優先権主張出願である。
            第１４－１発明は，共重合成分としてジエチレングリコール（ＤＥ
Ｇ）の含有量を規定したことに特徴を有している発明である（乙７６の１及び
２）。
            第１４－１発明は，これまで評価してきた結果を持ち寄って検討した
特許出願検討会において，既にＣが，第１５－１発明として，ＤＥＧ量を５モル％
以下とする単層の共重合ポリエステルフィルムに関する特許出願の明細書を作成
し，出願済みであったことから，これを積層のポリエステルフィルムに応用して出
願することになり，平成４年７月２１日付分担表（乙２０の２）により，Ｃが明細
書の草案作成を分担することになったものである。
            したがって，第１４－１発明のコニカ側の発明者は，積層の共重合ポ
リエステルフィルムについて共同で実験，評価を行ってきたＣ，Ｄ，Ｅ，Ｂの４人
である（乙７４，Ｃ陳述書５頁）。
        b)　そして，第１４発明は，東レの対抗出願としての位置づけにおいて，
上記第１４－１発明に基づく国内優先権主張出願としてなされたもので，第１４－
１発明の特許請求の範囲の文言を手直しした程度のものであって，実質的に発明を
変更するものではなかった（「ポリアルキレングリコール」を「ポリアルキレング
リコール類」と拡張しただけである。）。
            したがって，第１４発明のコニカ側の発明者は，第１４－１発明と同
じＣ，Ｄ，Ｅ，Ｂの４人である。
        c)　第１４発明についての原告の関与
            原告が，第１４発明のＤＥＧ量規定について発明者として関与したこ
とは全くなかったことは，第１５発明で述べたとおりである。
            また，Ｃが作成した第１４発明の明細書の記載内容について，原告か
らは何ら具体的な指示はなかった。
　　(4) 第１９発明（甲７１の１８）について
　　　【原告の主張】
      ア　第１９発明は，第１８発明を工場レベルで製品化するときの問題点を解
決した発明である。その目的は，フィルムの端にパーフォレーション（穿孔）を開
けるに際し，Ｍ－ＰＥＴ／ＰＥＴ／Ｍ－ＰＥＴは３層から成るため各層がその貼り
合わせ面で剥がれやすくなる（層間剥離）のを，剥がれなくなるようにするという
ことにある。隣接する２層のうち少なくとも１層が他方の層を含有するように，す
なわち，隣接する２層の各共重合成分（ＳＩＰ［スルホイソフタール酸］，ＰＥＧ
［ポリエチレングリコール］）の差（ΔＳＩＰ，ΔＰＥＧ）を一定の範囲に収める
ようにした。
      イ　クレーム中の「『任意の隣接する２層間において，金属スルホネート基
を有する芳香族ジカルボン酸の含有量の差（ΔSIP ）が５．５モル％／全エステル
結合以下であり，かつポリアルキレングリコール類の含有量の差（ΔPEG ）が６．
０重量％／全重量以下である』との構成を規定するに至った具体的根拠は，次のと
おりである。
          原告は，隣接する２層の各共重合成分（ＳＩＰ，ＰＥＧ）の差（ΔＳＩ
Ｐ，ΔＰＥＧ）を一定の範囲に収めるようにするため，この一定の範囲を，実験に
基づいてある程度決めようと試みたが（甲１３），結局決められず，実験に基づか



ない机上の計算によりその数値を求めた。第１９発明以前に，既に，第５発明，第
６発明，第９発明ないし第１４発明及び第１７発明が出願されており，それらの発
明において，隣接する２層の各共重合成分（ＳＩＰ，ＰＥＧ）は，ＳＩＰにつき２
～７モル％／全エステル結合，ＰＥＧにつき３～１０重量％／全重量と定められて
いた。ところが，第１９発明においては，隣接する２層の間のＳＩＰとＰＥＧの各
含有量の差を規定する書き方を採った。そして，既に先行していた上記第５発明，
第６発明，第９発明ないし第１４発明及び第１７発明の結果を単純に踏襲し，①Ｓ
ＩＰ（金属スルホネート基を有する芳香族カルボン酸）については，１つの層に含
有されるＳＩＰの最小値が２モル％／全エステル結合，最大値が７モル％／全エス
テル結合と定められていたのであるから，ΔＳＩＰは，７－２＝５モル％／全エス
テル結合以下となる。②同様に，ＰＥＧ（ポリエチレングリコール。
ポリアルキレングリコールの一種。）については，ΔＰＥＧは，１０－３＝７重量
％／全重量以下となる。その上で，原告は，経験的に，ＳＩＰは相溶性が良いこと
から，ΔＳＩＰをより高めに採っても問題が少ない反面，ＰＥＧは相対的に相溶性
が悪く，ΔＰＥＧをより低めに採る必要が有ると判断していたことから，ΔＳＩＰ
をやや高めに採り，５．５モル％／全エステル結合以下と定め，他方，ΔＰＥＧを
やや低めに採り，６．０重量％／全重量以下と定めたのである。
    【被告の主張】
      ア　第１９発明の特許出願までの経緯
          第１９発明は，膜はがれの課題を解決するための特許出願であったが，
主として，東レから出願された特許に対抗する位置づけで出願されたアイデア出願
である。
          被告は，第１９発明の出願前，既に，平成４年１１月２５日，膜はがれ
対策に関して第１２発明を特許出願していた。第１２発明は，共重合成分としてポ
リアルキレングリコールを含有する記載になっていたが，東レの出願特許に対抗す
るため，「ポリエチレンオキシジカルボン酸」を含める形での出願をする必要が生
じ，これを出願したのが第１９発明である。
          もっとも，第１９発明は，第１２発明を基礎とした国内優先権主張出願
としていない。これは，膜はがれについてはまだまだ種々の技術的検討が行われて
おり，明確な解決策がなかったことから，Ｃ，ＥとＢの３人が話し合い，第１２発
明とは別の観点からの出願にすることになったことによる。すなわち，既に出願を
終えた第１２発明は，３層積層する際には３層とも必ず共通する共重合成分を有す
る構成になっていたことから，第１９発明は，共重合成分を混ぜる必要がない層が
あってもよいという構成，すなわち必ずしも共重合成分を混ぜる必要がない層も含
ませることを目的にして，隣接する２層間で共重合成分の含有量差が小さいことを
規定することにしたものである。この第１９発明の効果については，実施例により
具体的な実験，評価を行ったわけではないが，これまでＣ，ＥとＢの３人で行って
きた実験，評価から得られている多くのポリエステルフィルムに関する知見からそ
の効果を推定したものである。第１９発明において具体的に採用された，共重合成
分の含有量差についての「任意の隣接する２層間において，金属スルホネート基を
有する芳香族ジカルボン酸の含有量の差（ΔSIP ）が５．５モル％／全エステル結
合以下であり，かつポリアルキレングリコール類の含有量の差（ΔPEG ）が６．０
重量％／全重量以下である」との構成を設定することの効果については，これまで
Ｃ，ＥとＢの３人で行ってきた実験，評価（特に，Ｅは，平成４年９月下旬ないし
１０月上旬ころ，既に，パーフォレーションの穿孔によると思われる膜はがれの確
認実験に取り組んでいた。乙７５）から得られている多くのポリエステルフィルム
に関する知見から合理的に推認できたものである。
          このように第１９発明は，東レの公開特許出願に対する対抗出願をする
ことをきっかけとして，これまでの知見に基づいて，Ｃ，ＥとＢの３人が話し合っ
て具体的な構成を明確にした上で明細書を作成したものである。
      イ　第１９発明についての原告の関与
          第１９発明は，Ｃ，ＥとＢの３人で行ってきた実験，評価から得られて
いる多くのポリエステルフィルムに関する知見から，東レの特許対抗策として具体
的な構成を上記３人のグループメンバーで話し合って決め，Ｂがその明細書草案を
書くことになったものである。しかし，原告は，上記実験，評価に参加したことは
なかったし，東レ特許対抗策の構成を決める話し合いにも参加していない。
          また，明細書草案を書き終えたＢは，その草案を原告に見てもらった
が，このときも発明の骨子を変えるような修正は受けなかった。



          したがって，第１９発明の被告側の発明者は，Ｃ，ＥとＢの３人でであ
る。
　　(5) 第２５発明（甲７１の２４）について
　　　【原告の主張】
      ア　第２５発明は，第１８発明を基本とする発明である。平成４年６月１６
から同月１８日のＭＨＩで行われた非対称積層フィルム（Ｍ－ＰＥＴ／ＰＥＴ／Ｍ
－ＰＥＴ）の工業レベルでの評価を受けて現れた問題点の克服（第１７発明の易切
断性，第１９発明及び第２３発明の穿孔性），東レの出願した特許の対抗策として
の特許出願を経て，第２５発明（商品設計特許）を構想する段階となった。第２５
発明は，実際に製造した非対称積層ポリエステルフィルムの物性を測定し，その数
値を特許請求の範囲に規定した数値限定特許である。第２５発明は，第１８発明を
元に，第１８発明において記載がない，「横方向カール度，横方向カール度のム
ラ，縦・横方向の熱収縮率」を規定したもので，第１８発明を，特許戦略上，補う
特許である。
      イ　クレーム中の「『該ポリエステルフィルムの横方向のカール度が５～５
０ｍ

－１
でカール度のムラが１０ｍ

－１
以内であり，縦方向の熱収縮率が０．５～３．

０％で横方向の熱収縮率が－０．５～０．５％である』との構成は，原告が，最も
実施したい周辺（製品そのもの）をピンポイントに近い範囲限定で出願する戦略を
採り，Ｃに命じて，作製フィルムの横方向カール度，カール度ムラ，縦，横方向の
熱収縮率（１３０℃で３０分間）等を測定させ，その実測値に基づき，規定したも
のである。しかし，横方向カール度（巾手方向カール度）の実測結果及びカール度
ムラについての実測結果については，原告の手元にはない。縦方向の熱収縮率につ
いての実測結果及び横方向の熱収縮率についての実測結果は，甲１３の４頁の下か
ら９行目の「２）熱収縮率」，及び「表－４」，「表－５」，「表－５」の下欄に
記載の数字等である。原告は，その後の工場実験レポートに記載の数字を見て，縦
方向の熱収縮率を０．５～３．０％，横方向の熱収縮率を－０．５～０．５％との
数値を決めた。ただし，縦方向の熱収縮率が０．５～３．０％，横方向の熱収縮率
が－０．５～０．５％との数値は，写真フィルムたる以上どうしても必要な，一番
ポピュラーな数値であって，これらの数値自体には特段の特許性はない。非対称積
層フィルムの巾手方向のカール度やカール度ムラについて，実測した独自の数値を
請求項に盛り込んだことにより特許性を持たせたものである。
　　　【被告の主張】
      ア　第２５発明の特許出願までの経緯
          第２５発明は，平成５年の１１月ないし１２月ころに積層ＰＥＴの熱収
縮率についてＥ，IとＣの３人が共同で検討をしていたときに，実際のフィルムをつ
くって測定したところ，縦方向の熱収縮率が０．５～３．０％で横方向の熱収縮率
が－０．５～０．５％の範囲に入っていたので，これは新規だろうということで出
願することにした発明である。ただ，熱収縮率の規定だけでは，進歩性が低いと思
われたので，これまでの実験結果から得られた知見に基づき積層ＰＥＴであれば通
常は入るであろうと推測し得る横方向のカール度とカール度のムラとを組み合わせ
た構成の発明としている。この第２５発明の出願目的は，後願の排除である。
      イ　出願後登録に至るまでの第２５発明
          第２５発明の特許出願に対しては，平成１４年１０月２４日付けで，特
許法２９条２項及び同法３６条５項及び同６項の規定により特許を受けることがで
きない旨の拒絶理由通知（乙１０１）が発せられ，被告は，この拒絶理由通知に対
し意見書を提出して争ったが，平成１５年４月３０日付けで拒絶査定（同年５月１
４日到達・乙１０２）がなされた。そこで，被告は，同年６月１２日，該拒絶査定
の確定を妨げるべく審判の請求をなすと共に，上記査定理由を解消すべく手続補正
書（同年７月７日付け・乙１０３）を提出して明細書の記載の補正（特許請求の範
囲の記載の補正を含む。）をなし，手続補正書（同年８月６日付け・乙１０４）を
提出したところ，特許庁審査官の前置審査手続において，「原査定を取り消す。こ
の出願については，拒絶の理由を発見しないから，特許査定する。」旨の査定がな
され，特許登録に至ったものである。
      ウ　第２５発明についての原告の関与
          上記の熱収縮率を検討したり測定したりするに当たって，原告からの指
示はなかった。
          したがって，第２５発明の被告側の発明者は，当時共同で積層ＰＥＴの
熱収縮率について検討していたＥ，IとＣの３人である（乙７４，Ｃ陳述書９頁）。



          原告は，上記積層ＰＥＴの熱収縮率についての検討に参加していなかっ
たし，明細書草案を書き終えたＣは，その草案を原告に見てもらったが，このとき
も発明の骨子を変えるような修正は受けなかった。
          したがって，第２５発明のコニカ側の発明者は，当時共同で積層ＰＥＴ
の熱収縮率について検討していたＥ，IとＣの３人である（乙７４・９頁）。
　　(6) 第２６発明（甲７１の２５）について
　　　【原告の主張】
      　第２６発明の内容は，第１８発明を基本としつつ，より洗練させたもので
ある。東レの特許対策として，「オキシアルキレン基」の繰り返し構造を有する化
合物を共重合成分として追加したものである。
        第２６発明の本質的部分は，非対称積層ポリエステルフィルムであること
にあり，①アンチカール度付与(プリント適性)，②プリントボケと切断性の向上，
③接着性と短時間での巻ぐせ解消性の効果を与えるということが，その根本的な目
的である。この目的を満足させるため，クレーム中の数値が，実測に基づき確定さ
れた。ただし，その実測結果については，原告の手元にはない。
　　　【被告の主張】
      ア　第２６発明の特許出願までの経緯
          第２６発明は，第２３発明の穴埋め的な特許という位置づけのものであ
る。すなわち，第２６発明は異なる共重合ポリエステル（Ａ），（Ｂ）の積層にお
いて，それぞれの厚みをｄＡ，ｄＢとしたときに，その比ｄＡ／ｄＢを０．７未満
とし，かつ任意の二層間の共重合成分の含有量差を規定したものである。
          当時，被告において，望ましいものとして検討していた厚み比は，ｄＡ
／ｄＢを「０．７以上」とすることであり，これを第２３発明で規定して特許出願
していた。したがって，第２６発明は，それ以外の厚み比の領域「０．７未満」に
ついて規定をした，いわば第２３発明の穴埋め的な位置づけのものである。
          この第２６発明は，グループ員であるＣ，IとＥ３人の話し合いの中から
出てきたアイデアをヒントにして，Ｅがこれまでの実験や知見に基づいて明細書を
作成したものである。
      イ　出願から登録に至るまでの第２６発明
          第２６発明の特許出願に対しては，平成１４年６月７日，特許法２９条
の２の規定により特許を受けることができない旨の拒絶理由（乙１０６の１）が発
せられた。被告は，この拒絶理由を回避するために，被告が同年８月１２日付け手
続補正書により特許請求の範囲にクレーム中の「Ａ層及びＢ層のポリエステルの固
有粘度が，０．４５～０．６５であり」との構成を挿入追加した（乙１０７：平成
１４年８月１２日付け意見書２頁参照）。
      ウ　第２６発明についての原告の関与
        a)　第２６発明の本質的部分である上記「Ａ層及びＢ層のポリエステルの
固有粘度が，０．４５～０．６５であり，Ａ層の厚みの総和ｄA，Ｂ層の厚みの総和
ｄBの比ｄA／ｄBが０．７未満であり」との構成は，第２６発明の出願当初の明細書
において既に特許請求の範囲ないし発明の詳細な説明に記載されていた技術事項で
あり，その明細書草案は，グループ員であるＣ，IとＥの３人による話し合いの中か
ら出てきたアイデアをヒントにして，Ｅがこれまでの実験や知見に基づいて明細書
を作成したものである。
            しかし，原告は，上記アイデアの着想に関与していないし，Ｅが明細
書草案を作成する上で，原告からの指示は全くなかった。
            したがって，第２６発明のコニカ側の発明者は当時のグループ員であ
るＣ，IとＥの３人である（乙６６・９頁）。
        b)　原告が第２６発明の本質的部分であると主張する請求項１の記載のう
ちの「少なくとも２層以上積層してなるポリエステルフィルムであって，・・・か
つ共重合成分としてオキシアルキレン基の繰り返し構造を有する化合物をポリマー
の全重量に対して５重量％未満含有するポリエステル層（Ｂ層）とを有し，」との
構成については，既に，第２３発明の請求項２において記載されているから，第２
６発明の本質的部分たり得ない。
            したがって，原告の主張は成り立たない。
　３　争点１－ウ（登録に至らなかった発明についての発明者）について
　　　この点に関する原告及び被告の主張は，次に記載するほか，別紙登録に至ら
なかった発明についての当事者の主張のとおりである。
      【原告の主張】



    (1)　第１８発明の他の本件各発明は，すべて，恒星たる第１８発明の惑星群と
して発明されたものである。すなわち，第１８発明以外の各発明は総じて，第１８
発明における根本的に斬新，かつ，前人未踏の発想の実現を前提として，第１８発
明において不足していた点を補充的に拡充しているのである。
        第１８発明以外の各発明について，内容の観点から分類すると，①「単層
変性ポリエステルフィルム」に関する発明で，間接的に第１８発明と関係する発明
（第１発明，第２発明，第４発明，第７発明，第１６発明），②「第１８発明」の
一部をなす発明（第３発明，第５発明，第６発明，第８発明，第１０発明），③
「第１８発明」を工場レベルで製品化するときの問題点を解決した発明（第１２発
明，第１３発明，第１７発明，第２３発明），④その他（第１８発明を防衛するた
めの発明－第２０ないし第２２発明，第１８発明の製造法についての発明－第２４
発明）に分けられる。
    (2)　拒絶査定確定分である第２発明，第５発明，第１７発明，第２３発明及び
第２４発明の発明者について審理を求める理由は，次のとおりである。
      ①　上記５発明は，本件２６件の発明中のその余の発明と相互に密接に関わ
っていることから，その余の発明についての原告の貢献度等を確定するために不可
欠といえる。
      ②　第５発明については，アメリカ合衆国において登録特許となってお
り（US5387501A），発明自体として価値がある。
      ③　第２発明及び第５発明については，欧州特許庁において公開され，審査
はこれからであり（第２発明につきEP0562533A1，第５発明につき
EP0568268A2・EP0568268A3。），特許成立の可能性を残すため，発明としての価値
判断はこれからである。
    (3)　みなし取下げ分である第１発明，第３発明，第４発明，第６発明ないし第
８発明，第１０発明，第１２発明，第１３発明，第１６発明，第２０発明ないし第
２２発明について審理を求める理由は，次のとおりである。
      ①　いずれの発明も，審査請求期間の徒過により取り下げとみなされている
が，その理由は不明確である。本来，上記１３件の発明はいずれも，将来使用され
る可能性が十分にある発明であるから，被告が恣意的に審査請求をしなかったこと
により，原告が不利益を被るいわれはない。
      ②　第８発明，第１０発明及び第１３発明については，第１４発明と共に，
欧州特許庁で登録特許となっており（EP0572275B1），ドイツ特許庁においても同様
であり（DE69331718D1），かつ，又アメリカ合衆国においても登録特許となってい
る（US5372925A,US5580709A）など，発明自体として価値がある。
      ③　第１９発明については，アメリカ合衆国において登録特許となってい
る（US5556739A）など，発明自体として価値があり，欧州特許庁においても公開さ
れており（EP0618488A1），現時点では未審査であるが，特許成立の可能性を残して
いるものである。
      ④　第１発明及び第４発明については，欧州特許庁において公開され（第１
発明につきEP0545439A1，第４発明につきEP0566094A2・EP0566094A3。），未審査で
あるが，特許成立の可能性を残すので，発明としての価値判断はこれからである。    

      【被告の主張】
    (1)　みなし取下げ分について
        第１発明，第３発明，第４発明，第６ないし第８発明，第１０発明，第１
２発明，第１３発明，第１６発明，第２０ないし第２２発明に係る各特許出願（合
計１３件）は，いずれも出願審査請求期間（出願日より７年）の徒過により出願を
取り下げたものとみなされている（平成１１年法律第４１号による改正前の特許法
４８条の３第４項・乙１０８の１ないし１３）。
        上記の各発明の特許出願（１３件）について，被告が出願審査請求をしな
かったのは，出願後の年月経過に伴う各種状況の変化により特許取得の必要性が失
われたことによる。
        上記の１３件の特許出願のうち，最も遅くみなし取下の効果を生じたの
は，第２１発明及び第２２発明に係る出願であり，いずれも平成１２年６月２日に
出願審査請求期間が満了している（前記前提となる事実〔第２の２のウ〕参照）。
原告が，被告に対し，本件２６件の特許を含むＴＡＣ代替新写真用支持体関連の特
許出願について自分が発明者であるから補償金請求権を認めて欲しい旨を最初に申
し入れた日は，訴状５頁にも記載されているように，平成１２年６月２６日であ



る。つまり，原告は，上記１３件の発明の各出願審査請求期間がすべて満了した後
に被告に対して申し入れをしたもので，被告は，原告から申し入れを受けるまで，
原告が上記１３件の発明につき発明者としての権利を主張していることすら知らな
かった。
        したがって，被告が上記１３件の発明に関し，それぞれの出願審査請求期
間内に審査請求をしなかったことについて，原告の利益を害する意図等を有してい
なかったことは明らかである。
    (2)　拒絶査定確定分について
        第２発明，第５発明，第１７発明，第２３発明および第２４発明に係る各
特許出願（合計５件）は，いずれも被告から出願審査請求をして，特許庁審査官の
審査を受けたものの，拒絶理由を受け，当該拒絶理由を争う余地はないと判断した
か，あるいは，意見書を提出したものの，最終的に拒絶査定を受け，拒絶査定の理
由の記載が十分説得的であったため，これを争う余地はないと判断して，不服審判
の請求を断念した結果，当該拒絶査定が確定したものである。
　４　争点２（特許を受ける権利の承継）について
　　　【原告の主張】
        被告は，工業所有権管理規程に基づき，原告から，本件各発明についての
特許を受ける権利を承継し，これについて特許出願した。
　　　【被告の主張】
        原告の上記主張は否認する。ただし，仮に，原告が，本件２６件の発明の
いずれかについて，共同発明者の一人であると認められる場合は，その場合に限
り，原告主張の承継の事実を認める。
　５　争点３（相当の対価の額）について
　　　【原告の主張】
　　(1) 本件各登録発明における原告の貢献度
　　　ア　第１８発明について
          原告の貢献度は７５％である。
          すなわち，原告が単独で，積層ポリエステルフィルム（ポリエステル支
持体の張り合わせ）と，非対称の積層を提案し，Ｃと予備的検討をし，プロジェク
ト化し，プロジェクト化後は，原告がプロジェクトリーダーとして，具体的構想を
練り，テストプラント実験を行い，工場実験を行い，品質設計をし，商品化し得る
までに至らせたものである。Ｃは，原告の意向を受けて，実験の具体化，製膜テス
ト，評価の中心として活動したものであり，その貢献度は１５％である。その余の
者らは，補助的役割を果たしたにすぎず，全体で１０％の貢献度である。
　　　イ　第９発明
          第９発明は，原告発明に係る甲４６発明，甲１５の２１発明，甲１５の
２７発明及び甲７６発明から，原告が着想したものである。第９発明は，甲４６発
明及び甲１５の２１発明と，固有粘度，固有粘度差等，規定数値が，いずれも全く
同じであり，巻癖回復性と機械的強度の二律背反性を満たし，かつ，巻癖を調節す
る役割を果たすバックコート層の塗布を省略できるという目的も，その目的達成の
ための手段，すなわち，「非対称積層アンチカールの発想」（第９発明の本質的部
分）も，全く同じである。
          したがって，第９発明における原告の貢献度は１００％である。
　　　ウ　第１１発明
          原告は，原告の過去の知見（甲４６，甲７，甲１５の２１，甲７６及び
甲７７）を踏まえ，第１１発明のすべてを着想した上，その開発から出願までの
間，プロジェクトリーダー兼室長として，部下に全面的に指示した。
          したがって，第１１発明における原告の貢献度は１００％である。
　　　エ　第１４発明
          原告は，第１４発明の発想から出願まで，プロジェクトリーダー兼室長
として，第１４発明のすべてを発想し，リードした。第１４発明の本質的部分は，
ＤＥＧ（ジエチレングリコール）の量を限定したところにあるところ，ＤＥＧ量に
ついては，平成３年，原告が毎月のように検討し続けていた（甲６５の３，４，７
ないし９及び甲６６）。
          したがって，第１４発明における原告の貢献度は８０％である。
　　　オ　第１５発明
          原告は，第１５発明の発想から出願まで，プロジェクトリーダー兼室長
として，第１５発明のすべてを発想し，リードした。第１５発明の本質的部分は，



ＤＥＧの量の限定に有るところ，ＤＥＧ量については，平成３年，原告が毎月のよ
うに検討し続けていた（甲６５の３，４，７乃至９及び甲６６）。
          したがって，第１５発明における原告の貢献度は８０％である。
　　　カ　第１９発明
　　　　　原告は，第１９発明の発想から出願当時まで，プロジェクトリーダー兼
室長であったところ，平成４年１２月から平成５年１月にかけて問題が発覚し，Ｍ
－ＰＥＴとＰＥＴの低温穿孔（孔あけ）で層間剥離するのを防ぐには，隣接するＭ
－ＰＥＴとＰＥＴの中に含まれる成分の内容を近づければ良いことは，原告にとっ
ては発想容易であったが，被告の他の社員には，着想しようがないことであった。
          したがって，第１９発明における原告の貢献度は７０％である。
　　　キ　第２５発明
          原告は，第２５発明の発想から出願当時まで，プロジェクトリーダー兼
室長として，部下たちに，「第１８発明の商品化に向けて，商品設計に近い物性特
許を，広い範囲（商品を含みつつ，それより広い範囲。）を先に，絞り込んだ狭い
範囲（商品に近い。）を後にして，多数出願しておくように。」と指示したとこ
ろ，第２５発明は，それらの特許の中で，数値限定を厳しく採った発明（商品その
ものに近いもの。）である。
          したがって，第２５発明における原告の貢献度は５０％である。
　　　ク　第２６発明
          原告は，第２６発明の発想から出願当時まで，プロジェクトリーダー兼
室長として，東レ特許対策を指示し，実現させた。
          したがって，第２６発明における原告の貢献度は８０％である。
　　(2) 売上額
      ア　本件２６件の発明についての第三者の実施状況
          本件２６件の発明は，現在に至るまでいずれも実施されていない。しか
し，コダック社と被告は，平成１２年９月６日（効力発生日は同月８日），共同研
究開発契約（以下「本件共同開発契約」という。）を締結し，同契約において両社
が「フィルム支持体」に関する技術知識を相互に使用することができるようにし
（クロスライセンス契約），共同でフィルム支持体を研究開発すべきことが合意さ
れている。かかる本件共同開発契約締結を可能ならしめたのは，被告が，ＣＴＡの
有力な代替となるフィルム支持体であるところの「積層ポリエステルフィルム」に
ついての特許権（第１８発明）を有していたからである。
          被告もコダック社も，第１８発明以外には，ＣＴＡの代替となり得るフ
ィルム支持体特許を有していない以上，近い将来，両社が第１８発明の積層ポリエ
ステルフィルムを使用したカラーフィルムを製造・販売する客観的可能性，若しく
は，第１８発明の積層ポリエステルフィルムを基本的アイデアとするフィルム支持
体を製造・販売する客観的可能性は極めて高い。また，被告及びコダック社が，他
の会社に対して，第１８発明の積層ポリエステルフィルムの特許権の実施権を許諾
し，他社において同特許を使用したカラーフィルムを製造・販売する客観的可能
性，若しくは，第１８発明の積層ポリエステルフィルムを基本的アイデアとするフ
ィルム支持体を製造・販売する客観的可能性も少なくはない。さらに，被告及びコ
ダック社が，仮に，第１８発明の積層ポリエステルフィルムないしその類似のフィ
ルム支持体を製造・販売しなくても，被告にとっては，第１８発明の積層ポリエス
テルフィルムがあればこそ，コダック社と提携でき，それゆえ，同社とクロスライ
センス契約を締結する恩恵に浴したという利益がある。
      イ　被告が受けるべきと見込まれる売上総額
          現時点（平成１４年時点）において，カラーフィルムの全世界での年間
売上金額は，約４０００億円と推定される。なぜなら，①フィルム等の市場動向を
調査する文献として権威ある第１２回年次ロビンソン・レポート（甲６）によれ
ば，全世界におけるカラーフィルム売上総本数は約３０億本であり（甲６，ページ
２５，図表３．１），②日本におけるカラーフィルム１本の売価は１００円ないし
１５０円であるからである。なお，上記時点で，カラーフィルムの全世界での年間
売上金額は，毎年３％ずつ伸張している。
          そして，被告とコダック社とのカラーフィルム（＝カラーネガティヴフ
ィルム）の全世界におけるマーケットシェアは約６５％と推定され，（甲６，ペー
ジ（１０），写真フィルムの中に占めるフィルム支持体の原価構成率は，被告にお
いて，平成１４年時点で１０％程度であると見込まれる。
          したがって，被告が第１８発明を実施した積層ポリエステルフィルムに



より，コダック社とともに受けるべきと見込まれる年間売上高は，１年目が約２５
０億円，２年目が約２５８億円（２５０億円×１．０３），３年目が２６６億円
（２５８億円×１．０３）である。
          そして，被告が有する積層ポリエステルフィルム特許権存続期間は平成
２５年４月２５日までの約１１年間であるから，被告がコダック社とともに受ける
べきと見込まれる総売上高は，約３２００億円である。
      ウ　他人の発明の実施を禁止することができることに起因する比率
          ５０％と推定される。
      エ　被告の貢献度
          本件２６件の発明中，積層ポリエステルフィルムのアイデアは，原告独
自のものであり，原告が発想し，被告社員に指示して開発したものであって，被告
に蓄積された技術知識とは無関係であるから，本件２６件の発明に対する被告の貢
献度は３５％である。
      オ　実施料率
          本件２６件の発明に係る特許の実施料率は，全体で７％と推定される。
　　(3) 本件２６件の発明の対価の算定
      ア　原告は，上記のとおり，売上額を約３２００億円と算定した上で，これ
に，他人の発明の実施を禁止することができることに起因する比率５０％，被告の
貢献度３５％を減じた６５％，実施料率７％及び原告の本件各登録発明における各
貢献度をそれぞれ乗じた上で，次のイのとおり，本件各登録発明全体の相当対価の
一部請求として，合計１億円を請求するものである。
      イ　本件２６件の発明中，第１８発明は，その中核をなす発明であり，その
余の発明は，第１８発明を支える発明である。第１８発明が中核をなす発明である
ことを考慮すれば，被告の売上額に占める各発明の寄与の割合は，第１８発明は６
５％，その余の第９発明，第１１発明，第１４発明，第１５発明，第１９発明，第
２５発明及び第２６発明は，それぞれ５％を占めるものである。
          したがって，各別の発明が相当の対価の全額に占める割合は，次のとお
りである。
          第１８発明：第９発明：第１１発明：第１４発明：第１５発明：第１９
発明：第２５発明：第２６発明
        ＝  ０．６５×０．５×０．６５×０．０７×０．７５
        　：０．０５×０．５×０．６５×０．０７×１．０
        　：０．０５×０．５×０．６５×０．０７×１．０
        　：０．０５×０．５×０．６５×０．０７×０．８
        　：０．０５×０．５×０．６５×０．０７×０．８
        　：０．０５×０．５×０．６５×０．０７×０．７
        　：０．０５×０．５×０．６５×０．０７×０．５
        　：０．０５×０．５×０．６５×０．０７×０．８
        ＝  １９５：２０：２０：１６：１６：１４：１０：１６
          原告は，本訴において，上記各発明の相当の対価として，合計１億円を
請求するものであるが，上記割合に基づいて，同請求金額を割り振ると，第１８発
明は６３５１万７９１６円，第９発明は６５１万４６５８円，第１１発明は６５１
万４６５８円，第１４発明は５２１万１７２６円，第１５発明は５２１万１７２６
円，第１９発明は４５６万０２６１円，第２５発明は３２５万７３２９円，第２６
発明は５２１万１７２６円（合計１億円）となる。
          ところで，登録されなかった１８件の発明（第１ないし第８発明，第１
０発明，第１２発明，第１３発明，第１６発明，第１７発明，第２０ないし第２４
発明）については，その相当対価は，それぞれ１万円であり（合計１８万円），こ
れらが第１８発明を補う発明であることからすれば，上記１８件の発明と第１８発
明についての相当の対価の合計金額として，上記６３５１万７９１６円を請求する
こととする。
          以上によれば，原告は，本訴において，第１８発明について６３３３万
７９１６円，登録されなかった１８件の発明について各１万円，登録されたその余
の発明については，上記の金額を請求するものである。
　【被告の主張】
　　(1) 相当の対価について
        本件２６件の発明のいずれかについて，仮に，原告が共同発明者である可
能性があるとしても，原告も認めているように，被告が本件２６件の発明を実施し



たことはない。
        また，デジタルカメラの普及により，今後，フィルムの販売数量が増える
見込みはなく，フィルムの販売により利益を上げることは困難な状況にあり，カラ
ーフィルムの需要が減少していくスピードは加速度を増していることから，被告に
おいても，フォトイメージング事業の経営資源を，成長分野へシフトして，新たな
成長を目指すとの経営方針に転換している。
        このような経済情勢において，カラーフィルムの需要回復の見込みはほと
んどなく，フィルム製造販売の各社とも大幅な事業規模の縮小が避けられない状況
にあり，今後も，本件２６件の発明が実施される見込みはまったくない。
        原告が主張している売上総額は，「積層ポリエステルフィルム」（第１８
発明）の実施品たるフィルム支持体の売上を想定して算出されている。しかし，こ
の想定は客観的な実現可能性が全くないものである。
        したがって，原告が発明者であると仮定しても，相当対価の額はゼロであ
る。
　　(2) コダック社との本件共同開発契約について
        原告は，被告とコダック社とが，「クロスライセンス契約」を締結したか
のような主張をしている。しかし，被告とコダック社とが平成１２年９月８日に締
結した本件共同研究開発契約は，研究開発から生ずる技術知識と，該契約締結前に
有する技術知識の取扱いとを定めているにすぎず，あくまで共同の研究開発目的で
締結されたもので，「技術知識の取り扱いに関する規定」というべきものである。
上記契約によれば，無条件に実施許諾の対象となる技術知識は，上記契約に定める
共同研究開発から新たに生じた発明又は発見に限定されていて，上記契約締結前の
技術知識については，共同研究開発の遂行及び開発成果として両社が合意したフィ
ルム支持体の製造販売に必要な限度で，権利を有する当事者から異議を申し立てら
れることなく使用し得るにすぎない。したがって，「クロスライセンス契約」締結
なる表現は不適切である。
        しかも，上記契約の締結を可能ならしめた要因には様々なものがあり，第
１８発明の存在のみによるものではない。
　６　争点４（移転登録請求の可否）について
　　【原告の主張】
    (1) 原告は，被告に在職中，平成２年１０月より平成１３年１１月までの間，
別紙特許目録記載のとおり，被告従業員らと共同で総計８件の各発明をし，これら
は，すべて写真用フィルム支持体及び表面加工に関するものであるゆえ，被告の業
務範囲に属し，かつ，原告は，一貫して感光材料の研究開発に携わっていたもので
ある。
        しかし，被告は，当時から現在まで，原告が本件各登録発明の発明者であ
るとは認めていないから，原告と被告との間では，本件各登録発明につき，原告が
有している特許を受ける権利を被告に譲渡する旨の合意がなされたことはない。
        したがって，原告は，本件各登録発明について特許を受ける権利を有して
おり，本件各登録発明の特許権のうち，原告の持分部分は原告に帰属する。
　　(2)　原告の持分
        第１８発明については，４８．７５％であり，第９発明は６５％，第１１
発明は６５％，第１４発明は５２％，第１５発明は５２％，第１９発明は４５．５
％，第２５発明は３２．５％及び第２６発明は５２％である。
    (3)　ところが，第１８発明，第９発明，第１１発明，第１４発明，第１５発
明，第１９発明，第２５発明及び第２６発明の各特許権について，原告の各持分は
登録されていない。
        したがって，原告は，被告に対し，予備的に，上記各特許権のうち，上記
に記載した自己の持分部分について移転登録手続を求めるものである。
　　【被告の主張】
      原告は，本件各登録発明のいずれについても，発明者として関与していな
い。
      したがって，原告は，本件各登録発明のいずれについても，特許を受ける権
利の持分を取得していない。
第４　当裁判所の判断
　１　特許法３５条の相当の対価請求と発明者の認定について
      特許法３５条の相当の対価を請求し得る，特許出願された発明の発明者につ
いては，特許法２条１項，３５条，６５条，６８条及び７０条等に照らし，願書に



添付した特許請求の範囲の記載を基準としてその発明の技術的思想を把握したうえ
で，当該技術的思想の創作に貢献している者か否かによって判断すべきである。
      本件においては，第１に，第１８発明のように，特許出願時及び出願公開時
の請求項の数が別紙第１８発明の出願当時の特許請求の範囲のとおり，２９あった
ものの，前記のとおり，拒絶査定を受けたため，本件補正がなされ，最終的には請
求項の数が１に減縮されたものがあり，このような発明については，特許登録前に
ついては，補正の前後いずれの請求項によって特許法３５条４項の「その発明によ
り使用者等が受けるべき利益の額」を認定すべきか（特許登録後について，登録時
の特許請求の範囲に基づいて認定すべきことは異論がないところであろう。），ま
た，この場合，登録時の請求項のみならず，補正前の旧請求項についても，その技
術的思想を把握し，その発明者を認定する必要があるか，との問題があり，第２
に，本件２６件の発明中，８件の本件各登録発明を除いたものは，拒絶査定が確定
したり，出願審査請求期間の徒過による取り下げとみなされるなどしており，これ
らの発明についてはそもそも特許法３５条にいう相当の対価の支払を受け得る特許
を受ける権利が生じているかどうかとの問題がある（これらの発明について，特許
法３５条にいうところの相当の対価の支払を受け得る特許を受ける権利を観念し得
ないとすれば，本件については，これらの発明について検討する必要がないことに
なる。）。以下，これらについて判断する。
      当裁判所は，特許法３５条の職務発明についての相当の対価請求において
は，①特許法３５条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」につ
いては，特許を受ける権利が，将来特許を受けることができるか否かも不確実な権
利であり，その発明により使用者等が将来得ることができる利益をその承継時に算
定することも極めて困難であることからすると，その発明により実際に使用者が受
けた利益の実績をみた上で，「その発明又は特許発明により使用者等が実際に受け
た利益」から同条項にいう「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を事
後的に算定することは，同条項の文言解釈として許容し得る解釈であり，同条項の
「利益の額」の合理的な算定方法の一つである，②使用者等は職務発明について特
許を受ける権利又は特許権を承継することがなくとも，当該発明について同条１項
が規定する通常実施権を有することに鑑みれば，同条４項にいう「その発明によ
り・・・受けるべき利益の額」は，単なる通常実施権を超えたものの譲渡により得
た利益，すなわち，特許権による法的独占権又は特許を受ける権利については補償
金請求権ないしはその登録後に生じる法的独占権に由来する独占的実施の利益ある
いは第三者に対する実施許諾による実施料収入等の利益であると解すべきである，
③特許法３５条４項は，「その発明により・・・受けるべき利益の額」と規定して
いるのであるから，上記「利益」には，発明が特許登録される前から当該発明によ
り生じた実施料等の登録後の法的独占権に由来する利益も含まれるものであり，特
許登録後に特許発明により生じた法的独占権による利益のみに限定する必要はな
い，そのため，出願時から登録時までの間に特許請求の範囲について補正等による
大幅な減縮がある場合には，発明者の認定と共同発明者間の発明に対する寄与率の
認定に変動が生じることがあり得るから，必要に応じ，その出願時ないし出願公開
時の請求項と登録時の請求項（訂正があれば訂正後の請求項）毎に発明者の認定と
共同発明者間の寄与率の認定をすべきである，④特許を受ける権利は，発明をする
ことにより原始的に生じるものであるから，従業者等から使用者に職務発明に関す
る特許を受ける権利が譲渡され，使用者により特許出願された後に拒絶査定され，
同査定が確定したものについても，特許法３５条３項の「使用者等に特許を受ける
権利・・・を承継させ・・・たときは，相当の対価の支払を受ける権利を有す
る。」との規定の適用があり，当該発明について，出願後に得た実施料などの法的
独占権に由来する利益があると認められる場合には，これを考慮して同条にいう
「相当の対価」を算定すべきである（なお，上記利益がない場合には，「相当の対
価」はゼロとなる。），と解するものである。その理由の詳細は，次に述べるとお
りである。
    (1) 特許法３５条３項の「相当の対価」の算定方法について
        従業者等は，契約，勤務規則その他の定めにより，職務発明について使用
者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させたときに，「相当の対価」の支
払を受ける権利を取得する（特許法３５条３項）。ただし，その「相当の対価」の
算定資料となる「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」（同条４項）に
ついては，特許を受ける権利が，将来特許を受けることができるか否かも不確実な
権利であり，その発明により使用者等が将来得ることができる独占的実施による利



益あるいは第三者からの実施料収入額による利益の額をその承継時に算定すること
が極めて困難である（特許権の承継の場合においても，将来の利益の算定の困難さ
について，程度の差こそあれ，同様の問題が生じ得る。）ことからすると，当該発
明の独占的実施による利益を得た後，あるいは，第三者に当該発明の実施許諾を
し，実施料収入を得た後の時点において，相当の対価を判断する場合に，これらの
独占的実施による利益あるいは実施料収入額（いずれも経済情勢，市場の動向，競
業者の存在等により，大きく変動する額である。）をみて，その法的独占権に由来
する利益を認定し，これをもって，「その発明により使用者等が受けるべき利益の
額」を認定することは，３５条４項の文言解釈としても許容し得る合理的な解釈で
あり，上記「利益」を「その発明又は特許発明により使用者等が実際に受けた利
益」から算定することは，これまでの多くの裁判例が採用している方法であって，
合理的な算定方法の一つであるというべきである。
        なお，被告規程においても，被告は，従業員に対し，被告が特許等を受け
る権利を承継した発明等につき，出願したとき及び登録時に補償金を支払うことの
ほか，被告が，発明者等から特許等を受ける権利を承継した発明等若しくは発明者
等から承継した特許権等を実施して利益を得た場合に，登録前の実施については登
録時に，登録後の実施については登録から５年経過後に補償金を支払うこと（実績
補償），被告が発明者等から承継した特許等を受ける権利若しくは特許権等を第三
者に譲渡し，又は，実施許諾して利益を得たとき補償金を支払うこと（譲渡・許諾
補償），被告が発明者等から特許等を受ける権利を承継した発明等若しくは発明者
等から承継した特許権等につき，被告が著しい利益を得たことが明らかなとき補償
金を支払うこと（特別補償）などが定められている（乙１８４・被告規程の第１９
条ないし第２４条参照）。被告規程におけるこのような実績補償の定め自体は，上
記のとおり，合理的理由があり，特許法３５条４項の「その発明により使用者等が
受けるべき利益の額」を考慮して相当の対価を定めるとの規定に反するものではな
い（現に，職務発明に関する勤務規則を備えている多数の企業においてこのような
実績補償の定めがあることは当裁判所に顕著な事実である。）。ただし，被告規程
において別途定められている，具体的な補償金額の定めは，特許法３５条にいう相
当の対価であるといえない場合には，当該補償金額の定め自体は，強行法規である
同条に反するものであり，一部無効であるといわざるを得ず，被告は従業者に対
し，職務発明について特許を受ける権利等の承継を受けた場合には，実際に支払わ
れた補償金額と相当の対価との差額を支払うべき義務を負うことは最高裁平成１５
年４月２２日第三小法廷判決（民集５７巻４号４７７頁・オリンパス事件）の判断
するとおりである。
    (2) 使用者等は職務発明を承継することがなくとも，当該発明について特許法
３５条１項が規定する通常実施権を有することに鑑みれば，同条４項にいう「その
発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは，単なる通常実施権を超えたもの
の譲渡により得た利益，すなわち，特許権による法的独占権又は特許を受ける権利
については補償金請求権ないしはその登録後に生じる法的独占権に由来する独占的
実施の利益あるいは第三者に対する実施許諾による実施料収入等の利益であると解
すべきである。
    (3) 特許法３５条４項にいう「その発明により使用者等が受けるべき利益の
額」は，「その発明又は特許発明により使用者等が実際に受けた利益」と解し得る
ことは上記のとおりである。この場合の使用者等が実際に受けた利益とは，特許出
願ないし出願公開から登録時までの間においては，当該発明を第三者に実施許諾
し，これにより得た実施料収入，あるいは，特許出願人が第三者に対し，出願公開
後に補償金請求権を取得し得ること，若しくは，特許登録後には差止請求権を行使
し得ることに裏打ちされた事実上の独占的実施による利益（出願公開後は，補償金
請求の制度があること等により，第三者が特許出願人の実施許諾なく当該発明を実
施することが事実上困難であり，特許出願人が当該発明を事実上独占的に実施する
ことができ得る事態が生じることは稀ではない。），又は，出願公開後に実際に得
た補償金請求権，並びに，特許登録後においては，特許権による独占的実施による
利益又は第三者に対する実施許諾により得た実施料収入，あるいは，特許権侵害を
理由とする損害賠償請求により得られた損害金などが挙げられる。そして，審査請
求後に拒絶理由通知が発せられ，特許請求の範囲が補正により減縮され，その後，
特許登録されることはよくあることである。この場合，特許法３５条の相当の対価
を請求し得る発明者の認定は，特許請求の範囲の記載に基づいて行われるため，補
正により，特許請求の範囲により認定される発明の技術思想がより減縮されたもの



になることは当然であり，これにより共同発明者の認定が変わり，あるいは共同発
明者間の発明者寄与率に変動が生じることもあることは容易に推測できるところで
ある。したがって，共同発明者の認定が争点となる事案においては，出願時ないし
出願公開時の特許請求の範囲と特許登録時の特許請求の範囲のいずれについても共
同発明者を認定し，それぞれの特許請求の範囲の記載に基づいて，「その発明又は
特許発明により使用者等が実際に受けた利益」をそれぞれ認定する必要が生じる場
合もあることは否定できないところである。
    　　ただし，本件各登録発明の場合は，後記認定のとおり，特許出願後登録に
至るまでに，被告が本件各登録発明により実際に得た利益は存在しない。すなわ
ち，被告が本件各登録発明が特許登録されるまでの間に，同各発明を実施したこと
もなければ，第三者に実施許諾したこともないことは後記認定のとおりであるか
ら，少なくとも特許登録までの間に被告が本件各登録発明により利益を得ていない
以上，本件各登録発明の相当の対価請求に関しては，補正したものについては，補
正前の特許請求の範囲に基づいて，その発明者の認定をする必要はない（なお，本
件各登録発明については，特許登録後も被告が同各発明により得るべき利益の額は
存在しないと認められることは後記認定のとおりであるものの，本件各登録発明に
ついては，特許権の持分移転登録請求が予備的に求められていること，及び，本件
においては，共同発明者が誰かを中心的な争点として審理をしてきたとの審理経過
に鑑み，第１８発明及びその余の本件各登録発明については，後記のとおり，登録
時の特許請求の範囲の記載に基づいてその技術思想を把握し，その発明者について
判断する。）。
    (4) 特許法２条１項は，「この法律で「発明」とは，自然法則を利用した技術
的思想の創作のうち高度のものをいう。」と定義しており，特許登録に必要な要件
を備えるべきことを「発明」の要件とはしていない。そして，特許を受ける権利
は，「発明」をすることにより原始的に生じるものであると解すべきであるから，
特許法は，「発明」についての前記２条１項の要件を満たす限り，その発明者が特
許を受ける権利を取得することを認めているのであり，この特許を受ける権利の取
得について，特許法２９条，３２条及び３６条等の特許要件を備えることまでは要
求していないと解すべきである（このことは，特許法２９条及び３２条は，「特許
を受けることができる」発明と特許を受けることができない発明とがあることを明
記しており，また，同法２条２項は，「この法律で「特許発明」とは，特許を受け
ている発明をいう。」と定義し，「発明」と「特許発明」を明瞭に書き分けている
ことからも明らかである。）。すなわち，特許を受ける権利は，発明者が発明をす
ることにより原始的に取得するものであり，そのうち特許出願されたものについて
は，特許法が特許登録をするのに必要な要件を備えるもののみが特許権として成立
し，その余は拒絶査定の確定あるいは出願審査請求期間の徒過によるみなし取り下
げ等により消滅するものである。
    　　特許法３５条は，従業者がなした職務発明について，特許を受ける権利な
いし特許権を承継した使用者等に対し，相当の対価を支払うべき義務を規定してい
るものであり，承継した特許を受ける権利について特許要件があることを，相当の
対価請求権発生のために要求してはいない。このことは，同条４項が「その発明に
より使用者等が受けるべき利益の額」と規定し，「その特許発明により・・・」と
規定していないところからも明らかである（なお，「発明」である限り，ノウハウ
についても特許を受ける権利は生じ，これについても特許法３５条が適用されるこ
とは当然である。）。
    　　したがって，従業者等から使用者に職務発明に関する特許を受ける権利が
譲渡され，使用者により特許出願がされた後に拒絶査定され，同査定が確定したも
のについても，特許法３５条３項の「使用者等に特許を受ける権利・・・を承継さ
せ・・・たときは，相当の対価の支払を受ける権利を有する。」との規定の適用が
あり，当該発明について，出願後に得た実施料などの法的独占権に由来する利益が
あると認められる場合には，同条にいう「相当の対価」請求権が生じ得る（これに
対し，法的独占権に由来する利益がない場合には，「相当の対価」請求権は生じな
い。），と解すべきである。
    　　そして，本件２６件の発明中，拒絶査定され，あるいは取り下げとみなさ
れたものについては，被告がその間に法的独占権に由来する利益を得ていると認め
ることができないことは後記認定のとおりである。したがって，本件２６件の発明
に関する相当の対価を請求している本件においては，少なくとも，本件各登録発明
を除いた発明については，その対価が存在しないのであるから，そもそも原告がそ



の発明者かどうかについて，判断する必要がない。
    (5) 以上からすれば，本件における主位的請求については，争点１（共同発明
者か否か）のうち，まず本件各登録発明について，原告が単独ないし共同発明者か
否かを判断し，争点２（特許を受ける権利の承継の有無）についても念のため判断
した後，本件２６件の発明について，争点３（相当の対価の額）を判断し，その後
に，本件各登録発明に関する予備的請求について，判断することとする。
　２　争点１－ア（第１８発明の発明者）について
　　(1) 第１８発明の技術的思想について
        第１８発明については，上述した理由により，本件補正前の特許請求の範
囲に記載された発明の発明者について判断する必要がないため，本件補正後の特許
請求の範囲に基づいて，その技術思想を把握し，その上で，原告が，当該技術思想
の着想あるいは具体化に貢献しているか否かを検討し，原告が第１８発明の発明者
たり得るか否かを判断する。
　　　ア　出願に至るまでの経緯
          被告は，平成４年５月２９日に出願された特願平４－１３９４７２号
（第１８－１発明），同年１０月６日に出願された特願平４－２６７６９７号（第
１８－２発明），同年１２月２４日に出願された特願平４－３４４０１７号（第１
８－３発明）の三つの出願の国内優先権主張を伴って，平成５年４月２６日，第１
８発明の特許出願をした（特願平５－９９６４９号。乙１８３参照）。
　　　イ　出願後登録に至るまでの経緯
        a)　第１８発明の出願当初の特許請求の範囲は，別紙第１８発明の出願当
時の特許請求の範囲に記載の請求項１ないし２９のとおりであり，第１８発明は平
成６年８月３０日に公開された（特開平６－２４００２０号。乙４）。
        b)　特許庁審査官は，平成１５年９月４日付で拒絶理由通知（乙２００）
を発した。同拒絶理由通知書には，特開平４－２３５０３６号公報（乙３２，以下
「刊行物１」という。），特開平４－０９３９２７号公報（以下「刊行物２」とい
う。），特開平１－２４４４４６号公報（乙１４，以下「刊行物３」という。）及
び特開昭５０－１２３４２０号公報（甲７・甲１５の２１，以下「刊行物４」とい
う。）に記載された発明に基づいて，その出願前に当業者が容易に発明をすること
ができたものであるとして，特許法２９条２項の規定により特許を受けることがで
きないことが記載されていた。すなわち，同通知書においては，刊行物１ないし３
には，金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸及びポリアルキレングリコ
ール類を共重合させた共重合ポリエステルの層を含むカール解消性に優れた写真支
持体に用いられるフィルム，及び，他のポリエステル重合体層と積層フィルムとす
ることが示され，また，刊行物４には，写真支持体用積層ポリエステルフィルムに
おいて，組み合わせるポリエステルの固有粘度や層の厚み，感光層の伸縮性等を勘
案することにより，積層フィルムのカールを低減できることが示されており，した
がって，刊行物１ないし４に示された公知のカール低減手法を適宜組み合わせて用
いることにより第１８発明の旧請求項に記載されたフィルムを得ることは，当業者
が容易になし得たことであることが記載されていた。
          　また，同拒絶理由通知書には，上記以外の拒絶理由として，「ポリエ
ステルの構成成分は特定されていないか，または少量成分についてしか特定されて
いないが，そのような成分不特定の任意のポリエステルを用いて請求項１等に記載
された所望のカール特性を有するフィルムを製造することができるとは認められな
い。また，・・・カールに関する特性を特定の数値範囲に制御するために必須の製
造条件が何であるのかを把握できず，当業者が発明を実施するためには過度の試行
錯誤を強いられることとなる・・・よって，本願の請求項には当業者が実施するこ
とのできない構成が包含され，発明の詳細な説明欄には，当業者が発明を容易に実
施することができる程度に十分詳細に記載されていない」として，特許法３６条４
項又は５項及び６項に規定する要件を満たしていないことも記載されていた。
        c)　これに対して，被告は，平成１５年１１月１１日，意見書（乙２０
１）及び手続補正書（乙２０２）を提出し，明細書全文を補正した。しかし，特許
庁審査官は，同年１２月２日，同補正によっても拒絶理由は解消しないとして，拒
絶査定（乙１８８）をした。
        d)　被告は，特許庁に対し，平成１６年１月５日，拒絶査定不服の審判請
求書（乙１８９）を提出すると共に，同年２月４日，本件補正により（乙１９
０），明細書の全文を補正し，従前の特許請求の範囲の記載をすべて削除し，これ
に代えて新たに請求項１のみとした。



            特許庁長官は，被告に対し，同年３月２日，上記審判請求手続におい
て，審判請求の実質的理由を記載した書面を提出するように求め（乙１９１），被
告は，同月２６日，審判請求の請求の理由を補充した（乙１９２）。そして，特許
庁長官から被告に対し，同年４月１２日付け審査前置移管通知（乙１９３）が通知
された後，特許庁審査官は，被告に対し，特許法３６条４項に規定する要件を満た
していないとして，同年５月２１日，拒絶理由通知書を発した（乙１９４）。これ
に対し，被告は，特許庁長官に対し，同年７月１６日，明細書の発明の詳細な説明
欄を補正する補正書（乙１９６）及び意見書（乙１９５）を提出した。
            特許庁審査官は，同年８月９日，拒絶の理由を発見しないとして，特
許査定（乙１９７）をした。
　　　ウ　第１８発明の特許請求の範囲及び第１８発明の明細書（以下「第１８発
明明細書」という。）の記載について
        a)　特許請求の範囲
            特許請求の範囲を分説すると，次のとおりである。
            構成要件A　　二層以上のポリエステル層および共重合ポリエステル層
から成り，
            構成要件B　　熱処理後の巻きぐせカール度が１３５ｍ

－１
以下で，温水

浴処理後の回復カール度が４５ｍ
－１
以下であり，巾方向におけるカール度が５～３

０ｍ
－１
であり，

            構成要件C　前記ポリエステル層の片面に共重合ポリエステル層を積層
してなり，
            構成要件D　該共重合ポリエステル層が，共重合成分として金属スルホ
ネート基を有する芳香族ジカルボン酸を全エステル結合に対し２～７モル％含有す
ると共に共重合成分としてポリアルキレングリコール類および／または飽和脂肪族
ジカルボン酸を反応生成物の全重量に対して３～１０重量％含有してなる
            構成要件E　ことを特徴とするフィルム。
        b)　第１８発明明細書の記載について
            第１８発明明細書には，次の記述がある。
            【発明の詳細な説明】
            【０００１】【産業上の利用分野】
            本発明は，フィルムに関し，詳しくは，強度を保持しつつ，巻きぐせ
が付きにくく，巻きぐせ解消性に優れ，適度な巾手カールを持ち，取扱い性が優れ
た，印刷材料，磁気材料，包装材料またロール状にして使用されるフィルムとして
有用であり，特に現像処理前の処理機器適性，現像処理工程での処理機器適性，処
理後の取扱い性のいずれにも優れた，ハロゲン化銀写真感光材料に好適な写真用支
持体に用いられるフィルムに関するものである。
            【０００４】
            ところで，従来使用されているプラスッチクフィルム支持体として
は，トリアセチルセルロース（以下，ＴＡＣと略称されることがある。）などのト
リアセテートフィルムが代表的であるが，ＴＡＣフィルムはもともと機械的強度が
弱いので，現行よりも薄くしたときに写真用支持体としては適切ではない。また，
ＴＡＣは，フィルム作製の際にメチレンクロライドを多量に使用しており，環境保
護の点から，回収装置等多くの付帯設備が必要でコスト高になって好ましくない。
            【０００５】
            一方，支持体としてポリエチレンテレフタレートが従来知られてお
り，Ｘ線用フィルムや製版用フィルムに用いられてきた。強度が優れていることか
らカラーネガフィルムへの応用も考えられる。しかし，ポリエチレンテレフタレー
ト支持体は強度に優れているものの，一旦ついた巻きぐせが現像処理後もほとんど
取れないという，巻きぐせ解消性に劣るという欠点がある。
            【０００６】
            ポリエステル支持体の巻きぐせをなくす手段として，ポリエステル支
持体に親水性を持たせる方法，例えば特開平２－１２０８５７号公報および特開平
１－２４４４４６号には親水化による改良技術が示されているが，現像処理後の巻
きぐせ解消性をＴＡＣと同程度まで向上させるため，共重合成分量を添加すること
によりただ単に親水化しただけでは，共重合ポリエステル支持体の現像処理前の巻
きぐせが逆に増加してしまい，現像処理前の取扱い性が悪くなるという問題点があ
る。特に，現在の写真業界では，多数のフィルムをスプライサー処理機で１本に継



ぎ直し，これをシネ型自動現像処理機で現像処理するのであるが，このときのスプ
ライサー処理の際，この親水性共重合ポリエステル支持体は，あまりにも顕著な巻
きぐせがついているので，入り口部にフィルムの先端が入りにくく，無理に入れる
とスプライサー処理機内でフィルムの目詰まりや折れが発生してしまい，実用性に
耐えなかった。
            【０００７】
            また，親水性共重合ポリエステル支持体は，共重合成分を含有してい
るのでその強度が低下してしまい，フィルムの膜厚が１００μｍ以下では，自動現
像処理機で現像処理する際に，自動現像処理機内でフィルムの折れが発生してしま
い，巾手カールを有していないのでフィルムの取り扱い性が悪い，つまり腰が弱い
ためにすぐに座屈してフィルムの搬送トラブルを起こすという致命的な欠点があ
り，この点でも実用に耐えなかった。
            【０００８】
            このように，取り扱い性に優れた薄手のフィルム，特に写真用として
小型カメラに使用することのできる感光材料を得るためには，強度に優れ，適度な
巾手カールを有すると共に，巻きぐせがつきにくい性質を有して取り扱い性がよ
く，かつ水浴浸漬後の巻きぐせ解消性が良いという相反する特性を満たす薄手の支
持体の開発が必要である。
            【０００９】
            本発明は，前記課題を解決するためになされたものであり，その目的
は，特に機械強度が保持され，薄膜化が可能で，巻きぐせがつきにくく取り扱い性
がよく，現像処理前の処理機器適性，現像処理に際しての処理機器適性に優れ，か
つ現像処理後の巻きぐせ解消性にも優れた，小型カメラに用いて好適な写真用支持
体を提供することにあり，さらには，用途は特に限定されず，強度を保持し，巻き
ぐせが付きにくく，巻きぐせ解消性に優れ，適度な巾手カールを持ち，取扱い性が
優れた，印刷材料，磁気材料，包装材料またロール状にして使用することのできる
材料等として有用であるフィルムを提供することである。
            【００１０】
            【前記課題を解決するための手段】
            請求項１に記載の発明は，二層以上のポリエステル層および共重合ポ
リエステル層から成り，熱処理後の巻きぐせカール度が１３５ｍ

－１
以下で，温水浴

処理後の回復カール度が４５ｍ
－１
以下であり，巾方向におけるカール度が５～３０

ｍ
－１
であり，前記ポリエステル層の片面に共重合ポリエステル層を積層してなり，

該共重合ポリエステル層が，共重合成分として金属スルホネート基を有する芳香族
ジカルボン酸を全エステル結合に対し２～７モル％含有すると共に共重合成分とし
てポリアルキレングリコール類および／または飽和脂肪族ジカルボン酸を反応生成
物の全重量に対して３～１０重量％含有してなることを特徴とするフィルムであ
る。
            【００１３】
            ＜熱処理後の巻きぐせカール度＞
            サンプルサイズが１２ｃｍ（製造時の縦方向）×３５ｍｍ（製造時の
横方向）である試料としてのフィルムを２３℃および５５％ＲＨの条件下で１日か
けて調湿した後に，直径が１０．８ｍｍである巻芯にこれを巻き，５５℃および２
０％ＲＨの条件下で４時間かけて熱処理を行なった。なお，巻芯に調湿後のフィル
ムを巻く場合において，フィルムに巾手カールがあるときは，そのフィルムの凹面
が外側になるようにしてフィルムを巻芯に巻く。その後に，２３℃および５５％Ｒ
Ｈの雰囲気下で３０分かけて放冷した後に，巻芯から解放し，１分経過後にフィル
ムの巻ぐせカール度を測定する。
            【００１４】
            そして，カール度を１／ｒ（ｍ

－１
）で表す。このｒは，カールしたフ

ィルムの曲率半径を表し，単位はｍ（メートル）である。
            【００１６】
            ＜温水浴処理後の回復カール度＞
            サンプルサイズが１２ｃｍ（製造時の縦方向）×３５ｍｍ（製造時の
横方向）である試料としてのフィルムを，直径が１０．８ｍｍである巻芯に巻き，
５５℃および２０％ＲＨの条件下に４時間かけて熱処理を行い，その後，巻芯から
解放してフィルムの一端に７０ｇの荷重をかけ，３８℃の水浴中に１０分間かけて



浸漬した後に，荷重をかけたまま５５℃の温風乾燥機で３分間かけて乾燥する。な
お，巻芯に調湿後のフィルムを巻く場合において，フィルムに巾手カールがあると
きは，そのフィルムの凹面が外側になるようにしてフィルムを巻芯に巻く。
            【００１７】
            荷重を除去し，試料としてのフィルムを横置きにし，２３℃および５
５％ＲＨの条件下で１日かけて調湿した後に，横置きのカール度をフィルムの中央
部分について測定する。
            【００１８】
            そして，カール度は，巻きぐせカール度と同じく，１／ｒ（ｍ

－１
）で

表す。このｒは，カールしたフィルムの曲率半径を表し，単位はｍ（メートル）で
ある。
            【００２０】
            ＜巾手のカール度＞
            支持体としてのフィルムを製造した後に，支持体を製造時の縦方向に
２ｍｍ，横方向（巾手方向）に３５ｍｍに切り出して試料フィルムを得，２３℃お
よび５５％ＲＨの条件下で１日かけて調湿した後に，巾手方向のカール度を測定す
る。
            【００２１】
            そして，カール度は，巻きぐせカール度と同じく，１／ｒ（ｍ

－１
）で

表す。このｒは，カールしたフィルムの曲率半径を表し，単位はｍ（メートル）で
ある。
            【００２６】
            （２）フィルム
              －フィルムの特性－
            本発明のフィルムは，熱処理後の巻きぐせカール度が１３５ｍ

－１
以下

で，温水浴処理後の回復カール度が４５ｍ
－１
以下であるところの，ポリエステル層

または共重合ポリエステル層を有する単層からなるフィルムもしくは少なくとも二
層のポリエステル層および／または共重合ポリエステル層を有する積層構造のフィ
ルムであり，好ましくは，熱処理後の巻きぐせカール度が１２５ｍ

－１
以下で，温水

浴処理後の回復カール度が２５ｍ
－１
以下であるところの，ポリエステル層または共

重合ポリエステル層を有する単層からなるフィルムもしくは少なくとも二層のポリ
エステル層および／または共重合ポリエステル層を有する積層構造のフィルムであ
る。熱処理後の巻きぐせカール度が前記範囲内にあると共に温水浴処理後の回復カ
ール度が前記範囲内にあると，現像処理前のスプライサー処理機器適性と現像処理
後の巻きぐせ解消性とが良好になる。特に，熱処理後の巻きぐせカール度が１３５
ｍ

－１
以下であると現像処理前のスプライサー処理機器適性に優れ，温水浴処理後の

回復カール度が４５ｍ
－１
以下であると現像処理後の巻きぐせ解消性に優れ，焼き付

け等の作業の際に作業性に優れると共に，ピントが甘くなりにくくて好ましい。
            【００２８】
            本発明のフィルムは，その巾手方向のカールを有することが好まし
く，５～３０ｍ

－１
，更に好ましくは５～２０ｍ

－１
である。このようにフィルムの巾

方向に巾手カールを付与することで，本発明のフィルムをロール状にして使用する
際に，該フィルムの凹面を巻外にしてロール状にしたときに巻きぐせが付きにくい
という効果を奏することができる。一方，巾手カールを付与しないときには，後述
のようにすることで本発明の効果を奏することができる。巾手カールがこの範囲で
有れば，本発明のフィルムを写真用支持体とした場合に，特に乳剤層を塗設する際
の取扱い性も優れるし，自動現像処理機内で折れの発生も起こりにくい。
            【００２９】
            －フィルムの形成素材－
            本発明のフィルムは，ポリエステル層および共重合ポリエステル層を
有する。
            【００３０】
            －－ポリエステル－－
            ポリエステル層を形成する素材としてのポリエステルとしては，ジカ
ルボン酸とジオールとの繰り返し単位を主構成成分とするものを言い，好ましくは
芳香族二塩基酸とグリコールとの繰り返し単位を主構成成分とするポリエステルを



挙げることができる。
            【００３４】
            －－共重合ポリエステル－－
            共重合ポリエステル層を形成するのに用いられる共重合ポリエステル
としては，金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を共重合成分とし，ジ
カルボン酸とジオールとの繰り返し単位を主構成成分とし，好ましくは芳香族二塩
基酸とグリコールを主構成成分とする共重合ポリエステルを挙げることができる。
更に又，この発明においては，共重合ポリエステルとして，前記共重合ポリエステ
ルと前記ポリエステルとのブレンド物をも挙げることができる。
            【００４９】
            －フィルムの層構成－
            本発明のフィルムは，前記したようにポリエステル層および／または
共重合ポリエステル層を含有すると共に，層構造としては，これらの一層からなる
単層構造であっても，これらのいずれかが二層，三層，四層などのように任意の数
の層が積層された積層構造であっても良い。好ましいフィルムの層構成は，二層以
上の重層構造である。なお，本発明のフィルムを構成する「層」は，厚み２ミクロ
ン以上であるものに限り，厚み２ミクロン未満の，例えば下引層などは，フィルム
を構成する「層」とはみなさない。
            【００６８】
            本発明の三層以上の積層構造を有するフィルムの，写真用支持体とし
て好ましい態様の一つとして，共重合成分として，金属スルホネート基を有する芳
香族ジカルボン酸を全エステル結合に対して２～７モル％，好ましくは３～６モル
％，およびポリアルキレングリコール類および／または飽和脂肪族ジカルボン酸を
反応生成物の全重量に対し３～１０重量％，好ましくは４～８重量％を含有する共
重合ポリエステル層を，単数または複数の層で形成されるポリエステル層の両方の
各表面に積層してなり，
            前記ポリエステル層の厚みをｄ２ とし，前記ポリエステル層の表面に
積層された前記共重合ポリエステル層につき，一方の表面における，厚みの総和を
ｄ１ とし，前記芳香族ジカルボン酸の全エステル結合に対する平均含有率（モル
％）をＳ１ とし，および，前記ポリアルキレングリコール類または飽和脂肪族ジカ
ルボン酸の反応生成物に対する平均含有率（重量％）をＰ１ とし，他方の表面につ
いてはそれぞれ，ｄ３ ，Ｓ３ ，およびＰ３ としたとき，以下の条件式１，２，お
よび３を同時に満足するフィルム（なお，このフィルムを特に写真用支持体と称す
ることがある。）を挙げることができる。
            【００６９】
            条件式１； ｄ２ ≦５０（μｍ）
            条件式２； ０．７≦｛（ｄ１ ＋ｄ３ ）／ｄ２ ｝≦３
            条件式３； ｛（Ｓ１ ×Ｐ１ ×ｄ１ ）／（Ｓ３ ×Ｐ３ ×ｄ３ ）｝
≧１．５
            共重合ポリエステル層における共重合成分としての，金属スルホネー
ト基を有する芳香族ジカルボン酸の全酸成分に対する含有割合が前記範囲内にある
と，このフィルムを使用した写真フィルムの巻きぐせ回復性をより一層向上させる
ことができる。また，ポリアルキレングリコール類および／または飽和脂肪族ジカ
ルボン酸の，反応生成物の全重量に対する含有割合が前記範囲内にあると，この写
真用支持体を使用した写真フィルムの巻きぐせ回復性をより一層向上させることが
できると共に写真用支持体の機械的強度を向上させることができる。
            【０１９９】【発明の効果】
            本発明によると，強度を保持し，巻きぐせがつきにくく，巻きぐせ解
消性に優れ，適度の巾手方向のカール度を有し，取り扱い性の優れた，印刷材料，
磁気材料等に好適なフィルムを提供し，さらには，かかるフィルムを利用し，小型
カメラに用いることのできる写真フィルムに好適な写真用支持体を提供することが
できる。
　　　エ　まとめ
          以上の第１８発明明細書の記載によれば，次のことが認められる。
          第１８発明は，従来使用されていたプラスチックフィルム支持体（TAC）
は，機械的強度が弱く，フィルム作成の際にメチレンクロライドを多量に使用する
ことにより，回収装置が必要でコスト高であったこと（上記【0004】），従来，支
持体としては，ポリエチレンテレフタレートが知られており，強度は優れていた



が，巻きぐせが現像処理後もほとんど取れないという，巻きぐせ解消性に劣る欠点
があった（上記【0005】）。
          そこで，第１８発明は，①機械強度が保持され（また，薄膜化が可能
で），②巻きぐせがつきにくく取り扱い性がよく，現像処理前の処理機器適性，現
像処理に際しての処理機器適性に優れ，③かつ現像処理後の巻きぐせ解消性にも優
れたフィルムを提供することを目的として規定されたものである（上
記【0001】【0008】【0009】【0199】参照）。
          そして，上記目的①を達成するために，構成要件A及びCにおいて，二層
以上のポリエステル層と共重合ポリエステル層からなるフィルムであることと，共
重合ポリエステルをポリエステル層に積層することを規定し，上記【0049】参
照），上記目的②及び③を達成するために，構成要件Bにおいて，熱処理後の巻ぐせ
カール度，温水浴処理後の回復カール度，巾方向におけるカール度の範囲を規定し
（上記【0010】【0013】【0014】【0016】
～【0018】【0020】【0021】【0026】【0028】参照），構成要件Dにおいて，共重合
ポリエステル層の成分及びその成分量の範囲を規定しているものである（上
記【0010】【0026】【0029】【0030】【0034】【0068】【0069】参照）。
　　(2) 第１８発明に至るまでの経過
        第１８発明に至るまでの状況については，次のとおり認められる（文末括
弧内に掲げた証拠及び各段落の末尾に掲げた証拠並びに弁論の全趣旨による）。
　　　ア　原告が入社する前の被告における写真用支持体の開発状況
        a)　ポリエステルフィルムを利用したカラー写真用などのロール状写真用
支持体に関する特許出願としては，富士写真フィルム株式会社と東レが，昭和６３
年３月２５日に共同出願し，平成元年９月２８日に出願公開された「写真感光材
料」に係る発明（特開平１－２４４４４６号。特許登録日は平成８年１０月３日。
特許第２５６５３７０号。甲２８）や，アグファ・ゲヴェルト・ナームロゼ・ベン
ノートチャップが平成元年７月３日に出願し，平成２年２月２３日に出願公開され
た「写真フィルムのカールを制御する方法」に係る発明（特開平２－５４２５４
号。乙５）などがあった。被告においても，上記の公開特許出願などに触発され，
ポリエステルフィルムを利用した写真用支持体の研究が進められた。
            被告は，研究の結果，平成２年４月６日，「ハロゲン化銀カラー写真
感光材料」に係る発明を特許出願し（特開平３－２８９６４７号公報・乙６），同
年６月１２日には「ハロゲン化銀写真感光材料」に係る発明を特許出願し（特開平
４－４４０３０号公報・乙７），また，同年４月１１日には，被告の感材生産本部
の研究員Ｎ，Ｏ及びＭの３名が，「ネガ用ポリエステル支持体」の巻ぐせ改良（巻
ぐせをつけないようにすることとついた巻ぐせをとること）に関する特許出願のア
イデアを検討し，「ＰＥＴ複合化」の観点から積層ポリエステルフィルムによる改
善案を提案するなどしていた（乙８）（なお，この提案に基づき，被告が，同年８
月６日，Ｍ一人を発明者として，「ロール状ハロゲン化銀写真感光材料」に係る発
明を特許出願した（特許番号２８７９２５１号・乙３。Ｍ特許）。
            なお，Ｍ特許（乙３）の内容は，次のとおりである。
              出願日　平成２年８月６日
              公開日　平成４年３月２６日
            【発明の名称】ロール状ハロゲン化銀写真感光材料
            【請求項１】複数のポリエステル樹脂フィルムからなる支持体上に少
なくとも一層のハロゲン化銀写真乳剤を塗設したロール状ハロゲン化銀写真感光材
料であって，該複数のポリエステル樹脂フィルムが含水率の異なる少なくとも２層
のポリエステル樹脂フィルムを積層したものであることを特徴とするロール状ハロ
ゲン化銀写真感光材料。
            【請求項２】前記複数のポリエステル樹脂フィルムのうちの一層が厚
さ５μｍ以上100μｍ以下のポリエチレンテレフタレート樹脂フィルムであることを
特徴とする特許請求の範囲第１項記載のロール状ハロゲン化銀写真感光材料。
            【請求項３】前記複数のポリエステル樹脂フィルムが三層以上の積層
構造からなり，前記ポリエチレンテレフタレート樹脂フィルムからなる層が表面に
出ない層に位置し，表面を形成する層のポリエステル樹脂フィルムの含水率が表面
に出ない層を構成するポリエチレンテレフタレート樹脂の含水率より大きいことを
特徴とする特許請求の範囲第２項記載のロール状ハロゲン化銀写真感光材料。
            【請求項４】ないし【請求項７】の記載は省略する。
             ［産業上の利用分野］（乙３・３欄１６行目から２１行目）



              本発明はロール状ハロゲン化銀写真感光材料に関するものであり，
詳しくは複数の積層されたポリエステル樹脂フィルムを支持体として用い，現像処
理後のカール解消性に優れたロール状ハロゲン化銀写真感光材料に関するものであ
る。
            ［発明の効果］（乙３・２８欄８行目から１８行目）
              本発明によれば，ポリエステル樹脂フィルムにハロゲン化銀写真乳
剤を塗設したロール状ハロゲン化銀写真感光材料で該ポリエステル樹脂フィルムが
含水率の異なるポリエステル樹脂フィルムを積層したもので，弾性率が大きいPETを
薄層化し，より含水率の大きいコポリエステルの積層によって，巻きぐせの回復能
力，即ち現像処理後のカール解消性に優れ，また引裂き強度と耐折度は実用的強度
を有すると共に各層の接着性が堅固であるなどの機械的性能に優れているという顕
著な効果が得られる。
        b)　被告における写真用支持体に関する研究会等
            被告は，平成２年５月２９日，「TAC代替支持体の研究」と題する研究
会を開催し，PET化の問題点を整理したり，各社の公開特許出願の内容を分析するな
どし，同年６月２７日には，ＮＳ検討会（「ＮＳ」は，Ｎｅｗ　Ｓｕｐｐｏｒｔの
頭文字をとった新支持体を意味する略語である。）が開催され，被告の感材生産本
部第４開発センターの研究員であったＣとＤは，同検討会用に作成した資料に基づ
いてＰＥＴとＭ－ＰＥＴのラミネート（積層）実験サンプルの結果について報告し
たこともあった（乙１２，弁論の全趣旨）。
            ただし，このとき，Ｃらの上記報告書の資料には，「膜はバリバリ」
「押出し不安定」などと記載されていることからすると，同実験はうまく行かなか
ったことが認められる（乙１２）。
        c)　被告と鐘紡との共同開発の開始
            被告は，鐘紡との間で，平成２年５月ころから，「カラー用新支持
体」の開発に関し，平成５年４月に同開発の完了を目指し，共同で開発を行うこと
を計画していた。この時点では，材料に関しては，「変性ＰＥＴブレンド」，複合
化に関しては，「ＰＥＴベースを主体とした積層フィルム」などにあることが被告
と鐘紡との間で確認されていた（乙１０，１１）。
            被告は，平成５年７月１７日，鐘紡と，「第１回写真用新支持体に関
する技術連絡会」を開催し，ＴＡＣ（トリアセチルセルロース）に代替するポリエ
ステル系写真用新支持体の共同開発を開始した。同連絡会では，「＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」であ
ること，「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」ことが確認されていた（乙１３の１・３頁）。また，
同連絡会の資料（乙１３の２）には，ベース（判決注：写真用支持体）の取扱いと
必要機能として，次のとおり記載されていた。
            「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊
            ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
                ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
                ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
            ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
            ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
            ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
              ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊
                              ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
              ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」
            また，平成２年９月１３日には，「第２回写真用新支持体に関する技
術連絡会」が開催され，被告第４開発センターでは，写真用新支持体に関する先行
特許について十分に調査し，共同開発者である鐘紡の技術者などにその内容を説明
していた。その中には，特開昭５０－１２３４２０号（甲７，甲１５の２１），特
開昭５４－１０１８６６号及び特開昭５４－１３２６６６号など，原告が発明者と
して記載されている帝人が有する特許もあった（乙１６３）。
　　　イ　原告が被告入社前に，帝人において開発したポリエステルフィルムに関
する発明の内容について
        a)　特開昭５０－１６７８３号（甲４６。発明者・原告ほか１名）



            出願日　昭和４８年６月１４日
            公開日　昭和５０年２月２１日
            【発明の名称】ポリエステルフィルム
            【特許請求の範囲】
            「固有粘度0.35～1.0を有する２種のポリエステルフィルムを積層し，
両者の固有粘度差が0.02～0.5であるようにし，且つ二軸延伸してなるポリエステル
フィルム」
            【発明の詳細な説明】（１頁右欄下から１行目ないし２頁５行目）
            「本発明は，・・腰の強い耐摩耗性の優れた接着性良好なポリエステ
ルフィルムを得るため鋭意研究の結果，下記のように固有粘度の異なる二種のポリ
エステルを積層し，二軸延伸することによって所期目的のフィルムが得られること
を知見し本発明を完成させた。」
        b)　特開昭５０－１２３４３２０号公報（甲７・甲１５の２１。発明者・
原告ほか１名）
            出願日　昭和４９年３月１８日
            公開日　昭和５０年９月２７日
            【発明の名称】写真フィルム
            【特許請求の範囲】
              固有粘度差が０．３５～１．０を有し，固有粘度差が０．０２～
０．５であるような二種の同種又は異種のポリエステルフィルムを積層し，且つ延
伸，熱固定してなるカールした積層ポリエステルベースフィルムの凸部に・・写真
感光層を塗布してなるポリエステルフィルム。
            【発明の詳細な説明】（甲７・１頁下から９行目から２頁１８行目）
            「・・・ポリエステルを支持体とする写真のフィルムのカール（そり
曲がり）性を改良することを目的とする。・・・本発明は固有粘度の異なる二種の
同種又は異種のポリエステルフィルムを積層し，延伸，熱固定し，カールしたポリ
エステルフィルムベースフィルムに感光乳剤を塗布した後にカールをバランスさせ
るものである。・・・熱固定の際の収縮応力の違いを利用して高固有粘度側を内側
に低固有粘度側を外側にカールしたポリエステルベースフィルムの凸部，すなわち
低固有粘度側に感光乳剤を塗布，乾燥することによって，感光乳剤層の乾燥収縮に
よりカールをバランスしようとするものである。」
          c)　特開昭５１－１３１５７７号公報（甲１５の２７。発明者・原告）
              出願日　昭和５０年５月１３日
              公開日　昭和５１年１１月１６日
            【発明の名称】潜在的にカールする能力を有するフィルムの製造法
            【特許請求の範囲】
            固有粘度の異なる同種の芳香族ポリエステルフィルムを積層し，得ら
れた積層フィルムを延伸した後熱固定するに際し，該熱固定をフィルムを縦・横両
方向共に緊張した状態に保って終了させることを特徴とする，潜在的にカールする
能力を有するフィルムの製造法。
            【発明の詳細な説明】（１頁左欄下から７行目から末行目まで）
            「・・製造されたままの状態ではカールを生じていないが，当該フィ
ルムの延伸温度以上融点以下の温度で無緊張下に熱処理すると，固有粘度の高いフ
ィルムを内側に，固有粘度の低いフィルムを外側にしてカールする性質を有する積
層フィルムの製造法を提供しようとするもの・・・」
　　　ウ　第１８発明の発明者として掲げられている従業員の経歴
        a)　Ｃ（Ｃ証人尋問の結果。なお，同尋問調書１頁下から５行～２頁２０
行参照。）
            Ｃは，昭和５７年３月に，東京工業大学有機材料工学科を卒業し（卒
業論文のテーマ「ＰＥＴの高速紡糸」），同年４月に被告に入社し，ＰＥＴの支持
体（ＰＥＴベース）の研究をする部署に配属され，そこでＰＥＴの新鋭工場を建設
するためのプロジェクト・チームに入ってＰＥＴについていろいろな研究を行っ
た。また，工場建設後も新工場の技術スタッフとして２年間，ＰＥＴフィルム（単
層）の生産現場を経験している。
            したがって，Ｃは大学在学中の卒業年度に始まり，昭和５７年の入社
時から平成元年に第４開発センターへ配属換えになるまで，８年の間ポリエステ
ル，殊にＰＥＴ技術の習得，研究をしてきた。
        b)　Ｅ（乙２８，８１，Ｅ証人尋問の結果）



            Ｅは，平成元年３月に東京工業大学大学院修士課程高分子工学科を卒
業し，同年４月に被告に入社した。なお，Ｅの大学院における研究テーマは，ポリ
エステルのモデル化合物を使ったサーモトロピック結晶の相転移における熱力学特
性についてであった。
            Ｅは，被告に入社後，平成３年３月１６日から平成４年６月１５日ま
での間，第４開発センター第２研究室に，同月１６日から平成６年３月３１日まで
の間，第４開発センター第１研究室に在籍した。
        c)　Ｂ（乙３３）
            Ｂは，平成３年４月１日に被告に入社してから平成５年４月１５日ま
での間，被告感材生産本部第４開発センター第１研究室で写真用フィルムの研究開
発に携わった。
        d)　Ｄ（乙３６）
            Ｄは，昭和５９年４月１日に被告に入社してから平成４年１０月１５
日までの間，被告感材生産本部第４開発センター第２研究室で写真用フィルムの研
究開発に携わった。
　　　エ　原告が帝人を退職する際に提出した念書等について
        a)　帝人退職時に原告が作成した念書（甲５９）
            原告は，帝人を退職する際，「・・・帝人株式会社に属する秘密の技
術的知見（ノウ・ハウ），・・・帝人株式会社退社後も１０年間（または下記特定
期間）は一切これを第三者に漏らさないことを誓います。また，私が退職後，他に
転職し，・・・帝人株式会社の事業（業務）と競合し，その利益を不当に害するお
それがあることを考え，今後３年間はこれらの業務に従事することを避止いたしま
す。」との記載がある念書を，帝人に提出した。
            また，原告は帝人を退職する際，帝人における転進援助制度の適用を
受け，退職金の特別加算として，１７１８万８５２９円の支払を受けた。この特別
加算金は，帝人を退職後，少なくとも３年間は，帝人と競合関係にある会社に就職
しないことを条件として支払を受けられるものであり，もし，原告が，この条件に
違背したと帝人において判断される場合には，帝人に対し，特別加算金を直ちに返
すことが約されていた（甲６０）。
        b)　被告と帝人との間に交わされた約定について
            被告と帝人は，原告が被告に入社するにあたり，被告が，原告の帝人
退職時に誓約した内容を尊重すること，また，帝人の利益を不当に害することがな
いように特段の配慮をもって原告を業務に従事させることを合意し，被告は，平成
２年１０月７日付けで，原告について，「ポリエステルフィルムの生産・技術に直
接関与する業務に従事させないこと」などを内容とする念書を作成し，帝人にこれ
を提出した（甲４の１及び２，被告第１３準備書面・３頁）。
　　　オ　原告の入社後，原告が第４開発センターに配属されるまで（平成２年１
０月１６日から平成３年１１月１６日まで）の経過
        a)　原告は，人材コンサルティング会社に提出していた履歴書（乙６２の
２）に，「転職理由」として「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」と記載しており，職位と
しては＊＊＊＊＊＊＊を希望していたことから，平成２年７月１日付けで被告に入
社した当時，管理職としての待遇を約束され，被告の感材生産本部長室所属となっ
た。ただし，上記エに記載のとおり，原告は，被告と競合関係にあった帝人に勤務
していたため，帝人から被告に転職するにあたっては，帝人と被告との間で，「原
告をポリエステルフィルムの生産・技術に直接関与する業務に従事させないこ
と。」などを内容とする約束を記載した念書が取り交わされていた。そのため，原
告は，帝人を平成２年６月３０日に退職した後，同年７月１日に被告に入社したも
のの，その後，約２か月半にわたる自宅待機期間を経て，同年１０月１６日になっ
てようやく初出社となった（甲５１・６頁，甲２０）。
            原告は，被告に出社後，感材生産本部長室付きであったが，第４開発
センターにおけるＴＡＣ代替用の写真用新支持体の開発に関する打合せ及びその他
の部署で開催される会議や打合せにも参加し，これらの会議等の内容を甲２０原告
研究ノートに記していた（甲２０）。
            （なお，上記のことは，平成３年５月２１日の時点の職制表（甲４
３）によれば，原告は，第４開発センターの第１研究室の新カラーネガ支持体研究
（変成ポリエステル支持体）のグループのスタッフと，センター長付けの企画，事



務管理のグループを兼任していたこととも整合する。）。
        b)　この点について，原告は，管理職としてではなく，一研究員としてＣ
ＴＡ代替新カラーネガ支持体の開発研究に携わり，毎月月報を執筆していた，と主
張し，この主張を裏付けるものとして，甲６５の１ないし９，８１，９０などの月
報，原告作成の陳述書（甲１２４）などを提出する。
            しかし，次項に記載のとおり，原告が平成２年１０月１６日から平成
３年１１月２７日までの間に記載した甲２０原告研究ノートの記載及び同ノートに
綴られた別紙などの記載内容からすれば，原告は，第４開発センターの仕事につい
て，管理職として従事していたとしか認められない。以下，詳述する。
            甲２０原告研究ノートの記載からは次のことが認められる（いずれも
同研究ノートの各日付の該当部分の記載から認定した。）。
            原告は，平成２年１０月１６日に出社した日，人事課長から，日野事
業場の組織や概要説明を受け，入社のための諸手続を済ませた。
            原告は，同月１７日午後には，「感生本会議」に出席し，Ｋ理事（４
開センター長）による「Waste Manegmentの現状と今後」について講義などを受け
た。
            原告は，同月１８日午後４時からは，「四開会議」に出席し，Corona
放電処理の必要性につき打合せをし，翌１９日午前９時３０分から午後１２時ま
で，Corona放電処理条件についての打合せをした。
            原告は，同月２０日午後１時からは，Ｐ分析センター次長から「分析
センターの組織説明」を受けたり，分析センターの装置を見学した。
            原告は，同月２２日午前１０：００から午後１２時までは，Ｌ部長と
ＮＳ打合せをし，カラーネガ用Ｎｅｗ　Ｓｕｐｐｏｒｔの開発について，品質及び
その対策や問題点，富士フィルム及びデュポンなどの関連特許について検討した。
            甲２０原告研究ノートにおいては，以下，打合せや会議で検討された
事項などについての記載が続き，会議などで配布された資料も別紙として同ノート
に添付されていた。甲２０原告研究ノートの記載の中には，鐘紡と被告（当時の社
名はコニカ）の技術打合せにも参加したこと（平成２年１２月１７日，平成３年５
月２０日及び２１日の記載など），環境問題の観点からＰＶＤＣの回収処理につい
て調査を命ぜられていたこと（甲２０・１２月１０日の記載部分など），人材を集
めるため，リクルート活動として，大学を訪問し，教授と打合せをしたこと（同・
１月３０日，２月６日，６月１０日の記載部分など），リーダー会議の報告として
各部門の進捗状況を検討していること（同・９月１３日の記載部分など）等の記載
がある。
            さらに，甲２０原告研究ノートの平成２年１１月８日の記載部分に
は，本社の監査役２名と第４開発センターのＫ，Ｎ，Ｌ，原告（いずれも当時の管
理職）が出席する会議で，本社の監査役から，「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 」との要望があり，監査やり直しを半年後に実施することに
なったことが記載されており，原告が本社からも，管理職として，第４開発センタ
ーの開発の方向付けを指示されていたことがうかがわれる。
            なお，平成２年１２月５日から同月８日までは教育検習があり，その
間の１２月７日，第４開発センターのＫが原告とＮ室長に宛てて作成した「PVDCイ
ンラインコート時の問題点解決」と題したレポートが，甲２０原告研究ノートの当
該期日の部分に綴られている。同レポートには，「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 」と記載
されており，第４開発センターのセンター長であるＫは，原告に対し，リーダーと
してプロジェクトを指揮していくのにＮ室長やＣの助けを受けることを指示してい
たことがうかがわれる。
            しかし，これらの記載のほかに，甲２０原告研究ノートに記載された



事項について，原告が一研究員としてテーマを与えられ，何らかの研究をしていた
とうかがわせるような着想を示したもの，あるいは，何らかの着想に基づき実験を
指示したこと，あるいは，実験から得られたデータの評価から何らかの着想を得た
こと等の記述は一切認められない。
            原告は，この点について，被告に出社後，開発研究に関し，一研究員
として携わっていた証拠として，毎月作成していたという月報等（甲６５の１ない
し９，８１，９０など）を提出する。
            しかし，これらの月報（正確には実績報告書等）は，Ｋ第４開発セン
ター長から，月初めに前月分の月報を仕事内容を経営的な表現で作成することを命
じられていたことによるもので，原告が管理職として作成した報告書にすぎず，研
究の一環として記載されていたものとは認められない。このことは，甲２０原告研
究ノートの１１月７日における記載部分（冒頭に「90-11-7（Ｋ）」と記載のある
頁。）からも明らかである（すなわち，当該部分には，「＊＊＊＊＊＊
                  ＊＊＊＊
                  　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
                  　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
                  　　＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
                                                ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
                                                ＊＊＊＊＊＊＊＊＊
                  ＊＊＊＊＊
                  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
                  ＊＊＊＊＊
                  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」
            と記載されている。）。
            また，原告が作成したという上記月報の内容については，次のとお
り，原告が研究者としてみずから作成した事項は記載されていないものと認められ
る。まず，原告作成の「１１月度実績報告」（甲８１）の記載内容の大部分につい
てみると，その先行資料たる被告作成の「写真用新支持体に関する技術連絡会資
料」（乙１３の２），Ｋ作成の「９０年度１１月度研究情報」（乙１１０）及びＯ
の研究ノート（乙１１１）に記載されている事項，又は，原告が被告入社直後の２
０日間に第４開発センターのＬ部長等から説明を受け，被告社内の月報会，打合せ
等にオブザーバーとして参加した際に出席者からの聞いた技術内容と完全に同一な
いし実質的に同一のものであることが認められる。
            そのほか，原告が作成した「１２月度実績報告」（甲９０）の記載
も，それ以前に作成されたＫ作成の「９０年度１２月度研究情報」（乙１１３・１
３４の２）及び鐘紡のＨ作成の「第４回写真用新支持体に関する技術連絡会議事
録」（乙１１２・１３４の３）の記載内容と実質的に同一であり，原告作成の「１
月度実績報告」（甲６８）の記載も，それ以前に作成された鐘紡のＨ作成の「第３
回写真用新支持体に関する技術連絡会議事録」（乙１１４・１３６の２）及びＬ作
成の「Ｌメモ」（乙１１５・１３６の４）の記載内容と実質的に同一である。ま
た，原告作成の「２月度実績報告」（甲６５の１）の記載は，それ以前に作成され
た被告の第４開発センター作成の「第５回写真用新支持体に関する技術連絡会議資
料」（乙１１６・１３８の２）及び「第５回写真用新支持体に関する技術連絡会議
事録」（乙１１７・１３８の３）の記載内容と実質的に同一であり，原告作成の
「３月度実績報告」（甲６５の２）の記載も，それ以前に作成されたＬ作成の「１
９９１．３月度月報」（乙１１８・１４０の２）の記載内容と実質的に同一であ
り，原告作成の「４月度実績報告」（甲６５の３）の記載も，それ以前に作成され
たＬ作成の「１９９１．４月度月報」（乙９９の１・１４２の２）及びＬ作成
の「KBＨ氏とのTel（メモ）」と題する書面（乙１１５・１３６の４）の記載内容と
実質的に同一であり，原告作成の「５月度実績報告」（甲６５の４）の記載は，そ
れ以前に作成されたＬ作成の「１９９１．５月度月報」（乙１１９・１４４の２）
ないし鐘紡のＨ作成の「第６回写真用新支持体に関する技術連絡会議事録」（乙１
２０・１４４の３）の記載内容と実質的に同一であり，原告作成の「６月度実績報
告」（甲６５の５）の記載は，それ以前に作成されたＬ作成の「１９９１．６月度
月報」（乙１２１・１４６の２）ないしＯ作成の研究ノート（乙１２２・１４６の
３）の記載内容と実質的に同一であり，原告作成の「７月度実績報告」（甲６５の
６）の記載は，それ以前に作成されたＬ作成の「１９９１．７月度月報」（乙１２
３・１４８の２）ないしＯ作成の研究ノート（乙６９・１４８の３）の記載内容と



実質的に同一であり，原告作成の「鐘紡～コニカ技術打合せ」（甲６５の７）の記
載は，それ以前に作成された原告及びＬが出席した鐘紡との打合せの結果を記した
原告作成の「鐘紡～コニカ技術打ち合わせ－変性ＰＥＴについて－」（乙１２６・
１５０の２）の記載内容と実質的に同一であるものにすぎず，原告作成の「８月度
実績報告」（甲６５の８）の記載は，それ以前に作成されたＬ作成の「１９９１．
８月度月報」（乙１２７・１５２の２）ないしＬ作成の「第９回写真用新支持体に
関する技術連絡会議資料」（乙１２８・１５２の４）の記載内容と実質的に同一で
あり，原告作成の「９月度実績報告」（甲６５の９）の記載は，それ以前に作成さ
れたＬ作成の「１９９１．９月度月報」（乙１２９・１５４の２）ないしＯ作成の
研究ノート（乙１３０・１５４の３）の記載内容と実質的に同一であり，原告作成
の「１０月度実績報告」（甲９２）の記載は，それ以前に作成されたＣ作成の研究
ノート（乙９８・１５６の２）の記載内容と実質的に同一であり，原告作成の「１
１月度実績報告」（甲６６）の記載は，それ以前に作成されたＣ作成の研究ノート
（乙９８・１５８の２）の作成に関与した被告従業員が行った研究の内容と実質的
に同一であり，原告作成の「１２月度実績報告」（甲９３）の記載は，それ以前に
作成されたＣ作成の研究ノート（乙９８・１６０の２）あるいはＯ作成に研究ノー
ト（乙６９・１４８の３）の記載内容と実質的に同一であり，原告作成の「１月度
実績報告」（甲９４）の記載は，それ以前に作成されたＣ作成の研究ノート（乙９
８・１６２の２及び乙２４・１６２の３）の記載内容と実質的に同一であって，原
告は，被告における様々なプロジェクトチームのミーティングに参加したことによ
って得た情報等を元に管理者としての立場から把握したものを毎月の実績報告書と
して作成していたにすぎないものと認められるのである。
            したがって，原告が上記のような実績報告書を毎月作成したとして
も，これをもって，原告がこれらの報告書に記載された事項について一研究員とし
て，その開発研究に携わっていたと認めることはできない。
      カ　上記オ以降，第１８－１発明の出願日まで（平成３年１１月１６日以降
平成４年５月２９日まで）の経過
        a)　原告は，平成３年１１月１６日から，正式に被告第４開発センターに
配属され，「TAC代替ポリエステルフィルムの開発」のプロジェクトリーダーとし
て，その仕事に従事した（甲４０，甲５１・７頁）。
            そのころの第４開発センター長はＫであり，Ｋセンター長のもと，原
告及びＮがリーダーとなってテーマごとに開発に取り組んだ。
            原告が被告から指示されていたのは，カラー新支持体をテーマにした
樹脂開発，製膜，ＢＣ処方開発であった。原告のグループは，Ｃ，Ｅ，Ｂのグルー
プと，Ｏ，Ｅ，Ｄのグループの二つに分かれていたが，Ｌも原告と同様リーダーと
して配置され，リーダーをサポートする形で，Ｃが配置されていた（甲４２）。
        b)　平成３年１２月２０日，被告と鐘紡との間で，「第１３回写真用新支
持体に関する技術連絡会議」が開催された。同会議では，被告において，組成比の
つめ，ＤＥＧ，ヘーズ対策，強度ｕｐを目的に各種のフィルム支持体について評価
を行ったとして，資料が配布され，説明された（甲１７，１８）。同月２５日，Ｃ
がこの会議の議事録をまとめた（甲１９）。
        c)　被告第４開発センター原告名義で，鐘紡に対し，平成３年１２月２７
日，「積層テスト内容（案）」題し，書面が送付された（乙２２）。
            同書面には積層テスト内容（案）として，次の提案がなされていた。
            「１．各層の厚み比
              M-PET/PET/M-PET　
              ２／１／２　　　３層
              １／１／１　　　〃
              １／２／１　　　〃
              １／３／１　　　〃
              ３／１　　　　　２層
              ２／１　　　　　〃
              １／１　　　　　〃
              １／２　　　　　〃」
              なお，同書面の手書きの文字は，Ｃのものと認められ，同書面は，
Ｃが作成し，原告の了承を得て送付されたものと認められる（Ｃ尋問調書・３ない
し４頁参照）。
          d)　被告第４開発センター原告名義で，鐘紡に対し，平成４年１月９日



付けで「積層テストについて」と題し，FAXが送信された（乙２３）。
              （なお，同文書の手書きの部分については，Ｃの作成した研究ノー
トの記載と同様の文字が記載があることから，上記文書（乙２３）もＣが作成して
原告の了承を得てファクシミリ送信したものと認められる。Ｃ尋問調書・４頁参
照。）
              同ＦＡＸには，次の記載があった。
            「積層テスト優先順位
            （M-PET/PET/M-PET）     順位
            １－１－１　　　　　　　　－①
            １－２－１　　　　　　　　－④
            ２－１－２　　　　　　　　－⑦
            １－３－１　　　　　　　　－⑧
            （M-PET/PET）
            ２－１　　　　　　　　　　－②
            １－１　　　　　　　　　　－⑤
            ３－１　　　　　　　　　　－⑨
            １－２　　　　　　　　　　－⑩
            （PET/M-PET/PET）
            １－１－１　　　　　　　　－③
            １－２－１　　　　　　　　－⑥
            ①，②，③は必ず。④，⑤，⑥はできるだけ。⑦から⑩は可能なら，
作成を希望致します。（担当Ｃ）」
        e)　原告とＣは，平成４年１月１６日及び１７日，防府工場において，特
定組成のＭ－ＰＥＴ樹脂とＰＥＴを，打ち合わせていた８種類の層構成で積層して
未延伸のサンプルフィルムを製造する実験に立ち会い，サンプルフィルムを被告に
持ち帰った。
            Ｃ作成に係る平成４年１月２０日付け「ＫＢ出張報告」（甲９）に
は，次のとおり記載されていた（なお，Ｃの研究ノート（乙２４・同日付け部分）
にも同一の記載がある。）。
          「積層テスト
              １）メンバーＫＢ　防府合繊工場　Ｑ
                        新素研　　　　Ｈ，Ｆ，Ｇ，Ｒ
                        ＫＣ　４開Ｃ　　A，Ｃ
              ２）目的　ＰＥＴ，Ｍ－ＰＥＴを共押出で積層し，巻ぐせ回復性を
維持しながら，強度upできるかどうか知見を得るためのサンプル作成。」
              （以下略。）
        f)　Ｃは，第４開発センターのＢ，Ｄ，Ｅと共に，鐘紡から持ち帰ったサ
ンプルフィルムを，被告の延伸機で２軸延伸し，強度（ことに弾性率），巻ぐせ回
復性その他のテストを行った（Ｄは，強度テストのみに参加した。）ものの，上記
テストに，原告は参加していない。
            上記テストの結果，M-PETの共重合成分「金属スルホネート基を有する
芳香族ジカルボン酸」を全酸成分２ないし７モル％含有すると共に，他の共重合成
分「ポリアルキレングリコール」を反応生成物の全重量に対して３ないし１０重量
％含有している写真支持体は，優れた機械的強度，特に高い弾性率を有し，かつ現
像処理後の巻ぐせ回復性も兼ね備えていること，特に，「PET層の厚みの総和と
M-PET層の厚みの総和との比率が０．７から３の範囲内である」という条件
と，「PET層の厚みが５０μm以下」という条件の両者を満足するものは，上記効果
が著しいことが判明し，特許出願をすることになった。そして，Ｃが，上記発明に
ついて明細書を作成し，平成４年４月２７日に，被告と鐘紡との共同出願として，
写真用支持体に係る発明の出願をしたのが，特願平４－１３４１９５号（乙２９の
１）である（乙２９の１の明細書【表１】に記載された試料のほとんどは，Ｃが平
成４年１月２０日に作成した「ＫＢ出張報告書」（甲９）における表に対応するも
のであり，防府工場でのサンプルフィルムにないものは，防御的に特許の範囲を広
くするために，Ｃが合理的な数値を推測して記載したものである。）。
            また，上記の巻ぐせ回復性のテストにおいて，層構成が２層の試料フ
ィルム（防府工場で作ることができるフィルムは３層の積層に限られていたため，
２層のサンプルを作るためにM/M/Pとして製造したもの。）について，巾手カールが
強すぎてストローのように巻いてしまったことがあった。



            Ｃは，巾寸法を極端に狭くすれば，巾手方向のカールの影響はほとん
どなくなるはずと考え，これをＥらに話し，ストロー状に巻いてしまった試料フィ
ルムを広げて１mm巾に切断し，細長い試料を作成したところ，巻癖回復性のテスト
を行える状態になった。そして，そのテスト結果から，２層フィルムは，温水浴後
の巾手カールが強すぎるものの，巻ぐせ回復率は合格圏に入っていることが確認さ
れた。
            その後，Ｅは，この２層の試料フィルムがストロー状に巻いてしまっ
たことからヒントを得て，PET/M-PETの２層フィルムはそのままでは温水浴後の巾手
カールが強すぎて使い物にならないけれども，M-PETを積層したPETの反対側（M-PET
が積層されていない側）に，M-PETと共重合成分を少し変えたM-PETを適当な厚さだ
け積層して，３層の積層フィルムにすることで，２層構成のときに生じた強すぎる
巾手カールを適度のカール具合にコントロールできるのではないか，というアイデ
ィアが浮かび，このことを，Ｃらに話したところ，それは面白いアイディアだとい
うことになり，Ｃの上記特許と合わせて，出願することになった。この明細書につ
いては，着想したＥが，起案することになったが，当時，Ｅは明細書を書いたこと
がなかったため，Ｃが作成した上記の明細書（乙２９の１）を参考にしてこれを作
成した。このＥが起案して作成されたのが，特願平４－１３９４７２号（乙１６の
１）であり，第１８発明の最初の優先権主張となった第１８－１発明である。
            （以上，乙２４・１月１８日以降の記載，乙２７，乙２９の１及び
２，乙３３，乙３４・５７頁，同６６頁，乙３７，乙３８，Ｃ証人尋問及びＥ証人
尋問の結果）
            なお，原告が，平成４年１月３１日，鐘紡に対して送信したＦＡＸ
（甲１０）には，次のとおり記載されているものの，これは，原告が，Ｃらから報
告を受けた結果を鐘紡に対して送信したにすぎないものと認められる。
            「・・・昨日テストの結果の一部が出てきましたので，ＦＡＸにて概
略連絡致します・・・
              １　積層フィルム評価結果（詳細は，２／１２訪問時説明）
                巻ぐせ回復性を維持しながら，強度UPは可能。現状，M-PET/PETの
中間（加成性が成立する）。但し，製膜条件によっては，さらに強度はUPできる。
              ２　PEN,M-PENの重合の件
                PEN:Tgが高いせいか，巻きぐせが付きやすいが，とれ易いという
かなり面白いデータが出ている。但し，TACには及ばない。
                M-PEN:同上の観点から強度を維持してカール回復性の良いフィル
ムが期待される。
                PEN/M-PEN積層：M-PET/PET積層フィルム評価結果により，期待出
来そう。
                PEN/M-PET:難しいと思いますが（理由相分かり）→PEN/M-PENポリ
マー重合をお願いいたしたく。・・・・」
          g)　平成４年２月１２日，被告と鐘紡との間で，防府工場で得られたサ
ンプルをもとに，被告において，検証された結果について，「第１４回写真用新支
持体に関する技術連絡会議」が開かれ，「本機重合品評価結果」や「積層テスト評
価結果」が確認され，巻ぐせ回復率が，「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 」ことなどが報告された（甲１
１，１２の２）
          h)　Ｃは，平成４年３月，上記のとおり，防府工場でのサンプルフィル
ムを評価して得られた知見を，特願平４－１３４１９５号（乙２９の１）として，
出願明細書を起案した。その際，Ｃは，同出願に係る出願依頼書（乙２９の２。以
下「Ｃ出願依頼書」という。）も同時に起案し，これに第４開発センターＯ主査，
同室長Ｎ，部門長Ｋの日付入り確認印を受領した上で，Ｃ出願依頼書を被告に提出
した。
              Ｃ出願依頼書において，発明者欄には，Ｃの名前が記載されるとと
もに，Ｃと実験を行った「Ｂ，Ｄ，Ｅ」が記名押印され，鐘紡からは，「Ｆ，Ｇ，
Ｈ」の名前が記載された。
              Ｃ出願依頼書の「発明・考案の概要」の欄には，「ポリエステル層
の少なくとも片面に共重合ポリエステル層が積層されている多層フィルムであっ
て，該共重合ポリエステルが金属スルホネート基およびポリアルキレングリコール
を有する芳香族ジカルボン酸含有共重合ポリエステルである支持体」と記載されて
いた。



              その後，Ｃ出願依頼書のとおりに，出願が決定され，平成４年４月
２７日に特願平４－１３４１９５号が出願された（乙２９の１）。
              なお，上記特願平４－１３４１９５号は，平成４年１０月１４日，
特願平４－３０１７５０号の出願の際，国内優先の基礎として主張された結果，特
許法４２条１項により取り下げたものとみなされ，出願公開されていない。また，
特願平４－３０１７５０号は，平成１４年２月２７日，写真用支持体にポリエステ
ル層に共重合ポリエステル層が積層された多層フィルムを使用すること，ポリエス
テル支持体の巻き癖解消に相当量の金属スルホーネートを有する芳香族ジカルボン
酸やポリアルキレングリコールを共重合成分とした共重合ポリエステルフィルムを
使用すること，グリコールと芳香族二塩基酸とのエステル交換反応後，金属スルホ
ネートを有する芳香族ジカルボン酸を加えて溶融重合させて写真用支持体に使用可
能な共重合ポリエステルの共重合成分を作ること，などは公知であるから，上記出
願に係る発明は，当業者が容易に想到できるものとして，拒絶査定が確定している
（乙５８の１及び２）。
        i)　Ｅは，平成４年３月にＣが起案した上記出願明細書を参考にして，第
１８－１発明の出願明細書を，同年４月中に起案し，同時に，第１８－１発明の出
願依頼書（乙１６の２。以下「第１８－１出願依頼書」という。）を起案して，こ
れに第４開発センターＯ主査，同室長原告，部門長Ｋの日付入り確認印を受領した
上で，同依頼書を被告に提出した。
            第１８－１出願依頼書の発明者欄には，Ｅのほか，Ｅと共に，評価実
験を行った「Ｃ，Ｂ」の記名押印がなされ，鐘紡からは，「Ｈ，Ｆ，Ｇ」の名前が
記載された。
            同出願依頼書の「発明・考案の概要」の欄には，「ポリエステルの両
側に共重合ポリエステル（積層フィルム）×厚み×組成比×厚み・組成」と記載さ
れていた。
            その後，第１８－１出願依頼書のとおり，第１８－１発明の出願が決
定され，平成４年５月２９日に，第１８－１発明が出願された（乙１６の１）。
            なお，原告は，この間の平成４年５月１６日，感材生産本部第４開発
センター第１研究室長に任命された（乙５９の１及び２）。
        j)　被告と鐘紡との打合せにおいて，防府工場での本件実験で得られた試
料サンプルの評価結果などをふまえ，有望と思われたものについて，工場レベルで
のテスト，いわゆる実機テストをすることが決まり，当時，最新の共押出法による
積層フィルム製造装置の設備を有していた三菱重工業の協力を得て，平成４年６月
１６日から同月１８日にかけて，ＭＨＩ名古屋機器製作所において，鐘紡が製造し
た変性ポリマー及びＰＥＴを原料樹脂（ＴＥＳＴ　ＲＥＳＩＮ）として，積層テス
トが行われることになった（第３回ＭＨＩテスト）。
            この計画は，Ｃが主に担当し，Ｃ，Ｅ，Ｂは実機テストの１週間前の
同月１０日，評価項目について打合せをし，Ｍ特許に記載されている巻ぐせをつき
にくくすることについても，検討することとなった。
            第３回ＭＨＩテストに参加した者は，第４開発センターのＫ，Ｃのほ
か，Ｓ，Ｔの２人であり（乙４０の１及び２，４１，４２，４３，４８），原告
は，同テストには参加していない（なお，三菱重工は，営業活動の一環として顧客
が有料で試用できるテストプラントを有しており，顧客の依頼に応じてテストする
だけであり（乙４６ないし４９），被告と共同開発あるいは共同研究といった体制
をとっていたわけではない。）。
            第３回ＭＨＩテスト後，製造された積層ポリエステルフィルムの分析
や測定が行われ，Ｃ，Ｅ，Ｂ，Ｄが，これに参加したが，原告は，測定に参加した
り，測定によって得られた知見の検討会にも参加していない。
            この測定結果を検討している中で，Ｅは，巻ぐせ回復性と共に「生巻
ぐせのつきやすさ」について検討し，アンチカール（フィルムに巾手カールを付与
する処理）が強いほど，生フィルムの巻ぐせはつきにくくなるらしいということが
判明した（約８０μm以上でTACと同程度）。そこで，これを明らかにするため，
「アンチカールの強さ」と「巻ぐせのつきやすさ」との関係が表に示された（乙２
０・Ｅ研究ノート・平成４年７月６日の図１参照）。このことは，同月１６日Ｂ作
成の「第３回ＭＨＩテスト（積層テスト）結果」（乙４１）における「６．まと
め」にも，「アンチカールをつけることで，巻ぐせかーるは小さくなる。」と記載
されている。
            （以上，乙２０，２０の２，２８，３３，３５，３６，４１，４３）



　　　キ　上記カ以降，第１８－２発明の出願日（平成４年５月２９日から同年１
０月２６日）までの経過
        a)　平成４年８月１８日，Ｋ作成の「９２年８月度研究情報」（甲７５）
には，「全般・・・３．新支持体は（ａ）巻ぐせが回復（現像でとれる）すること
の他に新たに（ｂ）巻ぐせ自体がつきにくいこと（或値以下のこと）を求められる
ことがはっきりしてきた。（ａ），（ｂ）は相反する特性であるため，今までの単
層でなくＰＥＴ／Ｍ－ＰＥＴ積層フィルムを用いるという全く新たな発想を試みた
ところ，うまく行きそうである。ゼラチンＢＣ処方もよくなり，何とか目処つく事
を期待している。」との記載があり，このころ，積層ポリエステルフィルムを用い
ると，巻きぐせ回復性がよいことのほか，巻ぐせがつきにくいことの特性もはっき
りとしてきたことがうかがわれる。
        b)　Ｅは，ＭＨＩテストの結果判明していた，上記の巻ぐせのつきにくさ
についての明細書を作成するよう命じられていたが，着手することができないでい
た。しかし，平成４年８月１１日には，コダック社の「写真用支持体に有用な
M-PET」に関する米国第５１３８０２４号特許が登録，公開され（乙３１），同月２
４日には，東レから，「ポリエステルフィルム及び写真感光材料」に関し，特開平
４－２３５０３６号公報が公開された（乙３２）。
            そのため，被告においても，自社開発技術で有望なものは，早急に特
許部の助言をもらい，特許請求の範囲を作成し，１か月以内に出願を完了すること
になった。
            そして，Ｅは，同年９月２１日には，原告から，特許（巻ぐせつきに
くさ規定）に関し，「物性値を検出できない（支持体）」との指摘を受けて，特許
請求の範囲を修正し，明細書案を原告に提出していた。
            被告においては，その後，同月２４日に，特許出願検討会が開催さ
れ，準備に取りかかっていないが出願したいと考えている開発技術をすべて報告
し，出願するべき技術を議論した。ＣとＥは，この出願検討会に出席して，アンチ
カール（巾手方向のカール）が強いほど生フィルムの巻ぐせはつきにくくなるとい
う知見を報告したところ，これを出願することが決まり，早急に特許請求の範囲を
書き上げるよう求められた。
            Ｅと特許部の担当者は，これに対応すべく，休日を返上して短期間で
特許請求の範囲を書き上げた（乙３０・９月２５日記載分）。
            このとき，Ｅが書き上げた明細書が，第１８－２発明の出願明細書で
ある。Ｅは，第１８－２発明の出願依頼書（乙１７の２。以下「第１８－２出願依
頼書」という。）も同時に起案し，これに第４開発センターＯ主査，同室長原告，
部門長Ｋの日付入り確認印を受領した上で，同依頼書を被告に提出した。
            第１８－２出願依頼書において，発明者欄には，Ｅのほか，ＭＨＩテ
ストの測定評価等を行った「Ｃ，Ｂ，Ｄ」の記名押印がなされ，共同出願人として
鐘紡の会社名が記載されていた。
            第１８－２出願依頼書の「発明・考案の概要の欄」には，「ポリエス
テルの両側に共重合ポリエステル（積層フィルム）×厚み×組成比×厚み組成」と
記載されていた。
            その後，第１８－２発明の出願が決定され，平成４年１０月６日に，
第１８－２発明が第１８－２出願依頼書の記載に従って出願された。
            なお，Ｅは，巾手カールを付与することで巻ぐせがつきにくくなると
いう発想を使った第１８－２発明と第１８－１発明とでは，コンセプトが違うと考
えたが，知財部の特許戦略として，似たような構成を書いているのであれば，優先
権主張すべきとの考えで，第１８－１発明を優先権主張として，第１８－２発明が
出願された（Ｃ尋問調書・４５頁，平成１５年１０月３０日Ｅ尋問調書・１８頁参
照）。
            （以上，乙１７の１及び２，２８，５０，Ｃ証人尋問及びＥ証人尋問
の結果）。
　　　ク　第１８－３発明の出願日（平成４年１２月２４日）までの経過
        　Ｅは，平成４年１１月，第１８－２発明における数値特許の数値の単位
が間違っていたのでこれを修正し，また，発明者に一緒にサンプル評価等を行って
いたＤを加え，第１８－３発明として，出願明細書を起案した（平成１５年１０月
３０日Ｅ尋問調書・１６頁参照）。
          Ｅは，同時に，第１８－３発明の出願依頼書（乙１８の２。以下「第１
８－３出願依頼書」という。）を起案し，これに第４開発センターＯ主査，同室長



原告，部門長Ｕの日付入り確認印を受領した上で，同依頼書を被告に提出した。
          第１８－３出願依頼書において，発明者欄には，被告から，「Ｅ，Ｃ，
Ｂ，Ｄ」が記名押印され，共同出願人として鐘紡の会社名が記載された。
          第１８－３出願依頼書の「発明・考案の概要」の欄には，「熱処理後の
巻ぐせつきにくさ，回復しやすさ。下位クレーム：巾手カール，厚み，組成」と記
載された。
          その後，第１８－３出願依頼書どおりに，同年１２月２４日，第１８－
３発明が出願された。したがって，第１８－３発明の内容は，第１８－２発明の内
容とほとんど同一である（第１８－３発明の請求項１ないし９と第１８－２発明の
請求項１ないし９，第１８－３発明の請求項１０ないし１５と第１８－２発明の請
求項１１ないし１６，第１８－３発明の請求項１６ないし２０と第１８－２発明の
請求項１８ないし２２，第１８－３発明の請求項２１ないし２７と第１８－２発明
の２４ないし３０，第１８－３発明の請求項２８ないし２９と第１８－２発明の請
求項３２ないし３３とは，実質的に同一である。乙１７の１及び乙１８－１参
照）。
          （以上，乙１８の１及び２，Ｅ証人尋問の結果）。
　　　ケ　第１８発明の出願日（平成５年４月２６日）までの経過
          第１８発明の特許請求の範囲（旧請求項）は，第１８－３発明の特許請
求の範囲とほとんど同一であり（乙１８の１と乙４），第１８発明の旧請求項と第
１８－３発明の請求項との相違点は，第１８－３発明の請求項８，１０，１２，２
３及び２８において，「ポリアルキレングリコール」とあった記載を「ポリアルキ
レングリコール類」と訂正しただけのものである。これは，東レなどの特許出願が
なされたことにより，防御的に特許請求の範囲を広げる必要があったことによる。
          Ｅは，平成５年４月，第１８発明の出願明細書を起案し，同時に，第１
８発明の出願依頼書（乙１の１８。以下「第１８出願依頼書」という。）も起案
し，これに第４開発センターＯ主査，同室長原告，部門長Ｕの日付入り確認印を受
領した上で，同依頼書を被告に提出した。
          第１８出願依頼書において，発明者欄には，第１８－３発明と同じく，
被告の「Ｅ，Ｃ，Ｄ，Ｂ」の記名押印がなされ，共同出願人として鐘紡の会社名が
記載された。
          第１８発明出願依頼書の「発明の概要」の欄には，「熱処理後の巻ぐ
せ，温水浴処理後の回復カール規定。下位クレーム：巾手カール，厚み，組成」と
記載された。
          その後，第１８発明出願依頼書に記載のとおり，平成５年４月２６日
に，第１８発明が出願された。
          （以上，乙１の１８，乙４）。
　　(3) 出願依頼書の記載について
      ア　被告の第４開発センターでは，発明者のうち，明細書の原稿を作成した
人（分担者）が出願依頼書（兼譲渡証書）を起案する。出願依頼書の表側には，
「１．起案者記載欄」があり，二段目に特許等を受ける権利を被告に譲渡する旨の
記載がなされた後，発明者の氏名を記載する様式となっている（なお，譲渡証書と
出願依頼書とを，別の書面で行うこともあった（乙５５の２及び３参照））。
          出願依頼書の氏名欄には，氏名・個人コードを横一列に刻した横長のゴ
ム印を黒又は青スタンプで押した上，個人コード番号の右横に発明者個人の印鑑が
押捺されている（発明者が被告の従業者である場合）。また，当該発明者の事業
場，所属，並びに内線電話番号も記入されている。
          出願依頼書には明細書原稿を添付し，部門の特許担当である特許主査に
渡され，必要事項が記入された後，室長及び部門長が順次確認して，それぞれ日付
と記名の入った印を押す。その後，特許部に出願を依頼し，出願される。
          なお，被告においては，本件２６件の発明の出願当時，すべての発明に
ついて，特許庁に提出する願書の発明者欄に記載する発明者の特定は，上記の「出
願依頼書」の譲渡証部分に，発明者として横長のゴム印により氏名・個人コードが
表示されている従業者を，そのまま特許出願の願書の発明者欄に記載する発明者と
していた。
        （以上，乙１（枝番号含む），乙２）。
    イ　乙１の１ないし乙１の２６は，本件２６件の発明に関する研究開発を所管
していた被告の感材生産本部第４開発センターから被告特許部に届け出られた本件
２６件の発明の「出願依頼書」である。しかし，本件２６件の発明に係る「出願依



頼書」の譲渡証部分に横長ゴム印による原告の氏名・個人コードが表示された形跡
は全くない（乙１の１ないし乙１の２６）。
          したがって，これらの出願依頼書の記載様式，押印状況に照らせば，原
告が，被告に対し，本件２６件の発明に関し，発明者として自己の名前を記載した
（譲渡書を兼ねる）出願依頼書を届けていないことは明らかである。かえって，原
告は，室長として，上記出願依頼書すべてにおいて，その室長の欄に日付入り確認
印を押していることは前記のとおりであり，このことからすると，原告は，自分が
発明者でないことを承知の上で，これらの出願依頼書の室長欄に上記確認印を押し
ていたものというべきである。
      ウ　この点，原告は，初めのうちは，自己の名前を発明者として記載してい
たが，繰り返し削除されたから，あきらめていた，また，発明者として自分の名前
がないことは，本件各２６件の発明の出願公開後に初めて気づいた，などと主張
し，これに沿う供述をする（平成１５年１０月２８日原告本人尋問調書３頁以下な
ど参照）。
          しかし，上記出願依頼書において，発明者欄から原告の名前が削除され
た痕跡は全く残っていないこと，被告においては，仮に出願依頼書の記載に誤りが
あった場合には，乙３９の１及び２にみられるように，棒線を引いて抹消するなど
の方法をとっていること，乙６０及び６１からすると，原告は自己が発明者となっ
ている出願については，出願補償金がいつ出るかなどを細かく担当者に聞くなどし
ていたことが認められ，自己の発明したものについては強い関心があったものと認
められるから，原告が，自らが発明者であるのに，発明者として記載されていない
出願依頼書が回覧された際に，あきらめて異議をとどめなかったというのは明らか
に不合理であって，原告の上記主張は採用することができない。
　　(4) 小括
　　　ア　共同発明者の意義について
          特許法３５条に基づく相当対価の算定の対象となるべき発明とは，特許
請求の範囲の記載に基づき定められるため，同条に基づく相当対価請求権を有する
発明者といえるためには，特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的思想
の創作に貢献することが必要であり，請求項が複数の場合には，複数の請求項によ
って定められる複数の技術思想の少なくとも一つの創作に貢献する必要がある。
          したがって，特許請求の範囲の記載に基づいて定められる技術的思想の
創作自体に関係しない者，すなわち，①部下の研究者に対し，具体的着想を示さず
に，単に研究テーマを与えたり，一般的な助言や指導を行ったにすぎない者（単な
る管理者），②研究者の指示に従い，単にデータをまとめた者や実験を行った者
（単なる補助者），③発明者に資金や設備を提供するなどし，発明の完成を援助し
た者又は委託した者（単なる後援者・委託者）は，発明者たり得ない。
          発明者たり得る者，つまり，技術思想の創作に貢献した者とは，新しい
着想をした者あるいは同着想を具体化した者の少なくともいずれかに該当する者で
なければならない。すなわち，新しい着想をした者は，原則として発明者であるも
のの，この着想とは，課題とその解決手段ないし方法が具体的に認識され，技術に
関する思想として概念化されたものである必要があり，単なる思いつき以上のもの
でなければならない。また，新しい着想を具体化した者は，その実験やデータの評
価などの具体化が当業者にとって自明程度のことに属しない限り，共同発明者たり
得る。換言すれば，新しい着想を具体化することが，当業者にとってみれば自明の
ことである場合は，着想者のみが発明者と認められ，これを単に具体化した者は発
明者たり得ない（この場合は，上記の単なる補助者にあたるというべきであ
る。）。
          そして，共同発明者となるためには，課題を解決するための着想と具体
化の過程において両者間の一体的連続的な協力関係のもとに，それぞれが重要な貢
献をなすことが必要であるというべきである。
　　　イ　第１８発明について
          前記の認定事実からすれば，次のとおり，原告を第１８発明の共同発明
者とみることはできない。
        a)　被告においては，平成２年ころから，ＴＡＣに代わるフィルム写真用
支持体の開発を行い，種々の研究会が開催され，鐘紡とも共同開発契約を締結して
積層ポリエステルフィルムに関する研究を始めていた。ただし，積層フィルムベー
スにおける実験も試されてはいたものの，その実験の結果は芳しくなく，順調に進
んでいる状況ではなかった。むしろ，ＴＡＣに代わるフィルム写真用支持体の開発



については，単層ポリエステルフィルムの開発がベースとなっていた。
            原告は，帝人に勤務しているときから，数々の積層ポリエステルフィ
ルムに関する発明をしており，積層ポリエステルフィルムに関する見識と豊富な経
験も有していた。そのため，原告が，被告に入社した際に，原告には，積層ポリエ
ステルフィルムに関する経歴を生かした役割が期待されていた。
            ただし，原告がポリエステルフィルムに関する知識や豊富な経験を有
していたとはいえ，これらは写真用フィルムのためのものでなかったため，これを
写真用フィルムに応用するためには，写真用フィルムに特有の問題点を克服する必
要があり，原告に上記のような知識・経験があったとしても，直ちにそれを写真用
フィルムに適用することができるものではなかった。
            また，原告が帝人を退職する際に３年間の競業避止義務を負っていた
ことから，被告は，原告が入社する際，帝人との間で，原告については，ポリエス
テルフィルムの生産・技術に直接関与する業務に従事させないことなどを約してい
た。そのため，被告は，ポリエステルフィルムに関する研究開発に原告を直接従事
させるのではなく，研究開発部門の管理者としての役割を果たしてもらうことを期
待し，第４開発センターにおけるプロジェクトリーダー，あるいは，第１研究室室
長としての業務に従事することを求めたものであった。一方，原告も，帝人を退職
する際に，３年間の競業避止義務を負い，競業会社において，帝人で培った知見等
を漏らさないこと，及び，これに違反すれば割増退職金を返還することなどを約し
ていたため，積極的に研究開発に従事するのではなく，自己の有する知識経験等
を，ある程度は部下であるＣらに伝えていたことはあったとしても，自らの意思
で，帝人と競業関係にあるポリエステルフィルムの研究活動については，３年間程
度自粛していたものである。原告は，その後，自発的に研究活動を始め，原告を発
明者としてなした特許出願も散見されるようになったのである。
            原告が，一研究員としてではなく，管理者としての立場でプロジェク
トに臨んでいたことについては，原告自身，その本人尋問において，要旨「被告に
おいて，プロジェクトリーダーは，会社から基本的にプロジェクトの内容を決めら
れ，そのプロジェクトの完成の納期を指定される。したがって，人，物，金，これ
はプロジェクトリーダーの意向もある程度尊重して被告に決めてもらい，部下は，
プロジェクトリーダーの考え方に従って仕事をする。プロセスの中で，例えばどう
やったら最短距離で走れるとか，どうやったらコストを安くしてプロジェクトを完
成できるかということを，全体を管理するのがプロジェクトリーダーの仕事であ
る。」（原告尋問調書・２頁参照），「プロジェクトリーダーになってからは，日
常的には机を並べていろいろやり取りをしたりあるいは週報であるとか月報である
とか，部下が書いたものを渡しますので，それをファイルしておりました。したが
って，そこに書いてあれば，私はあえて自分のノートに記載するようなことはあり
ませんでした。」（同調書・２７頁参照）などと述べていることからも明らかであ
る。
            第１８発明の出願依頼書の発明者欄に原告の氏名が記載されていない
にもかかわらず，原告が同依頼書に室長として日付入りの確認印を押しているの
は，原告は個々の発明に発明者として関与していたのではなく，プロジェクト全体
の管理者として関与していたからである。
        b)　前記認定の第１８発明の出願に至る経緯をみても，原告は，防府工場
での試料サンプル作成に立ち会ったものの，防府工場で得られた試料サンプルにつ
いての巻ぐせ回復性や強度に関する評価実験においてはほとんど関わっていないの
である（唯一，平成４年１月３１日付けの鐘紡に宛てたＦＡＸ（甲１０）によれ
ば，原告がその実験結果の一部を部下から報告を受け，これを鐘紡に連絡している
ことが認められるが，この結果をみても，原告が第１８発明の本質的部分と主張す
る非対称積層アンチカールという発想は認められない。）。前記認定のとおり，第
１８－１発明は，防府工場で得られたサンプル試料の評価実験を行っている際に，
ＥがM-PET/PETの２層フィルムをM-PET/PET/M-PETの非対称積層構造とすることを着
想したものであり，原告がこれに何らかの関与をしたことを認めるに足りる証拠は
ない。
            そして，その後出願された第１８－２発明については，Ｅらが，平成
４年６月に行われた第３回ＭＨＩテストの後の実験評価の中で，巾手カールを付与
する程度が強いほどフィルムの巻ぐせがつきにくい，という知見を新たに発見した
ことから出願されたものであることは前記認定のとおりであるのに対し，この第３
回ＭＨＩテストとその実験評価にも原告は関与しておらず，原告が関与したことが



認められるのは，第１８－２発明を出願する前に明細書の書き方等をＥに指導した
ことが認められる程度である。
            さらに，第１８発明は，この第１８－２発明の内容をほぼそのまま受
け継いだ第１８－３発明の内容とほぼ同一の内容で出願された発明であり，第１８
－３発明及び第１８発明の出願に際しても，原告の貢献を認めるに足りる証拠はな
い。
        c)　以上に加え，第１８発明の出願は，拒絶査定を受けるなどし，その後
本件補正を経て登録に至った第１８発明の特許請求の範囲は，二層以上のポリエス
テル層と共重合ポリエステル層からなるフィルムを規定することにより機械的強度
を保持し，また，熱処理後の巻きぐせカール度，温水浴処理後の回復カール度，巾
方向におけるカール度の範囲を規定することにより，巻きぐせがつきにくく取扱い
性がよく，かつ，巻きぐせ解消性にも優れたフィルムを提供することを目的として
おり，原告が主張する非対称積層アンチカールの技術的思想は，本件補正後の第１
８発明の本質的部分ではない。
        d)　原告は，新支持体の開発プロジェクトのリーダーとして，数々の会議
等に出席しており，その都度，どのような実験が行われ，どのような評価になって
いるのかを把握していた事実は認められるものの，原告が作成した月報等は，前記
認定のとおり，原告作成の月報等が作成された以前に，他の従業員の研究ないし実
験報告書に基づいて記載されたにすぎないものであり，このほかに，原告が，第１
８発明についての着想及び具体化に関わったと認めるに足りる証拠はない。
            以上からすれば，原告の第１８発明に関する関与は，結局，既に公知
となっている積層ポリエステルフィルムに関する知識を部下であるＣらに伝えただ
けであるといわざるを得ず，このように公知技術を知らせることだけで，発明を着
想したと認めることができないことは明らかである。原告の第１８発明への関与
は，通常の管理者が行う管理や指示等を超えたものではなく，原告を第１８発明の
発明者と認めることはできない。
　　　ウ　原告の主張について
        a)　原告は，平成３年１１月２３日，入浴中に，非対称積層ポリエステル
フィルム支持体を用いれば，「ＣＴＡ代替写真用フィルム支持体の開発」ができる
かもしれないとひらめいたとし，多層積層ポリエステルフィルム支持体を用い，非
対称なる手法によりアンチカールを故意に付与することによってカールをバランス
させるという発想（非対称積層アンチカール）を着想したこと，これを同年１２月
１０日付の研究ノートに書き留め，被告において当時，進められていた単層ポリエ
ステルフィルム支持体の開発を維持しつつ，単層ポリエステルフィルム支持体から
積層ポリエステルフィルム支持体の開発へ舵切りをしたことなどを主張し，この主
張に沿う内容の陳述書（甲５１・８頁），平成３年１２月１０日付けの研究ノート
の記載部分（甲１６・４頁。甲２１原告研究ノートの１２月１０日分と同じも
の。）などを提出する。
            しかし，原告がその着想を書き留めたとする甲２１原告研究ノート
は，その１頁目の下部が大部分余白となっていること，２頁目が全く空白であるこ
と，５頁目の下部３分の１程度が空白であること，６頁目が完全に空白であるこ
と，８頁目の下部２分の１程度が空白であること，９頁目の下部４分の１程度が空
白であること，１０頁目の下部３分の２程度が空白であること，１１頁目の下部の
若干が空白であること，１２頁目の下部５分の４程度が空白であること，１４頁目
の下部の若干が空白であること，１５頁の下部４分の１程度が空白であること，１
６頁目の下部の若干が空白であることなどが空欄が多く認められ，甲２０原告研究
ノート等の他の箇所と比較すると，甲２１原告研究ノートにおける１２月１０日の
部分に限って，非常に詳細に記載され，１２月１０日前後の記述と比較しても，当
該部分だけが詳細に記載されていることなど不自然な点が多い。
            そして，原告は，平成３年１１月２３日に着想したと主張するが，そ
の後２週間以上の間，その着想について何も記載がないことについても，合理的な
理由を述べていない。
            以上を総合すると，原告が着想を書き留めたと主張する，平成３年１
２月１０日付けの甲２１原告研究ノートの記載を採用することはできない。
        b)　原告は，自己のアイディアをもとに，非対称積層の方向で，プロジェ
クトを舵切りした旨主張し，平成３年１２月２０日の打合せの際に，原告が手書き
で白板書きした記載（甲１８）「共押出（M-PET/PET/M-PET,M-PET/PET）」をその裏
付けとして提出する。



            しかし，上記の記載から推測されることは，２層及び３層の積層フィ
ルムの試料と作るという限度であって，上記非対称積層アンチカールとのアイディ
アを認めることはできない（そもそも，平成４年１月９日付けの防府工場での本件
実験前の被告と鐘紡とのＦＡＸでのやりとりをみると，ほとんどが対称の積層ポリ
エステルのサンプルを念頭においていたもので，非対称の積層ポリエステルを念頭
にサンプルを作成したものとは認められないことは前記認定のとおりである。）。
        c)　原告は，防府工場での試料サンプルの評価の際に，「これらの試料サ
ンプルをガラス転移温度以上の温度（１００℃程度の熱）を付与すると，カールす
るはずだから，オーブンで加熱処理してみてくれ」などと，自己の着想を確かめる
べく，Ｃに指示したとも主張している。
            しかし，原告が，このような指示をしたことについて，これを裏付け
る証拠は存せず，また，仮にこれが事実であったとしても，異なる材料を積層した
積層フィルムにおいて，表裏両側で収縮応力が丁度つりあうようになっていること
は極めて稀であり，ガラス転移温度以上の温度で加熱すればカールすることは当業
者にとって自明のことであるから（乙３８・４頁），これをもって，第１８発明の
発明に貢献があったということはできない。
        d)　原告は，被告において，単層ポリエステルフィルムで進めていた開発
を積層ポリエステルフィルムをベースにする開発に切り替えたとも主張し，これに
沿う供述を本人尋問においても述べる（同尋問調書・３５頁参照）。
            確かに，前記認定事実によれば，原告が入社するまでは，単層ポリエ
ステルフィルムをベースとして開発が進行していたことが認められる。
            しかし，被告も，積層ポリエステルフィルムについて，全く開発をし
ていなかったわけではなく，防府工場での積層ポリエステルフィルムおける試料サ
ンプルの評価結果を見て，巻ぐせ回復性と強度が，従来品のレベルまで対応できる
ことが判明すれば，同積層フィルムによる開発を真剣に検討することは，この研究
に携わってきたＣら研究者にとっても当然のことであり，開発プロジェクトのプロ
ジェクトリーダーである原告が，積層ポリエステルフィルムによる開発を継続する
ことを指示したとしても，これは，プロジェクトリーダーとして当然の職責であ
り，これを指示したことによって，原告が第１８発明の発明者となるものではない
ことは明らかである。
        e)　原告は，訴訟提起前に被告の担当者と本件に関してやりとりをした際
には，原告を発明者として扱うことを認めていた，と主張し，これ沿う証拠とし
て，甲５の１ないし３，甲１４，４７ないし４９などを提出する。
            しかし，これらの証拠を勘案しても，被告の担当者が，本件２６件の
発明について，原告を発明者と認めていたと認めることはできない。
        f)　原告は，①「非対称」であればアンチカールが産まれる事実は，２層
ポリエステルに限定して知られていたにすぎず，２層の中でも，（ⅰ）固有粘度差
と厚みとを双方とも変える場合，及び（ⅱ）固有粘度差のみを変える場合に限定し
て知られていたにすぎなかった（原告の発明に係る甲７，甲１５の２１，甲１５の
２７及び甲４６参照。），②そして，３層については，「非対称」であればアンチ
カールが産まれるか否かは，第１８発明出願当時は，公知ではなく，実用に耐える
アンチカールが産まれるか否かは，全く公知ではなかった，③非対称積層アンチカ
ールについて実績のあった原告にして初めて，「３層であれば，実用に耐えるアン
チカールが産まれるであろう。」と予測し，３層の非対称積層ポリエステルフィル
ム支持体が最適ではないかとの着想を得た，と主張している。
            しかし，原告が，同着想をＣらに話したことを認めるに足りる証拠は
なく，前記のとおり，防府工場における試料サンプルにも３層で非対称積層となっ
ているものを依頼していない。仮に，原告の主張どおり，原告が１１月２３日に上
記の着想を得ていたのであったとすれば，防府工場での試料サンプルの中に，３層
の非対称積層ポリエステルフィルムの製造を依頼していたはずである。
            よって，原告の上記主張も採用することができない。
　　　エ　まとめ
          以上のとおりであって，第１８発明の原告の関与は，発明者としての着
想あるいはその具体化といえず，原告を第１８発明の発明者と認めることはできな
い。
　３　争点１－イ（第１８発明以外の本件各登録発明の発明者）について
　　(1) はじめに
        第１８発明以外の本件各登録発明についても，第１８発明と同様，原告



は，本件各登録発明に関するすべての出願手続依頼書において発明者として記載さ
れておらず，かつ，原告は，自ら発明者として記載されていない同依頼書のすべて
について，上司（室長）として日付入り確認印を押印しているのである（乙１）。
そして，原告の上記各発明に対する関与の程度は，発明者としての着想，あるいは
その具体化をしたものということはできないのであり，第１８発明以外の本件各登
録発明についての発明者と認めることもできないことは，以下のとおりである。
        なお，第１８発明以外の本件各登録発明についても，出願時の当初明細書
は，補正等の手続を経て，前記前提となる事実における各記載のとおりのものに補
正されたものである。そして，出願時の特許請求の範囲に規定された発明により，
被告が利益を得ていないことは，後記５に認定したとおりであるから，補正前の特
許請求の範囲に基づいて発明者を認定する必要はなく，第１８発明以外の本件各登
録発明についても，第１８発明と同様に，その相当の対価請求においては，登録時
の特許請求の範囲の記載に基づいて，原告が共同発明者かどうかを認定する。
　　(2) 第９発明について
      ア　前記２(2)認定の事実並びに甲７１の９，乙２０の２，７５，８０，９
０，８８ないし９１及び弁論の全趣旨によれば，次のとおり，認められる。
        a)　Ｃらのグループでは，グループ員が分担し合って実験，評価を行って
きたものがある程度まとまったところで，それまでの知見や成果を特許化するため
に，どのようなものを特許出願するか，明細書の分担などを決める特許出願検討会
がたびたび行われていた。
            平成４年７月２１日に開かれた特許出願検討会において，当時，従来
技術として，２層の積層ポリエステルフィルムにおいて，カラー写真用に用いられ
るフィルムのようにロール状のものがなかったことと，Ｃらのグループによる実験
とその評価により，巻ぐせ回復性を達成するために共重合成分についての知見が既
に得られていたことから，２層の積層ポリエステルフィルムについて，２層のポリ
エステルの固有粘度差（ΔＩＶ）を規定するものを出願することが決まり，Ｂが明
細書の作成を担当することになった。
            固有粘度差についての公知例として，原告が発明者として記載されて
いる特公昭５６－５３７４５号（甲７，１５の２１）があった。しかし，同公報に
おいては，固有粘度差がある２層のポリエステルフィルムを積層することにより，
乳剤層の影響によるカールを解消することについて記載されていたものの，この発
明は，シート状のフィルムについての発明であり，この構成を単にロール状フィル
ムに置き換えるだけでは，巻ぐせのつき難さ及び巻ぐせ回復性に劣ってしまうもの
であった。そのため，ＢはＣと相談の上，ロール状フィルムとして使用するときの
課題を解決するに当たり，これまでの検討結果から，固有粘度差のみならず，共重
合成分として金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を全エステル結合単
位に対して２ないし７モル％含有すること，さらに好ましくはポリエステルの共重
合成分としてポリアルキレングリコールを共重合ポリエステルの全重量に対して３
～１０重量％含有することを，第９発明の出願当初明細書に記載した。
        b)  第９発明の出願に対しては，特許庁から，平成１３年６月１１日，特
許法２９条２項及び特願平４－１７８１７６号公報を引用例として同法２９条の２
により特許を受けることができない旨の拒絶理由通知が発せられた（乙８８）。被
告は，特許法２９条の２の拒絶理由を回避するために，特許請求の範囲に「ポリア
ルキレングリコールを３～１０重量％含有」することの要件を付加する補正を行い
（乙９０），意見書（乙９１）を提出することにより，拒絶理由を回避し，第９特
許発明として登録に至ったものである。
        c)　以上からすると，第９特許発明の特許発明の請求項１の構成中，「ポ
リアルキレングリコールを３～１０重量％含有する」との補正によって付加された
構成がなければ，特許登録に至らなかったものといえるから，Ｃ，Ｂらの検討によ
って得られていた上記数値が第９特許発明の本質的部分であるといえる。そして，
この点について，原告が関与したことを認めるに足りる証拠はない。
      イ　原告は，第９発明の本質的部分は，第１８発明の本質的部分と同一であ
り，原告の有する過去の知見をもとに着想し，この着想に基づいてＣらに実験を行
わせ，得られた数値よりもやや広めの数値を限定して規定したものであると主張す
る。
          しかし，過去の公知文献を示唆するだけでは，発明の着想を行ったもの
とはいえないことは前記のとおりである。
          しかも，原告の指示に従ってＣらが実験を行ったことを裏付ける証拠と



して原告が提出している月報等は，前記のとおり，原告が会議等で知り得た他の研
究者が作成した報告書等に記載された実験結果等をまとめたものにすぎず，そのほ
かに，原告の指示に基づきＣらが実験を行ったと認めるに足りる証拠はない。
          したがって，原告を第９発明の発明者と認めることはできない。
　　(3) 第１１発明について
　　　ア　前記２(2)認定の事実並びに甲７１の１１，乙２０の２，７５及び弁論の
全趣旨によれば，次のとおり，認められる。
        a)　第１１発明の出願も，上記第９発明の出願と同様，平成４年７月２１
日の特許出願検討会において，その出願が決定され，Ｂが，明細書の作成を担当す
ることになったものである。
            ポリエステルフィルムの製造においては，延伸という工程があり，延
伸工程においては，製品として使用できない部分が生じるため一部が切り落とされ
たり，不良品として出荷できないポリエステルフィルムが生じることから，このよ
うな不要となったポリエステルフィルムを回収して，再利用することで，コストの
削減を図ることが従来からの課題であった。第１１発明は，このようなポリエステ
ルフィルムの回収，再利用の最適条件について規定するために出願されたものであ
る。Ｃ，Ｄ，Ｅ，Ｂは，回収ポリエステルの位置と写真性能への悪影響の相関につ
いて実験評価していたので，Ｂが，この実験データをもとに第１１発明の出願明細
書を作成した。
        b)　第１１発明の出願に対しては，特許庁から，平成１４年２月２７日，
特許法３６条４項，５項及び６項に規定する要件を満たしていないとして，拒絶理
由通知（乙９２）が発せられた。被告の知的財産部の担当者は，回収ポリエステル
を含む層の位置を規定する必要を受けて，出願当初の明細書に記載されていた比較
例１と実施例４との回収ポリエステル層を設ける位置の違いをクレーム中にも挿入
追加することとし，第１１特許発明の請求項１における「                                    
該多層フィルムのハロゲン化銀乳剤層に隣接する層以外の少なくとも１層に該多層
フィルムを回収して得られる回収ポリエステルを含有し，ハロゲン化銀乳剤層に隣
接する層には該回収ポリエステルを含有しない」と規定し，特許登録に至ったもの
である。
        c)　以上からすると，第１１発明は，回収ポリエステルの位置と写真性能
への悪影響の相関について実験評価していたＣらによって発明されたものといえ
る。
      イ　原告は，特開昭５１－５３５８５号公報（甲７７）をＣらに教示し，特
許明細書の記載の仕方も詳細に指導したなどと主張する。
          確かに，同公報には，第１１発明と同種の発明が記載されている。しか
し同発明は既に公知となった発明であり，単に，既に公知となっている公報等を教
示しただけでは，発明の着想を行ったものといえないことは，前記のとおりであ
る。第１１発明については，その他に，原告が発明者であることを認めるに足りる
証拠はなく，原告を第１１発明の発明者と認めることはできない。
　　(4) 第１４発明及び第１５発明について
      ア　第１４発明は，第１５発明の単層ポリエステルフィルムにおける技術思
想を，積層ポリエステルフィルムに適用したものであることは，当事者間に争いが
ない。
          そして，第１５発明は，特願平４－２７４６７９号（第１５－２発明，
乙７９の１）に基づく国内優先権主張を伴う出願であり，第１５－２発明は，特願
平４－９５６５４号（第１５－１発明，乙７８の１）に基づく国内優先権出願であ
ったから，本来，第１５発明は，第１５－１発明と第１５－２発明の２件を国内優
先権主張すべきものであったが，手続ミスにより，第１５－１発明に基づく国内優
先権を主張していないものである。
      イa)　第１５発明の明細書（乙８２の４）には，「この発明における共重合
ポリエステルは，全エステル結合に対して５モル％以下の割合でジエチレングリコ
ールを含有する。・・・このジエチレングリコールを全エステル結合単位に対して
５モル％以下の範囲で含有することにより，この発明の写真用支持体は，巻き癖回
復性に優れ，しかも，この写真用支持体の表面に各種の水系塗工液を塗布しこれを
高温で熱処理しても写真用支持体の平面性の低下が防止される。          」
（【００２０】）との記載があり，かかる構成が，優れた機械的強度を有し，現像
処理後の巻き癖回復性も兼ね備え，高温での熱処理でも平面性が劣化しない写真用
支持体を提供するという第１５発明の課題を解決しているものである。



            そこで，第１５発明において，ジエチレングリコールの含有量が全エ
ステル結合に対し，この５モル％以下との数値が規定されるに至った経緯について
検討する。
            ＤＥＧの含有量の具体的な数値は，Ｃの研究ノート（乙９８）に記載
されているように，被告と鐘紡との平成３年１１月１８日の打合せにおいて，Ｃら
の実験評価テストによって，得られていたＤＥＧ３．４ないし５．９モル％という
結果をもとに，ＤＥＧ量を４モル％以下と主張する鐘紡の技術者をＣが説得して５
モル％と決定し，これが第１５－１発明として出願されたものと認められる（甲６
９，乙７７）。
            第１５発明は，その後出願された第１５－２発明に基づく国内優先権
主張を伴う出願であるものの，本来，この第１５－１発明に基づき国内優先権主張
をすべきものであったことは，前記認定のとおりである。
            したがって，第１５発明はＣらの発明に係るものと認められる。ま
た，第１４発明は，単層ポリエステルフィルムにおける技術思想を積層ポリエステ
ルフィルムに適用しただけのものであるから，この発明もＣらの発明に係るものと
認められる。
        b)　原告は，平成３年４月ころ，ＤＥＧ量の上限値を「２ｍｏｌ％程度」
と設定していたが，平成３年１１月１５日に行われた鐘紡との打合せの際に，ＤＥ
Ｇ量の上限値を，当初の「２ｍｏｌ％」から「４ｍｏｌ％」と妥協し，安全を見て
ＤＥＧ量をなお一層高めに採って，「５ｍｏｌ％以下」と決定した，と主張し，Ｄ
ＥＧ量決定についての原告の関与については，甲６５の３，４，７，８及び９，甲
６６，甲６９などの証拠を挙げる。
            確かに，甲６９における白板の記載は，原告によって記載されたもの
と認められ，原告が平成３年１１月１５日の鐘紡との打合せに出席し，説明等をし
ていたことは認められる。しかし，原告は，ＤＥＧの含有量の実験については関与
しておらず，このような会議に参加したことをもって，原告が第１５－１発明，第
１５発明，あるいは第１４発明の発明者といえるだけの関与をしたものとは認める
ことはできない。
            また，原告は，平成４年４月６日から同月１１日のＭＨＩでの単層変
性ＰＥＴの生産・商品化レベルでの最終的評価を経て，第１５発明のＤＥＧ量を確
定させ，さらに，平成４年６月１６日から同月１８日のＭＨＩでのＭ－ＰＥＴ／Ｐ
ＥＴ２層積層フィルムの生産・商品化レベルでの最終的評価を経て，第１４発明の
ＤＥＧ量を確定させた，とも主張する。しかし，第１５発明の基礎とされたＤＥＧ
量が５％以下との規定がある第１５－１発明（特願平４－９５６５４号）の出願依
頼書（乙７８の２）の決済日が平成４年４月６日とされていることからみると，同
年６月に行われたＭＨＩでの実験結果を経て確定されたという原告の上記主張は採
用できない。
            しかも，第１５－１発明の出願依頼書（乙７８の２）においても，本
件２６件の発明についての出願依頼書と同様，原告は，発明者として記載されてお
らず，かつ，自ら発明者として記載されていない同依頼書の室長の欄に日付入り確
認印を押印しているのである。
            以上の事情からすると，原告を第１５発明の発明者と認めることはで
きず，また，第１５発明の構成を単層から積層に変更しただけのものにすぎない第
１４発明についても，原告を発明者と認めることはできない。
　　(5) 第１９発明について
      ア　第１９発明が記載された明細書（乙８２の５）の【００２０】には，第
１９発明の特許請求の範囲の前半部分である「ポリエステルからなる層が２層以上
積層された多層フィルムであって，該多層フィルムの少なくとも一層が共重合成分
として金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸およびポリアルキレングリ
コール類を含有」するポリエステルフィルムは，特開平４－２３５０３６号に記載
されているものの，ポリエステル層と共重合ポリエステル層との間の接着性が悪
く，非常に低温で使用した場合，ポリエステル層と共重合ポリエステル層との界面
で剥離を起こしやすいという問題点があることが指摘されている。
          この記載からも明らかなように，第１９発明の技術的思想の本質的部分
は，その特許請求の範囲の後半部分である「任意の隣接する２層間において，金属
スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸の含有量の差（ΔＳＩＰ）が５．５モ
ル％／全エステル結合以下であり，かつポリアルキレングリコール類の含有量の差
（ΔＰＥＧ）が６．０重量％／全重量以下である」にあり，このように隣接する層



間の共重合成分の含有量差を数値限定することとして，低温下での層間剥離を防止
したことにあるといえる。
      イ　原告は，上記の具体的な数値について第５，第６，第９ないし第１４及
び第１７発明に記載されているＳＩＰとＰＥＧの含有量の差を計算し，その値を少
し広めにとって計算したものと主張する。
          確かに，Ｃらが，第１９発明の後半部分の上記数値を実験により確認し
たことを認めるに足りる証拠はない。しかし，第１９発明の後半部分の上記数値
は，平成４年９月，１０月ころまで積層フィルムに関する実験を継続してきたＣ，
Ｅ及びＢらが，机上で容易に想到し得る程度のものであり，また，原告がこれを発
明したこと，すなわち，原告の計算が根拠となって，第１９発明が出願されたこと
を裏付けるに足りる証拠もない。しかも，発明者をＣ，Ｅ及びＢとする第１９発明
の出願依頼書について，原告が上司（室長）として，日付入り確認印を押印してい
ることは前記のとおりである。
          以上によれば，原告を第１９発明の発明者と認めることはできない。
　　(6) 第２５発明について
      ア　乙７４，１０１，１０５（１９９３年１１月４付けの頁に記載された部
分）及び弁論の全趣旨によれば，第２５発明は，Ｅ，I，Ｃが，平成５年１１月から
１２月ころに積層ＰＥＴの熱収縮率について検討し，実際のフィルムを作成して熱
収縮率を測定して得られた数値をもとに，出願することになったものである。
          第２５発明の出願に対しては，平成１４年１０月２４日，特許法２９条
２項及び同法３６条５項及び６項の規定により特許を受けることができない旨の拒
絶理由通知（乙１０１）が発せられ，平成１５年４月３０日，拒絶査定された（乙
１０２）。被告は，同年６月１２日，審判請求をなすとともに，同年７月７日，
「該ポリエステルフィルムは縦方向に一軸延伸した後，Ｔｇ～Ｔｍ－２０℃の温度
範囲内で，２つ以上に分割された延伸領域で昇温しながら横延伸し，次いで熱固定
したものであり」という部分を付加する手続補正書を提出し（乙１０３），同年８
月６日に，「引用文献には，カール度，カール度のムラ，縦方向，横方向の熱収縮
率を調整する記載も示唆もなく，得にカール度のムラについては全く記載がないも
のであり，また，引用文献の実施例を見ても，・・・，この方法では，本願発明の
カール度ムラ，熱収縮率を達成することはできないこと」，上記手続補正書にて付
加した「該ポリエステルフィルムは縦方向に一軸延伸した後，Ｔｇ～Ｔｍ－２０℃
の温度範囲内で，２つ以上に分割された延伸領域で昇温しながら横延伸し，次いで
熱固定」（本願発明の熱処理）について，一切記載も示唆もないことなどを記載し
た手続補正書を提出したところ（乙１０４），登録に至ったものである。
      イ　原告は，Ｃに命じて実験を行わせ，実測した独自の数値を請求項に盛り
込んだなどと主張する。
          しかし，Ｃらの上記実験が，原告の指示によるものであること，及び，
その実験結果の評価について，原告の何らかの示唆があったことを認めるに足りる
証拠はない。
          原告は，自己の主張を裏付けるものとして原告らが作成した「研究報告
書（中間）と題する書面（甲１３）に記載された数値を挙げるものの，同書面は平
成４年に作成されたもので，第２５発明の出願日である平成６年１月２０日よりも
相当前のものであるから，第２５発明に掲げられた熱収縮の構成を規定するに至っ
た根拠としては不自然である。かえって，Ｃの研究ノート（乙１０５）の平成５年
１１月４日のページに熱収縮率についての検討結果が記載されていることをみる
と，この実験の結果得られた数値をもとに，第２５発明を出願したと推測する方が
時期的にも合理性がある。
          以上によれば，第２５発明は，Ｅ，I及びＣの３人が共同で実験し，検討
した結果なされた発明であると認められ，原告を第２５発明の発明者と認めること
はできない。
　　(7) 第２６発明について
      ア　第２６発明の出願に対しては，平成１４年６月７日，拒絶理由が通知さ
れ（乙１０６の１），引用文献として，特願平５－３０４０２７号（乙１０６の
２）及び特願平４－１７８１７６号（乙１０６の３）が挙げられ，特許法２９条の
２により，同一であると認定された後，手続補正により，「Ａ層及びＢ層のポリエ
ステルとして共に固有粘度０．４５ないし０．６５の共重合ポリエステル」を使用
することを付加し，上記の引用文献に示された固有粘度を有する共重合ポリエステ
ルを用いた場合，第２６発明の効果が劣ったものになることが記載された意見書



（乙１０７）を提出することによって，登録査定に至ったものである。
      イ　原告は，第２６発明が第１８発明を洗練したものであるとして，クレー
ム中の数値は実測に基づき確定されたなどと主張する。
          しかし，その実験データは手元にないとし，結局，第２６発明について
は，原告が具体的にどのような関与をしたのかが明らかでなく，ほかに，原告が第
２６発明の発明者であることを認めるに足りる証拠はない。しかも，発明者をＥ，
Ｃ及びIとする第２６発明の出願依頼書について，原告が上司（室長）として，日付
入り確認印を押印していることは前記のとおりである。
          以上によれば，原告を第２６発明の発明者と認めることはできない。
          （なお，被告の主張によっても，被告が第２６発明の本質的部分と主張
する部分は，第２３発明において，Ａ層及びＢ層の厚み比が０．７以上であると規
定したことを受けて，それ以外の厚み比０．７未満のものを規定したところにあ
り，第２６発明は第２３発明のいわゆる穴埋め特許であるということであり，この
ような経緯で出願されたものを，本来，特許法２条１項に規定された「発明」とい
うべきかどうかは疑問である）。
　４　争点２（特許を受ける権利の承継の有無）について
      前記２及び３に記載のとおり，本件各登録発明については，そもそも原告
は，共同発明者と認められないから，原告は特許を受ける権利を有していない。
      しかも，本件各登録発明の８件を含め，本件２６件の発明のすべてについ
て，前記認定のとおり，発明者が被告に対して提出する出願依頼書（兼譲渡証書）
の発明者欄に，C，Ｅ，Iらが記載されているものの，原告名の記載はなく，かえっ
て，原告以外の者が発明者として記載されている本件２６件の発明のすべての出願
依頼書について，原告は，これらの発明者の上司として，日付入り確認印を押印し
ているのである。
      そして，被告は，本件２６件の発明について，原告が共同発明者であること
を一貫して否定しているのであり，以上によれば，本件２６件の発明については，
そもそも，原告から被告に対する特許を受ける権利の承継があったと認めることは
できない。
　５　争点３（相当の対価の額）について
 　 (1) 被告が受けるべき利益の算定
      ア　被告が，本件２６件の発明を特許出願した後，現在に至るまで，いずれ
も実施したことがないことについては，当事者間に争いがなく，被告が本件２６件
の発明を独占的に実施するなどして，何らかの利益を得たと認めることはできな
い。
      イ　本件２６件の発明が被告によって出願され，これらが出願公開されたこ
とは前記認定のとおりである。しかし，このことによって，同業他社が本件２６件
の発明を実施することが事実上禁止され，これによって，被告が何らかの利益を得
たことについても，これを認めるに足りる証拠はない。すなわち，被告自身も本件
２６件の発明を実施したことがないこと，及び，後記エ認定の写真フィルムを取り
巻く経済情勢からすれば，被告が本件２６件の発明を出願したことにより，同業他
社が，本件２６件の発明を実施することを事実上禁止したことにより何らかの利益
を得たということは到底考え難いところである。
      ウ　ライセンス契約等の実施についてみると，乙２０５によれば，平成１２
年９月８日，被告（当時の商号はコニカ株式会社）は，コダック社と本件共同開発
契約を締結したこと及び同契約は将来の技術の共同開発契約であり，被告とコダッ
ク社が同契約締結時に有していた特許発明を相互にクロスライセンスする契約では
ないこと，並びに，共同開発の成果として得られた新たな技術を実施する限度で，
従前から両社が有していた技術を利用し得るものであることが認められる。しか
し，現段階において，本件共同開発契約による新たな技術が開発されたことも，そ
のために本件２６件の発明が実施許諾されたことも，これを認め得る証拠はなく，
本件共同開発契約によって被告が何らかの利益を得ていたことを認めるに足りる証
拠はない。
          なお，原告は，本件共同開発契約は，フィルム支持体に関する技術を相
互に無償で使用することができるようにしたクロスライセンス契約であり，第１８
発明の存在がなければ，締結に至らなかったものであると主張し，これに沿った原
告作成の陳述書（甲２・１８頁）を提出する。しかし，この原告の主張を裏付ける
客観的な証拠はない。
      エ　ＴＡＣ代替技術としてのフィルム支持体の現在の開発状況についてみる



と，乙１６９及び弁論の全趣旨によれば，平成８年２月には，世界最初のＴＡＣ代
替技術として，ＡＰＳという新しい写真システム（「Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｐｈｏｔ
ｏ　Ｓｙｓｔｅｍ」の略称。撮影データを記録するための磁気層が塗布された２４
ミリ巾のフィルム。従来フィルムの単なる改良ではなくて，小型カートリッジによ
りカメラをより小さくでき，フィルムの装填も簡単になるなど，従来のフィルムと
異なる種々の新しい機能を持ったフィルムとカメラのシステムである。）が世界的
に発表，発売された。このＡＰＳのフィルムベースには，従来より３０％薄く，強
度の増したポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ－単層）を採用しており，今後期待
し得るＰＥＴ積層フィルムの市場は急激に縮小した。
          しかも，乙２０３，２０４の１及び２，２０５によれば，現在，写真用
フィルムの需要は，デジタルカメラの普及により，加速度的に減少しており，平成
１６年におけるフィルム市場における売上は，ピーク時の約半分であり，世界的に
みても，その需要が２割以上のペースで縮小しており，写真用フィルム，印画紙の
市場は大幅に縮小していることから，被告においては，フィルム事業を大幅に縮小
する方針を決めていること，また，被告のみならず，富士フィルム，コダック社な
どの感材各社も，フィルム事業縮小のために巨額の損失を計上する状況となってい
ることなどが認められる。
　　(2) 小括
        以上アないしエによれば，過去に本件２６件の発明によって被告が得た利
益はなく，また，上記の写真用フィルム市場における経済的情勢に鑑みると，今後
も，本件各登録発明が被告により実施され，あるいは，第三者に対し実施許諾され
る見込みもないものといわざるを得ない。
        したがって，本件２６件の発明については，原告が発明者か否かを判断す
るまでもなく，本件２６件の発明について，原告から特許を受ける権利の承継を受
けたことにより被告が受けた利益は全くなく，将来において受けるべき利益がある
と認めるに足りる証拠もないのであるから，そもそも原告の主位的請求はこの点か
らもすべて棄却されるものというべきである。
        （なお，本件各登録発明については，前記のとおり，予備的請求を判断す
る必要性及び審理の経過などから，その発明者についても判断した。）
　　(3) 原告の主張について
        ア　原告は，本件２６件の発明中の拒絶査定確定分及びみなし取下げ分の
発明のうち，他国において特許登録に至ったもの，あるいは，特許申請の手続き中
のものもあるから，これらについてもその発明者について審理する必要がある旨を
主張する。
            しかし，他国において特許登録に至ったものがあったとしても，これ
らは本件の訴訟物とはなっていないものである。そして，これらの拒絶査定分及び
みなし取下げ分の発明によって，被告が法的独占権に由来する利益を得たとの立証
がなされていないことは前記のとおりであり，また，今後も，これらを実施するこ
とにより，被告が法的独占権に由来する利益を得られることを認めるに足りる証拠
もない。
            したがって，原告の上記主張は採用できない。
        イ　原告は，みなし取下げ分について，被告が恣意的に審査請求をしなか
ったかのような主張もする。
            しかし，みなし取下げ分の１３件の出願のうち，最も遅くみなし取下
げの効果を生じたのは，前記「前提となる事実」のとおり，第２１発明及び第２２
発明に係る各特許出願であり，いずれも平成１２年６月２日に出願審査請求期間が
満了している。そして，原告が被告に対し，本件２６件の発明について，補償金の
請求などを申し入れた日は，平成１２年６月２６日である（甲５の１。同日付の
「出願特許に対する発明者認知確認依頼」と題する内容証明郵便による通知
書。）。
            そうすると，原告は，１３件のみなし取下げ分の各出願審査請求期間
がすべて満了した後に，初めて被告に対し，これらの各特許出願について，原告が
発明者であることを主張したことが明らかであり，被告は，同日より以前に，原告
が発明者であることを主張していることは知らなかったものと認められる。
            また，本件全証拠によっても，原告は，被告が，みなし取下げ分につ
いて，原告の利益を害する目的で審査請求をしなかったものと認めるに足りる証拠
はない。
            したがって，被告が，みなし取下げ分１３件の発明に関し，それぞれ



の出願審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて，原告の利益を害する
意図等を有していなかったことは明らかである。
            よって，原告の上記主張も採用することができない。
　６　争点４（特許権の持分移転登録請求の可否）について
      原告は，予備的に，原告は，本件各登録発明について，共同発明者の一人で
あり，かつ，特許を受ける権利の持分を被告に譲渡したことはない，として，本件
各登録特許の持分の移転登録を求めている。
      しかし，前記認定のとおり，原告は，そもそも，本件各登録発明のいずれに
ついても共同発明者とは認められないのであるから，予備的請求はいずれもその請
求の根拠を欠くものといわざるを得ない。
      また，登録後の特許権については，真の権利者から無権利者に対し，当然
に，当該持分について特許権の移転登録手続を請求することができるものでもな
い。すなわち，特許法は，冒認出願（発明者又は発明者から特許を受ける権利を承
継した者（以下「発明者等」という。）以外の者による出願。）に対しては拒絶査
定をすべきものとし（特許法４９条７号），冒認出願者に対して特許権の設定登録
がされた場合，その冒認出願は無効とすべきものと規定しているだけであり（同法
１２３条１項６号），特許法においては，発明者等が冒認出願により特許の登録を
得た者に対し特許権の返還請求権を有することを認める旨の規定はない。したがっ
て，冒認出願をして特許権の設定登録を受けた場合に，発明者等から冒認出願によ
り特許登録を得た者に対する特許権の移転登録手続を求める権利は当然には認めら
れていない。もっとも，最高裁平成１３年６月１２日第三小法廷判決（民集５５巻
４号７９３頁）の事案のように，真の権利者が他の共有者と共に特許出願した後
に，真の権利者から権利の持分の譲渡を受けた旨の証書を偽造して，出願人の変更
がなされ，無権利者と他の共有者に対して，特許権の設定がなされた場合で，か
つ，真の権利者が移転登録手続請求を認める以外に真の権利者に生じた不都合を是
正する他の救済方法が存しないなどの場合には，例外的に真の権利者に特許権の移
転登録請求を認め，真の権利者の救済を図る必要がある場合も存する。
      しかし，本件では，原告は，自ら出願手続を行っていないのみならず（原告
は出願依頼書に発明者として記載した旨主張するが，そのような事実が認められな
いことは前記認定のとおりである。），原告以外の者が発明者として明記されてい
る本件各登録発明の出願依頼書（前記のとおり，特許を受ける権利の譲渡証を兼ね
るものである。）にその上司として日付入り確認印を押印して，これを承認してい
るものである。しかも，本件各発明については進歩性等が争われており，特許登録
に至るまでに補正などもされており，原告は，この間に，特許を受ける権利を有す
ることの確認を求める訴訟を提起するとの方法も採り得たのに，原告が予備的に移
転登録請求を提起したのは，上記出願依頼書の作成から相当の長期間が経過した後
の平成１７年５月２３日であり，いずれの特許についても特許登録の後である。し
たがって，本件については，仮に原告が共同発明者であるとしても，上記の最高裁
判決のように，例外的に特許権の移転登録請求を認める必要性がないことは明らか
である。
      したがって，仮に，原告が共同発明者であると仮定しても，本件の事情の下
では，特許権の持分の移転登録請求を認めることは，そもそもできない。
      以上によれば，原告の予備的請求も理由がない。
第５　結論
      以上によれば，本件各登録発明については，いずれも原告が共同発明者であ
ると認めることはできず，また，本件２６件の発明については，そもそも，被告が
当該発明により得た利益があると認めることはできないのであるから，原告の主位
的請求はいずれも理由がない。また，原告の予備的請求も，同様に，本件各登録発
明について，原告が共同発明者であると認められず，かつ，仮に，共同発明者であ
るとしても，そもそも移転登録請求を認め得る法律上の根拠もないから，いずれも
理由がないことは明らかである。
      よって，原告の本訴請求を棄却することとし，主文のとおり，判決する。
      
    　　　東京地方裁判所民事第４６部

                    裁判長裁判官　　　　　設　　樂　　・　　一

　                        裁判官  　　　　鈴　　木　　千　　帆



                       
                          裁判官　　　　　荒　　井　　章　　光
  
（別紙）
　　　　　　　　　　　　　特許権目録
　(1)　第９発明
    　 登録番号              第３２９７７２４号
       発明の名称　　　　　　積層フィルム及び写真用支持体
       登録日　　　　　    　平成１４年４月１９日
  (2)　第１１発明
       登録番号              第３３４５６２３号
       発明の名称　　　　　　写真用支持体
       登録日　　　    　　　平成１４年９月６日
  (3)　第１４発明
       登録番号             第３３９０７９５号
       発明の名称　 　　　　写真用支持体
　　　 登録日　   　　　　　平成１５年１月２４日
  (4)　第１５発明
       登録番号             第３４９３２０７号
       発明の名称　 　　　　写真用支持体
　　 　登録日　　　　　  　平成１５年１１月１４日
  (5)　第１８発明
       登録番号            第３５９２７３１号
       発明の名称          フィルム及び写真用支持体
 　　　登録日              平成１６年９月２３日
  (6)　第１９発明
       登録番号            第３３３７５１８号
       発明の名称          写真用支持体
　　　 登録日              平成１４年８月９日
  (7)　第２５発明
       登録番号            第３４９６１６５号
       発明の名称          写真用支持体
　　 　登録日              平成１５年１１月２８日
  (8)　第２６発明
       登録番号            第３４２９５４６号
       発明の名称          ポリエステルフィルム及び写真用支持体
　　　 登録日              平成１５年５月１６日
 
   
（別　紙）
  
                          出願特許目録
(1)　第１発明
　　 発明の名称　　　写真用支持体及びこれを用いたハロゲン化銀写真感光材料
     出願日　    　　平成４年１０月１９日
     公開日　　  　　平成５年８月２０日
     公開番号        特開平５－２１０１９８号
(2)　第２発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成４年１０月２１日
     公開日          平成５年１２月７日
     公開番号        特開平５－３２３４９６号
(3)　第３発明
     発明の名称      ハロゲン化銀写真感光材料
     出願日          平成４年５月２９日
     公開日          平成５年１２月１７日
     公開番号        特開平５－３３３４７２号
(4)　第４発明



     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成４年１０月１４日
     公開日          平成５年１２月２７日
     公開番号        特開平５－３４６６３６号
(5)　第５発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成４年１０月１４日
     公開日          平成６年１月２１日
     公開番号        特開平６－１１７９５号
(6)　第６発明
     発明の名称      写真用支持体
  　 出願日          平成４年８月２４日
     公開日          平成６年３月１１日
     公開番号        特開平６－６７３４４
(7)　第７発明
     発明の名称      ハロゲン化銀写真感光材料
     出願日          平成４年８月３１日
     公開日          平成６年３月２５日
     公開番号        特開平６－８２９６９
(8)　第８発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成４年９月２４日
     公開日          平成６年４月２２日
     公開番号        特開平６－１１０１５４
(9)　第９発明
     発明の名称      積層フィルム及び写真用支持体
     出願日          平成４年１０月６日
     公開日          平成６年４月２６日
     公開番号        特開平６－１１５０３３
(10) 第１０発明
     発明の名称      積層フィルム及び写真用支持体
     出願日          平成４年１０月６日
     公開日          平成６年４月２６日
     公開番号        特開平６－１１５０３４
(11) 第１１発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成４年１０月６日
     公開日          平成６年４月２８日
     公開番号        特開平６－１１８５５９
(12) 第１２発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成４年１１月２５日
     公開日          平成６年６月７日
     公開番号        特開平６－１６１０３５
(13) 第１３発明
     発明の名称      積層フィルム及び写真用支持体
     出願日          平成５年１月２１日
     公開日          平成６年６月２１日
     公開番号        特開平６－１７１０４９
(14) 第１４発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成５年４月２７日
     公開日          平成６年６月２４日
     公開番号        特開平６－１７５２７９
(15) 第１５発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成５年４月２６日
     公開日          平成６年６月２８日



     公開番号        特開平６－１８０４８１
(16) 第１６発明
     発明の名称      ポリエステルフィルム及び写真用支持体
     出願日          平成４年１２月２２日
     公開日          平成６年７月１２日
     公開番号        特開平６－１９２４０８
(17) 第１７発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成５年４月２６日
     公開日          平成６年７月２２日
     公開番号        特開平６－２０２２８０
(18) 第１８発明
     発明の名称      フィルム及び写真用支持体
     出願日          平成５年４月２６日
     公開日          平成６年８月３０日
     公開番号        特開平６－２４００２０
(19) 第１９発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成５年３月３０日
     公開日          平成６年１０月１８日
     公開番号        特開平６－２８９５３４
(20) 第２０発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成５年５月１１日
     公開日          平成６年１１月２５日
     公開番号        特開平６－３２４４３３
(21) 第２１発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成５年６月２日
     公開日          平成７年１月１０日
     公開番号        特開平７－５６２６
(22) 第２２発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成５年６月２日
     公開日          平成７年１月１０日
     公開番号        特開平７－５６２７
(23) 第２３発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成５年８月２０日
     公開日          平成７年３月３日
     公開番号        特開平７－５６２７６
(24) 第２４発明
     発明の名称      二軸延伸ポリエステルフィルムの製造方法
     出願日          平成５年１１月４日
     公開日          平成７年５月１６日
     公開番号        特開平７－１２５０６２
(25) 第２５発明
     発明の名称      写真用支持体
     出願日          平成６年１月２０日
     公開日          平成７年８月１１日
     公開番号        特開平７－２０９８０５
(26) 第２６発明
     発明の名称      ポリエステルフィルム及び写真用支持体
     出願日          平成６年１月１９日
     公開日          平成７年８月１１日
     公開番号        特開平７－２０９８１１
     



（別　紙）
                          第１８発明の出願当時の特許請求の範囲

【請求項１】 熱処理後の巻きぐせカール度が１３５ｍ
－１
以下で，温水浴処理後の回

復カール度が４５ｍ
－１
以下であると共にポリエステルからなることを特徴とするフ

ィルム。
【請求項２】 熱処理後の巻きぐせカール度が１２５ｍ

－１
以下で，温水浴処理後の回

復カール度が２５ｍ
－１
以下であると共にポリエステルからなることを特徴とするフ

ィルム。
【請求項３】 熱処理後の巻きぐせカール度が１３５ｍ

－１
以下で，温水浴処理後の回

復カール度が４５ｍ
－１
以下であり，二層以上のポリエステル層を積層してなること

を特徴とするフィルム。
【請求項４】 熱処理後の巻きぐせカール度が１２５ｍ

－１
以下で，温水浴処理後の回

復カール度が２５ｍ
－１
以下であり，二層以上のポリエステル層を積層してなること

を特徴とするフィルム。
【請求項５】 巾方向におけるカール度が５～３０ｍ

－１
である前記請求項１～４のい

ずれかに記載のフィルム。
【請求項６】 互いに異なる二層のポリエステル層からなる前記請求項３～５のいず
れかに記載のフィルム。
【請求項７】 互いに異なるポリエステル層のいずれか一種のポリエステル層が，共
重合成分として，金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸を含有してなる
前記請求項６に記載のフィルム。
【請求項８】 互いに異なるポリエステル層のいずれか一種のポリエステル層が，共
重合成分として，金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸と，ポリアルキ
レングリコール類および／または飽和脂肪族ジカルボン酸とを含有してなる前記請
求項６に記載のフィルム。
【請求項９】 互いに異なる二種のポリエステル層を積層してなり，異なる二種のポ
リエステル層における，共重合成分として含有される，金属スルホネート基を有す
る芳香族ジカルボン酸の全エステル結合に対する比率が互いに異なることを特徴と
する前記請求項６に記載のフィルム。
【請求項１０】 異なる二種のポリエステル層を積層してなり，異なる二種のポリエ
ステル層における，共重合成分として含有されるポリアルキレングリコール類の反
応生成物に対する比率が互いに異なることを特徴とする前記請求項３～５のいずれ
かに記載のフィルム。
【請求項１１】 異なる二種のポリエステル層を積層してなり，異なる二種のポリエ
ステル層における共重合成分として含有される飽和脂肪族ジカルボン酸の反応生成
物に対する比率が互いに異なることを特徴とする前記請求項３～５のいずれかに記
載のフィルム。
【請求項１２】 ポリエステル層の片面に共重合ポリエステル層を積層してなり，該
共重合ポリエステル層が，共重合成分として金属スルホネート基を有する芳香族ジ
カルボン酸を全エステル結合に対し２～７モル％含有すると共に共重合成分として
ポリアルキレングリコール類および／または飽和脂肪族ジカルボン酸を反応生成物
の全重量に対して３～１０重量％含有してなる前記請求項５に記載のフィルム。
【請求項１３】 三層の層を積層してなり，中央の層の両側に位置する二層のポリエ
ステル層の厚みが互いに異なることを特徴とするフィルム。
【請求項１４】 三層の層を積層してなり，中央の層の両側に位置する二層のポリエ
ステル層の厚みが互いに異なる請求項３～５のいずれかに記載のフィルム。
【請求項１５】 三層の層を積層してなり，中央の層の両側に位置する二層のポリエ
ステル層の厚みをそれぞれｄA ，ｄB としたときに，１．１≦ｄA ／ｄB≦５なる関
係を満たしてなる前記請求項１４に記載のフィルム。
【請求項１６】 三層の層を積層してなり，中央の層の両側に位置する二層のポリエ
ステル層が互いに相違することを特徴とするフィルム。
【請求項１７】 三層の層を積層してなり，中央の層の両側に位置する二層のポリエ
ステル層が互いに相違してなる前記請求項３～５のいずれかに記載のフィルム。
【請求項１８】 三層の層を積層してなり，中央の層の両側に位置する二層のポリエ
ステル層が，共重合成分として含有される，金属スルホネート基を有する芳香族ジ



カルボン酸の全エステル結合に対する比率が互いに異なる前記請求項１６に記載の
フィルム。
【請求項１９】 三層の層を積層してなり，中央の層の両側に位置する二層のポリエ
ステル層が，共重合成分として含有されるポリアルキレングリコール類の反応生成
物に対する比率が互いに相違してなる前記請求項１６に記載のフィルム。
【請求項２０】 三層の層を積層してなり，中央の層の両側に位置する二層のポリエ
ステル層が，共重合成分として含有される飽和脂肪族ジカルボン酸の反応生成物に
対する比率が互いに相違してなる前記請求項１６に記載のフィルム。
【請求項２１】 三層の層を積層してなり，中央の層の両側に位置する二層のポリエ
ステル層の固有粘度が互いに相違してなる前記請求項３～５のいずれかに記載のフ
ィルム。
【請求項２２】 三層の層を積層してなり，中央の層の両側に位置する二層のポリエ
ステル層の固有粘度差ΔＩＶが０．０２～０．５である前記請求項１３～２１のい
ずれかに記載のフィルム。
【請求項２３】 三層の層を積層してなり，中央の層の両側に位置する二層のポリエ
ステル層が，共重合成分として，金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン酸
を全エステル結合に対して２～７モル％含有すると共に，共重合成分として，ポリ
アルキレングリコール類および／または飽和脂肪族ジカルボン酸を反応生成物に対
して３～１０重量％含有してなる前記請求項１３～２２のいずれかに記載のフィル
ム。
【請求項２４】 二層以上のポリエステル層を積層してなると共に，厚みを二等分す
る位置を中心として，その両側の積層構造が互いに非対称であることを特徴とする
前記請求項３～５のいずれかに記載のフィルム。
【請求項２５】 四層以上のポリエステル層を積層してなり，少なくとも二層のポリ
エステル層が互いに相違することを特徴とするフィルム。
【請求項２６】 四層以上のポリエステル層を積層してなり，少なくとも二層のポリ
エステル層が互いに相違する前記請求項３～５のいずれかに記載のフィルム。
【請求項２７】 いずれの層もポリエステル層である前記請求項３～２６のいずれか
に記載のフィルム。
【請求項２８】 共重合成分として，金属スルホネート基を有する芳香族ジカルボン
酸を全エステル結合に対し２～７モル％，並びにポリアルキレングリコール類およ
び／または飽和脂肪族ジカルボン酸を反応生成物の全重量に対し３～１０重量％を
含有する共重合ポリエステル層を，単数または複数の層で形成されるポリエステル
層の両方の各表面に積層してなり，前記ポリエステル層の厚みをｄ2 とし，前記ポ
リエステル層の表面に積層された前記共重合ポリエステル層につき，一方の表面に
おける，厚みの総和をｄ1 とし，前記芳香族ジカルボン酸の全エステル結合に対す
る平均含有率（モル％）をＳ1 とし，並びに，前記ポリアルキレングリコール類お
よび／または飽和脂肪族ジカルボン酸の反応生成物に対する平均含有率（重量％）
をＰ1 とし，他方の表面についてはそれぞれ，ｄ3 ，Ｓ3 ，およびＰ3 としたと
き，以下の条件式１，２，および３を同時に満足することを特徴とするフィルム。
            条件式１； ｄ2 ≦５０（μｍ）
            条件式２； ０．７≦｛（ｄ1 ＋ｄ3 ）／ｄ2 ｝≦３条件式３； 
｛（Ｓ1 ×Ｐ1 ×ｄ1 ）／（Ｓ3 ×Ｐ3 ×ｄ3 ）｝≧１．５
【請求項２９】 前記請求項１～２８のいずれかに記載のフィルムからなることを特
徴とする写真用支持体。

※　「＊」部分は，閲覧制限決定がなされた部分である。


